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25 民事訴訟法総合演習 鶴田　滋／高田　昌宏 61

26 民事法総合演習（実務民事法総合演習） 仲田　哲 64

27 刑法第1部A（総論・犯罪論および刑罰論の基礎） 金澤　真理 66
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29 刑法第2部（各論） 三島　聡 69
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33 刑事法理論の展開 三島　聡／川崎　英明 80

34 刑事法総合演習 杉本　吉史 83

35 法曹倫理 原田　裕彦 86

36 民事訴訟実務の基礎 原田　裕彦 90

37 エクスターンシップ 原田　裕彦 93
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

法の下の平等その 2【同上】

信教の自由と政教分離その1【信教の自由に関す
る加持祈祷事件判決(最判昭和38・5・15刑集17・
4・302)、政教分離に関する剣道実技拒否事件最
判平成8・3・8民集50・3・469、津地鎮祭訴訟最
判昭和52・7・13民集31・4・533等を通して、信
教の自由と政教分離の意義、両者の関係、信教の
自由の内容、限界、政教分離の法的性格、違憲審
査基準等を学習する】
信教の自由と政教分離その 2【同上】

法の下の平等その  1【尊属殺人罪(最判昭和
48・4・4 刑集 27・3・256)、非嫡出子の法定相
続分に関する判例を通して、「平等」の観念に関
する基本的な理解、憲法 14 条の規範構造、平等
権審査の基本的な枠組等を学習する】

①事前学習においては、教科書の該当箇所、レ
ジュメおよび所定の判例（いずれも初回の授業ま
でに告知する）を通読することが求められる。②
事後学習においては、特に、事前学習で生じた疑
問が授業を通して解決されているかを確認するこ
と。【以下、第 23 回まで同じ。】

講義
法律基本科目
1年 単位数 3.0単位

憲法上の基本的人権保障の基本構造を理解するとともに、各人権規定に関する主要な判例･学説を検
討することを目的とする。受講者は教科書を含む憲法の概説書と教材の指定された箇所の予習をした
うえで受講に臨まなければならない｡授業においては、重要な箇所や理解が難しい箇所に重点を置き
つつ、より詳しい説明を行なう。講義にあたっては、予習用レジュメにそって、基礎的概念および重
要判例等を、適宜、質疑応答を通して検討する。受講生は、事前に十分な予習を行うことが求められ
る。このほか、関連する項目に関する課題を課すことなどにより、論述の能力を涵養するための指導
を行う。
法律基本科目のなかでも、この科目は３年課程の１年次に開講されるもので、いわゆる未修者を対象
とするものである。この講義のこのような位置づけを前提として、この講義では、日本国憲法におけ
る基本的人権の保障の全体像と、個別の人権規定による人権保障のあり方を検討する。この検討を通
して、学生が、各人権規定に関する基本的な判例・裁判例及び学説を精確に説明できるようになるこ
とが、この講義の第一の到達目標である。また、これら判例・裁判例が判断の対象とした具体的な事
例をきちんと押さえていくことを通して、学生が、具体的な事例のなかに含まれる憲法上の問題点を
発見する能力を身につけ、それを向上させ,、合わせて論述能力の涵養を図ることができることが、こ
の講義の第二の到達目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
イントロダクション【法の分類、各種の制定法相
互間の効力関係、裁判手続などにつき学習する】

事前学習：法の分類、各種の制定法相互間の効力
関係、裁判手続などに関する予習。
事後学習：法の分類、各種の制定法相互間の効力
関係、裁判手続など、法曹養成専攻における学修
にとって必要な前提知識を理解しているか、復習
する。

2024年度前期 曜日・時限 月曜3限、金曜4限

1FCB101010 科目ナンバリング FCALAW71001-J1
人権の基礎理論
渡邊　賢
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第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回 労働基本権その 2【同上】

教育を受ける権利その 1【教育を受ける権利に関
する旭川学テ事件最判昭和 51・5・21 刑集30・
5・615 等の検討を通して、学習権と教育権の所
在の問題を中心に教育を受ける権利について学習
する。

教育を受ける権利その 2【同上】

労働基本権その 1【労働基本権について、主に、
公務員の労働基本権の制限に関する全逓東京中郵
事件最判昭和 41・10・26 刑集 20・8・901、全
農林警職法事件最判昭和 48・4・25 刑集 27・
4・547 等の検討を通して、公務員の労働基本権
の制限に関する判例の動向とその意義、問題点に
ついて学習する】

中間試験

生存権その 1【生存権に関する朝日訴訟最判昭和
42・5・24 民集 21・5・1043 や堀木訴訟最判昭
和 57・7・7 民集 36・7・1235 を学習し、併せ
て、生存権の自由権的側面に関する論点の学習を
通して、生存権の権利性をめぐる問題や、生存権
の自由権的側面に関する問題について検討する。

生存権その 2【同上】

経済的自由その 2【同上】

人身の自由その 1【刑事手続における諸権利の内
容を学習するとともに、成田新法事件最判平成
4・7・1 民集 46・5・437 等を通して、行政手続
における手続保障のあり方を学習する。これらの
学習を通して、適正手続に関する基本問題に関す
る理解を深める。

人身の自由その 2【同上】

表現の自由その 1【検閲と表現に対する事前抑制
に関する北方ジャーナル事件最判 61・6・11民集
40・4・872、性表現規制に関するチャタレー事件
最判 32・3・13 刑集 11・3・997 等を通して、
「表現の自由の優越的地位」の理論、表現の自由
を保障する意義、検閲・事前抑制の法理等を含む
表現の内容に対する規制に関する問題、性表現規
制に関する判例理論を学習する】
表現の自由その 2【同上】

経済的自由その 1【職業選択の自由に係る小売市
場事件最判昭和 47・11・22 刑集 26・9・586、
薬事法距離制限事件最判昭和 50・4・30 民集
29・4・572、財産権に係る森林法共有分割制限事
件最判昭和 62・4・22  民集 41・3・408等を通し
て、職業選択に自由や財産権に関する問題(就中規
制目的と人権制約の範囲や立法府の裁量の範囲と
の関係につき学習する。また、また損失補償の基
本問題についても学習する。
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第19回

第20回

第21回

第22回

第23回

第24回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

到達目標の到達度を図るため、本講義では絶対評価を用いて成績を評価する。具体的には、中間試験
(成績評価全体のうち20%を占める)、各講義における質問や議論への参加の状況(成績評価全体のうち
10%を占める)から構成される）、及び学期末の試験（成績評価全体のうち７０％の比重を占める）に
より評価を行う｡
各人権規定に関する基本的な判例・裁判例及び学説を精確に説明できること、および具体的な事例の
なかに含まれる憲法上の問題点を的確に把握できることが、この講義に合格するための最低基準であ
る。
原則として講義形式の授業であるが、基本的な判例等を素材として、質疑応答や議論をまじえ、双方
向的な授業の中で学生の理解を深めるようにするので、十分事前準備をすること。毎回の授業終了後
は必ず復習をすること。

・野中俊彦＝中村睦男＝髙橋和之＝高見勝利『憲法Ⅰ〔第 5 版〕』（有斐閣、2012 年）
・長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選ⅠⅡ[第 7 版]』（有斐閣、2019 年）
・大阪市大憲法判例集Ⅰ（大阪市大で教材用に作成したもの。法学部事務室にある）

講義中に適宜配布し、あるいは指定する。

期末試験

人権の適用範囲と人権の制約原理【人権の適用範
囲の問題につき、三菱樹脂事件最判昭和48・12・
12 の検討を通して、いわゆる私人間効力論を巡る
議論を学習する。また、人権の制約原理に関する
議論を概観し、内在的制約、政策的制約、パター
ナリスティックな制約の内容とその相互関係を学
習する。
人権の享有主体その 1【外国人の人権享有主体性
に係るマクリーン事件最高裁判決最判昭和53・
10・4 民集 32・7・1223 等の検討を通して、外国
人の人権の問題と国民主権論との関係、その他、
未成年者・法人の人権についての議論について学
習する。

人権の享有主体その 2【同上】

包括的基本権その 1【表現の自由と名誉・プライ
バシーに関するいくつかの判例・裁判例、及び自
己決定と輸血拒否に関する最判平成 12・ 2・29
民集 54・2・582 の検討を通して、表現の自由と
名誉・プライバシーとの調整の在り方、および自
己決定権の内容､制約原理について学習する。

包括的基本権その 2【同上】
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

裁判所①【司法権の独立、特に裁判官の「良心」
（第  76  条  3  項）ならびに裁判官の身分（特に
裁判官の政治活動に対する規制）につき学習す
る。】

裁判所②【司法権の概念、特に判例における「法
律上の争訟」の解釈、いわゆる部分社会の法理、
統治行為論につき学習する。】

国会③【国会・両院の権限（特に議院の自律権、
国政調査権）、選挙制度（特に投票価値の平等に
関する判例の展開）、政党の法的地位につき学習
する。】

内閣①【内閣の権限（法律の誠実な執行・法案提
出権等）、行政委員会、内閣総理大臣の権限（特
に指揮監督権）につき学習する。】

内閣②【議院内閣制の諸問題、特に、衆議院の解
散権の所在と限界につき学習する。】

国会②【議員の「全国民」の「代表」としての地
位（第  43  条）、議員の特権（第  49〜51条）に
つき学習する。】

講義
法律基本科目
1年 単位数 2.0単位

日本国憲法に関する諸問題の中で、いわゆる統治機構論、すなわち日本国の公的な意思決定がいかな
る組織・手続によって行われることとなっているのか、がこの授業の主題である。その際、他の科目
と同じく、最高裁判所がこれまでに示した判例が重要な素材の一つとなる。
授業は原則として講義の形式により行われるが、随時、受講者との問答を行う。講義にあたっては、
予習用レジュメにそって、基礎的概念および重要判例等を、適宜、質疑応答を通して検討する。受講
生は、事前に十分な予習を行うことが求められる。このほか、関連する項目に関する課題を課すこと
などにより、論述の能力を涵養するための指導を行う。

受講者は、この授業を通して、日本国憲法が公的な意思決定に関していかなるルールを定めているの
か（特に、憲法で定められた組織がどのように編成されているのか、いかなる権限を有しているの
か、意思決定のプロセスにおいていかなる分担関係に置かれているのか）を理解することが目標とな
る。その際、これらの問題に関して、判例や重要な判決例がいかなる解釈を示しているのか（更に、
どこまでルールが確定しており、どこからが未確定なのか）、を理解し、そのことを論述等の場面で
生かすことができるようになることが重要である。
更に、既存のルールや学説を踏まえて、将来この分野で新たな問題に遭遇した場合に、自ら考えてい
くために必要な能力を獲得することも、重要な目標となる。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
国会①【国会の地位と組織に関する問題、特に法
律事項、委任立法の限界、両院制につき学習す
る。】

①事前学習では、教科書の該当箇所、事前に配布
するレジュメおよび所定の判例（初回の授業まで
に告知する）を通読することが求められる。②事
後学習では、特に、事前学習で生じた疑問が授業
を通して解決されているかを確認すること。【以
下、第  15  回まで同じ。】

2024年度後期 曜日・時限 金曜4限

1FCB102010 科目ナンバリング FCALAW71002-J1
統治の基本構造
高田　倫子
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第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

成績評価は、絶対評価による。
内訳は、授業への取組の状況(授業中の発言、授業への参加の状況：成績評価全体の3割を占める）、
および期末試験(成績評価全体の 7 割を占める)である。
期末試験においては、授業中に説明した統治機構の基本的な知識（特に判例の示したルール）を的確
に説明し、また具体的な事例に含まれる憲法上の問題を的確に抽出できることが求められる。

授業中に履修者に発言を求めるので、予習を十分に行っておくこと。

・大石眞『憲法概論Ⅰ　総説・統治機構』（有斐閣､2021年）
・長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿［編］『憲法判例百選 I・II  第 7 版』（有斐閣、2019 年）

・参考文献はその都度指示する。

法令の公布・憲法改正【法令の公布（特にその時
点）に関する現行法上のルール、及び、憲法改正
に関する憲法・法律上の手続につき学習する。】

期末試験

戦争放棄【日本国憲法第  9  条の解釈問題、特に
自衛権・自衛隊に関する政府見解・裁判所の考え
方につき学習する。】

財政【日本国憲法第七章の解釈問題、特に、租税
等に関する国会議決主義の内容につき学習す
る。】

地方自治【日本国憲法第八章の解釈問題、特に、
「地方自治の本旨」（第  92  条） の解釈、国と
地方公共団体の権限関係、法律と条例の関係につ
き学習する。】

違憲審査制①【違憲審査制の類型（抽象的審査制
と付随的審査制）、裁判において憲法問題が提起
される主なパターン（ 特に行政訴訟・国家賠償請
求）について学習する。】

違憲審査制②【違憲審査権の対象（条約、私法上
の行為等）、憲法判断回避の原則、合憲限定解釈
につき学習する。】

違憲審査制③【違憲審査の手法として、立法事実
論、文面審査・適用審査、憲法問題の主張適格、
および違憲判決の方式（法令違憲、適用違憲、部
分違憲）につき学習する。】

裁判所③【公開原則（第  82  条）と法律上の例
外、裁判所の権限（主に法廷警察権）について学
習する。】
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

〈行政法の基本原理1〉
　法律による行政の原理（を中心とする法治主
義）、特に、法律の留保について検討する。法律
と条例との関係についても取り扱う。

〈事前学習〉法律の留保などに係る教科書該当箇
所を一読した上で、関連判例の事実の概要・争
点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

〈行政法の基本原理 2〉
　信頼保護について検討する。行政裁量について
も、予め概括的に検討する。

〈事前学習〉信頼保護などに係る教科書該当箇所
を一読した上で、関連判例の事実の概要・争点・
判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

〈行政法序論 2〉
　行政活動の主体・組織（と私人）について検討
する。

〈事前学習〉行政組織などに係る教科書該当箇所
を一読し、理解が困難な箇所をチェックしてお
く。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

講義
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

　行政法について講義形態で行われる法律基本科目として、この授業は、行政（作用）法総論におけ
る理論や制度の基本構造を理解し、個別行政過程の法的仕組みを分析するための基礎的能力を身につ
けることを目的とする。この目的を達成するために、この授業では、憲法・民事法・刑事法などの基
礎を修得した者を対象として、行政法上の基礎的な理論・制度について、特に、「法律による行政の
原理」その他の行政法の基本原理・一般原則と、それらに基づいて行われるべき行政活動の代表的な
類型である「行政行為」その他の形式の定義・意義・分類・基本的要件・主な手続などについて、近
時の判例・学説の展開を踏まえつつ説明する。

　少なくとも、どのような行政活動がどのような理由で違法又は適法と評価されるべきかについて、
行政通則的法律及び参照することが指示されている法令に基づいて説明できることを、究極的には、
どのような行政活動がどのような要件ないし手続の下で法定されるべきかについて、行政法の基本原
理・一般原則及び関係法令を踏まえて検討できることを、到達目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
〈行政法序論 1〉
　行政法の特質、意義及び大まかな分類について
検討する。

〈事前学習〉行政法の特質などに係る教科書該当
箇所を一読し、理解が困難な箇所をチェックして
おく。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文などを活用し
て、関連する知識の定着及び文章化に努める。

2024年度前期 曜日・時限 火曜3限

1FCB103010 科目ナンバリング FCALAW81003-J1
行政活動と法
重本　達哉
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

〈行政活動の形式 6：行政行為④〉
　行政手続法上の行政処分手続、手続的違法事由
と行政行為の取消しとの関係について検討する。

〈事前学習〉行政手続に係る教科書該当箇所を一
読した上で、関連判例の事実の概要・争点・判旨
を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

〈行政活動の形式 4：行政行為②〉
　行政行為の瑕疵及び行政行為の職権取消しなど
について検討する。

〈事前学習〉行政行為の（当然）無効などに係る
教科書該当箇所を一読した上で、関連判例の事実
の概要・争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

〈行政活動の形式 5：行政行為③〉
　行政裁量に基づく行政行為の司法審査について
検討する。行政計画についてもごく簡単に取り扱
う。

〈事前学習〉行政裁量の司法審査に係る教科書該
当箇所を一読した上で、関連判例の事実の概要・
争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

〈小括：行政処分（行政行為）の違法〉
　行政処分の実体的違法事由について主に検討す
る。個別法の解釈の仕方についても併せて検討す
る。

〈事前学習〉行政処分の実体的違法事由に係る教
科書該当箇所を一読した上で、関連判例の事実の
概要・争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

〈行政法の一般原則・行政活動の形式 1：行政基
準①〉
　比例原則・平等原則などについて簡潔に検討し
た上で、行政活動の形式全般について概括的に取
り扱い、法規命令の基本的要件も併せて検討す
る。

〈事前学習〉比例原則などに係る教科書該当箇所
を一読した上で、関連判例の事実の概要・争点・
判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

〈行政活動の形式 2：行政基準②〉
　法規命令の主な手続及び行政規則に係る違法事
由について検討する。

〈事前学習〉法規命令などに係る教科書該当箇所
を一読した上で、関連判例の事実の概要・争点・
判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

〈行政活動の形式 3：行政行為①〉
　行政行為の概念・分類・効力などについて検討
する。行政行為の附款についても併せて検討す
る。

〈事前学習〉行政行為の概念などに係る教科書該
当箇所を一読した上で、関連判例の事実の概要・
争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

〈行政法の基本原理 3〉
　行政裁量及び適正手続の原理について検討す
る。

〈事前学習〉行政裁量などに係る教科書該当箇所
を一読した上で、関連判例の事実の概要・争点・
判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。
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第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

〈絶対評価〉
　授業における質問又は議論への参加状況について20％、期末試験について80％の割合で評価する。
当該評価に当たっては、最低限の到達目標、すなわち、質問ないし設問に係る行政活動がどのような
理由で違法又は適法と評価されるべきかについて、行政通則的法律及び参照することが指示されてい
る法令に基づいて説明できることを単位修得のための最低基準とすると共に、究極的な到達目標、す
なわち、質問ないし設問に係る行政活動がどのような要件ないし手続の下で法定されるべきかについ
て、行政法の基本原理・一般原則及び関係法令を踏まえて検討できる能力の程度に応じて、適宜加点
することとする。
　憲法・民事法・刑事法の基礎の修得に資する科目を既に履修していることが望ましい。また、行政
法は  1つの法律を中心に学習すれば事足りる分野ではないので、学習中に自分が行政法のどこを学習
しているのか迷ってしまう者が少なくない。したがって、その都度このシラバスを振り返って、自分
の立ち位置を確認して欲しい。

中原茂樹『基本行政法〔第4版〕』（日本評論社、2024年予定）
（なお、担当教員が当該教科書や下記参考文献に即して作成した資料を事前に配付し、教科書などと
ともに授業で使用する。）

野呂充ほか編『ケースブック行政法〔第7版〕』（弘文堂、2022年）
中原茂樹『基本行政法判例演習』（日本評論社、2023年）
海道俊明ほか『精読行政法判例』（弘文堂、2023年）

〈行政活動の一般的制度 2：行政上の義務履行確
保など＆まとめ〉
　行政上の強制執行・交通反則金その他の行政制
裁・司法的執行の可否について主に検討する。

〈事前学習〉行政上の強制執行などに係る教科書
該当箇所を一読した上で、関連判例の事実の概
要・争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

期末試験

〈行政活動の形式 7：行政指導・行政契約〉
　両者と共に、行政制裁についても予めごく簡単
に取り扱う。

〈事前学習〉行政指導などに係る教科書該当箇所
を一読した上で、関連判例の事実の概要・争点・
判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。

〈行政活動の一般的制度 1：行政と情報〉
　行政調査・届出・情報公開・個人情報保護につ
いて主に検討する。

〈事前学習〉行政調査などに係る教科書該当箇所
を一読した上で、関連判例の事実の概要・争点・
判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、関係条文・司法試験予
備試験短答式試験（行政法）の過去問などを活用
して、関連する知識の定着及び文章化に努める。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

法人の人権【法人の人権に関する八幡製鉄事件最
判昭和 45・6・24 民集 24 巻 6 号 625 頁、南九州
税理士会事件最判平成 8・3・19  民集 50巻 3  号
615  頁、群馬司法書士会事件最判平成14・4・26
判時 1785 号 31 頁、国労広島事件最判昭和 50・
11・28 民集 29 巻 10 号 1698 頁等の検討を通し
て、法人の人権に関する判例理論の動向、就中法
人の人権の限界に関する議論の枠組みの在り方、
検討の際の具体的なポイント、八幡製鉄最判の見
直しの可能性等を学習する】
思想良心の自由【卒業式における国歌斉唱をめぐ
る最判平成 19・2･27 民集 61 巻 1 号 291 頁及び
平成 23 年に出された三つの最高裁判決の検討を
通して、卒業式における国歌斉唱と公務員である
教師の思想･信条の自由の関係に関する検討を通
して、思想良心の自由の保障の意義と限界につき
学習する】

外国人の人権その 2【同上】

演習
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

この演習では、基本的人権に関する主要な裁判例を中心にフォローし、そこで展開されている判例理
論の内在的な理解に努めつつ、これに対する学説からの応接と対比し、判例理論の意義と限界を事例
に即して検討する。講義にあたっては、予習用レジュメにそって、基礎的概念および重要判例等を検
討する。検討に当たっては、双方向及び多方向の質疑応答が行われる。従って、受講生は、双方向･
多方向の質疑応答に対応できるよう、事前に十分な予習を行うことが求められる。このほか、関連す
る項目に関する課題を課すことなどにより、論述の能力を涵養するための指導を行う。

法律基本科目のなかでも、この科目は 3 年課程の 2 年次、あるいは 2 年課程の 1 年次に開講される
もので、本ロー・スクールの 1 回生において「人権の基礎理論」をすでに学習している者、あるいは
法学部等においてそれに相当する内容を履修している者を対象とするものである。本講義のこのよう
な位置づけにかんがみて、本講義では、学生が、①各事例の前提となる制度及び事例に特有な事実関
係を分析できるようになること、②具体的な事例に含まれる憲法上の問題点を発見する能力を身に着
けることができること、及び③各事例に含まれる憲法上の問題点について、論述等の場面において、
憲法の人権保障という視点から違憲性を主張する立場を構成できると同時に、それへの反論を見極め
つつ、妥当な解釈論を導き出すことができるようになることが、この講義の到達目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
外国人の人権その 1【外国人の人権をめぐる判
例・学説、就中、人権の享有主体に関定住外国人
の公務就任権に関する東京都管理職試験訴訟最大
判平成 17・1・26 民集 59 巻 1 号 128 頁等の検討
を通して、外国人の人権と主権論の関係について
学習する。考察を深める】

①事前学習においては、教科書の該当箇所、レ
ジュメおよび所定の判例（いずれも初回の授業ま
でに告知する）を通読することが求められる。②
事後学習においては、特に、事前学習で生じた疑
問が授業を通して解決されているかを確認するこ
と。【以下、第 15 回まで同じ。】

2024年度後期 曜日・時限 水曜3限

1FCB104010 科目ナンバリング FCALAW81004-J2
公法総合演習A（憲法訴訟論）
渡邊　賢
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

参政権【議員定数不均衡に関する一連の判例、お
よび在外邦人選挙権剥奪違法確認等請求事件最判
平成 17・9・14 の検討を通して、議員定数不均衡
に関する諸判例間の相互関係、および議員定数不
均衡に関する判例と在外邦人選挙権剥奪違法確認
等請求事件平成 17 年最判との相互関係について
学習する】
包括的基本権【憲法 13 条をめぐる一連の判例、
および自己決定と輸血拒否に係る最判平成12・
2・29 の検討を通して、憲法 13 条をめぐる議
論、自己決定権の内容とその制約原理等につき学
習する】
人権の適用範囲【いわゆる私人間効力論に関する
一連の判例の検討を通して、人権の適用範囲に関
する諸問題全体を再確認しつつ、私人間効力論を
中心に学習する】

表現の自由その 4【報道・取材の自由をめぐる一
連の最高裁判例の検討を通して、NHK 事件最決
平成 18・10・3 日の有する意義と限界を中心に学
習する】
経済的自由【経済的自由をめぐる一連の最高裁判
例の検討を通して、職業選択の自由の規制立法の
違憲審査基準と財産権の規制立法のそれとを比較
し、両者の異同等につき学習する】
生存権【生存権をめぐる一連の判例法理の検討を
通して、生存権と違憲審査基準をめぐる諸問題の
うち、生存権保障から「制度後退禁止原則」なる
ものを導出できるかにつき、生活扶助老齢加算廃
止事件最判平成24・2・28等も素材としつつ、学
習する】

表現の自由その 1【検閲・事前抑制をめぐる判例
法理の検討を通して、裁判所の仮処分による出版
物の事前差止を認める際、名誉権を保護する場合
とプライバシー権を保護する場合とでその基準に
違いがあるか否か等につき学習する】
表現の自由その 2【船橋市西図書館蔵書廃棄事件
最判平成 17・7・14 およびパブリック・フォーラ
ムという議論の検討を通して、いわゆるパブリッ
ク・フォーラム論の内容と、平成 17 年最判が展
開する・公立図書館を「公的な場」とする議論の
意義と限界を学習する】
表現の自由その 3【いわゆる猿払事件最判昭和
49・11・6 と、平成 24・12・7  に出された二つ
の最判の検討を通して、判例法理に一定の「揺ら
ぎ」が見られる中で、公務員の政治的行為禁止規
定とその適用の合憲性をどのように考えるかにつ
いて学習する】

政教分離【津地鎮祭最判、愛媛玉ぐし料最判、砂
川空知太事件最判を含む一連の最判の検討を通し
て、政教分離原則について判例法理が従来展開し
てきた目的効果基準の内容・意義・守備範囲等に
ついて学習する】
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第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

到達目標の達成度を測るため、この授業では絶対評価を用いる。具体的には、各講義における質問や
議論への参加の状況（成績評価全体のうち１０％の比重を占める）及び学期末の試験（同じく９０％
の比重を占める）により評価を行う｡
この授業では、受講者が、事例の前提となる制度及び事例に特有な事実関係が分析できること、具体
的な事例に含まれる憲法上の問題点を適切に発見できること、各事例に含まれる憲法上の問題点につ
いて、適切な主張を構成できることが、合格の最低基準となる。
事前に各回の対象とする判例を精確に読み込んでおくこと。受講後は必ず復習すること。

・野中俊彦＝中村睦男＝高橋和之＝高見勝利『憲法Ⅰ〔第 5 版〕』（有斐閣、2011 年）
・長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選ⅠⅡ[第 7 版]』（有斐閣、2019 年）
・大阪市大憲法判例集Ⅰ（大阪市大で教材用に作成したもの。法学部事務室にあります）。

授業前または授業中に適宜指示または配布する。

人身の自由【成田新法事件最判平成  4・7・1およ
び退去強制手続に関する東京地判平成 17・1･21
の検討を通して、退去強制手続を具体的な検討素
材としつつ、成田新法事件最判で展開されている
行政手続の法理の内容・意義・限界につき学習す
る】
期末試験
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

〈取消訴訟の対象1〉
　取消訴訟の対象該当性（処分性）の基本につい
て詳細に検討する。

〈事前学習〉処分性の基本に係る教科書該当箇所
を一読した上で、関連判例の事実の概要・争点・
判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

〈取消訴訟の対象2〉
　処分性拡大の様相を如実に示す、通知及び行政
計画の処分性について検討する。

〈事前学習〉通知の処分性などに係る教科書該当
箇所を一読した上で、関連判例の事実の概要・争
点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

〈行政訴訟総論2〉
　義務付け訴訟・住民訴訟などの基礎的内容につ
いて引き続き検討する。

〈事前学習〉住民訴訟などに係る教科書該当箇所
及び関係条文を一読した上で、関連判例の事実の
概要・争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

演習
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

　行政法について演習形態で行われる法律基本科目として、この授業は、行政救済法の基本構造を把
握すると共に、可能な限り、個別行政過程の法的仕組みを解釈するために必要な能力を増すこと、行
政法全体に係る論述能力を涵養することを目的とする。これらの目的を達成するために、この授業で
は、行政（作用）法総論の基礎を修得した者を対象として、取消訴訟などの行政訴訟をはじめとする
行政救済法について、近時の判例・学説の展開を踏まえつつ、関連する事例問題を用いた授業中の質
疑応答を介して文書化する過程の注視点を指導したり、実際に提出された課題に具体的なコメントを
付すなどしながら具体的に検討することを旨とする。

　少なくとも、違法な行政活動（不作為を含む。）を前にしてどのような法的救済手段を用いるべき
かについて、行政通則的法律及び参照することが指示されている法令に基づいて説明できることを、
到達目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
〈行政訴訟総論1〉
　各種行政訴訟、特に、取消訴訟の基礎的内容に
ついてごく簡潔に検討する。

〈事前学習〉行政訴訟の分類に係る教科書該当箇
所及び関係条文を一読し、理解が困難な箇所を
チェックしておく。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

2024年度後期 曜日・時限 金曜1限

1FCB105010 科目ナンバリング FCALAW81005-J2
公法総合演習B（行政救済論）
重本　達哉
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

〈取消訴訟における訴えの客観的利益3・取消訴
訟の仮の救済（執行停止）〉
　両者と共に、事情判決についても併せて検討す
る。

〈事前学習〉事情判決などに係る教科書該当箇所
及び関係条文を一読した上で、関連判例の事実の
概要・争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

〈取消訴訟の審理及び判決・無効等確認訴訟〉
　これらと共に、取消訴訟をはじめとする抗告訴
訟と民事訴訟との関係についても併せて検討す
る。

〈事前学習〉違法主張制限などに係る教科書該当
箇所及び関係条文を一読した上で、関連判例の事
実の概要・争点・判旨を説明できるように努め
る。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

〈不作為の違法確認訴訟・義務付け訴訟〉
　両者と共に、仮の義務付けについても併せて検
討する。

〈事前学習〉義務付け訴訟などに係る教科書該当
箇所及び関係条文を一読した上で、関連判例の事
実の概要・争点・判旨を説明できるように努め
る。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

〈取消訴訟の原告適格1〉
　取消訴訟の原告適格に関する判例の趣旨を精確
に理解する。

〈事前学習〉取消訴訟の原告適格に係る教科書該
当箇所及び関係条文を一読した上で、関連判例の
事実の概要・争点・判旨を説明できるように努め
る。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

〈取消訴訟の原告適格2・取消訴訟における訴え
の客観的利益1〉
　両者に係る現在の判例が示す基本的な考え方に
ついて検討する。

〈事前学習〉取消訴訟における訴えの客観的利益
の「延長」などに係る教科書該当箇所を一読した
上で、関連判例の事実の概要・争点・判旨を説明
できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

〈取消訴訟における訴えの客観的利益2〉
　取消訴訟における訴えの客観的利益の否定例に
ついて主に検討する。

〈事前学習〉取消訴訟における訴えの客観的利益
の否定に係る教科書該当箇所を一読した上で、関
連判例の事実の概要・争点・判旨を説明できるよ
うに努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

〈取消訴訟の対象3〉
　処分性「拡大」の意義と限界（問題点）につい
て整理・検討する。

〈事前学習〉行政指導の処分性などに係る教科書
該当箇所を一読した上で、関連判例の事実の概
要・争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。
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第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

〈絶対評価〉
　授業における質問又は議論への参加状況について20％、期末試験について80％の割合で評価する。
当該評価に当たっては、最低限の到達目標、すなわち、質問ないし設問に係る行政活動（不作為を含
む。）を前にしてどのような法的救済手段を用いるべきかについて、行政通則的法律及び参照するこ
とが指示されている法令に基づいて説明できることを単位修得のための最低基準とすると共に、その
行政活動に係る個別行政過程の法的仕組みを解釈するために必要な能力の程度に応じて、適宜加点す
ることとする。
「行政活動と法」を既に履修していることが望ましい。

中原茂樹『基本行政法〔第4版〕』（日本評論社、2024年予定）
（なお、担当教員が当該教科書や下記参考文献に即して作成した資料を事前に配付し、教科書などと
ともに授業で使用する。）
野呂充ほか編『ケースブック行政法〔第7版〕』（弘文堂、2022年）
中原茂樹『基本行政法判例演習』（日本評論社、2023年）
海道俊明ほか『精読行政法判例』（弘文堂、2023年）

〈損失補償その他の国家補償＆行政不服審査〉
　損失補償について主に検討し、行政不服審査に
関連して訴訟類型の選択について併せて考察する
ことで、この授業のまとめに代える。

〈事前学習〉損失補償などに係る教科書該当箇所
及び関係条文を一読した上で、関連判例の事実の
概要・争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

期末試験

〈差止訴訟・当事者訴訟1〉
　差止訴訟と取消訴訟（＋執行停止）との関係、
仮の差止めに係る基本及び当事者訴訟と抗告訴訟
との関係について主に検討する。

〈事前学習〉差止訴訟などに係る教科書該当箇所
及び関係条文を一読した上で、関連判例の事実の
概要・争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

〈当事者訴訟2・公権力の行使と国家賠償1〉
　「確認の利益」及び国家賠償法 1 条 1 項につい
て主に検討する。

〈事前学習〉国家賠償法 1 条 1 項などに係る教科
書該当箇所を一読した上で、関連判例の事実の概
要・争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。

〈公権力の行使と国家賠償2・公の営造物の設置
又は管理と国家賠償〉
　国家賠償法 2 条 1 項について主に検討する。

〈事前学習〉国家賠償法 2 条 1 項などに係る教科
書該当箇所を一読した上で、関連判例の事実の概
要・争点・判旨を説明できるように努める。
〈事後学習〉理解がなお不十分である点を中心に
教科書を再読すると共に、司法試験の過去問など
を活用して、関連する知識の定着及び文章化に努
める。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回 部分社会論その 2【同上】

法律上の争訟その 1【法律を制定する議事手続を
めぐる裁判例や、宝塚市パチンコ条例事件最判の
考察を通して、裁判所法 3  条の「法律上の争訟」
の要件とその具体的適用に関する理解を深め、付
随的違憲審査権の発動要件の検討を深化させる。
その際、法律を制定する議事手続のように議院の
自律権に属する行為が憲法上裁判所の判断対象と
なるか否か、また、宝塚市パチンコ条例事件最判
が妥当といえるか否かについて検討を行う】
法律上の争訟その 2【同上】

部分社会論その 1【地方議会内部問題、大学内部
問題、政党内部問題、宗教団体内部問題に関する
諸判例の検討を通して、部分社会論と司法権の限
界について、各具体例との関係で、検討を行う】

付随的違憲審査制その 2【同上】

講義
3年 単位数 2.0単位

この講義では、憲法訴訟に関する主要な裁判例をフォローしつつ、憲法訴訟に関する基本的理論を理
解することを目的とする。憲法訴訟論は、手続的な側面と実体的な側面に分けることができるが、い
ずれの点でも憲法と行政法を関連させて理解することが重要となる。そこで、受講者には、憲法訴訟
に関する概説書だけでなく、場合によっては行政法（特に行政訴訟）の概説書も読んで予習すること
が求められる。講義は､教員が質問し、それに受講者が答える形式で進められる。講義にあたって
は、予習用レジュメにそって、基礎的概念および重要判例等を、適宜、質疑応答を通して検討する。
受講生は、事前に十分な予習を行うことが求められる。このほか、関連する項目に関する課題を課す
ことなどにより、論述の能力を涵養するための指導を行う。
この講義は、法律基本科目の自由選択科目として、3 年課程の 3 年次、あるいは 2 年課程の 2 年次に
配当されるものであり、すでに「人権の基礎理論」「統治の基本構造」(3 年課程の 1 年次配当)、
「公法総合演習 A（公法総合演習Ⅰ）」（3 年課程の 2 年次、2 年課程の 1 年次配当)を履修している
者を対象とする。この講義のこのような位置づけから、この講義ではいわゆる憲法訴訟といわれる領
域につき、学生が、特に「司法による基本的人権の実効的保護」という観点を中心に置き、判例法理
を素材としつつ具体的な事例に則して議論することを通して、論述能力の涵養を図ることができると
ともに、基本的人権の実効的保護のための創造的な法的枠組みを展開できるようになることが、この
講義の到達目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
付随的違憲審査制その 1【警察予備隊事件判決お
よび客観訴訟における違憲審査に係る判の検討を
通して、日本国憲法 81 条が規定する違憲審査の
基本類型としての付随的違憲審査制度の根拠、具
体的内容、可能な範囲について理解を深める。ま
た、勧告的意見制度をめぐる学説の検討を行い、
付随的違憲審査制度の可能な範囲についても検討
する】

①事前学習においては、教科書の該当箇所、レ
ジュメおよび所定の判例（いずれも初回の授業ま
でに告知する）を通読することが求められる。②
事後学習においては、特に、事前学習で生じた疑
問が授業を通して解決されているかを確認するこ
と。【以下、第 15 回まで同じ。】

2024年度後期 曜日・時限 金曜3限

1FCB106010 科目ナンバリング FCALAW81006-J1
憲法訴訟理論の展開
渡邊　賢
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第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

到達目標の達成度を評価するため、本講義では絶対評価を用いる。具体的には、各講義における質問
や議論への参加の状況（成績評価全体のうち１５％の比重を占める）及び学期末の試験（同じく８
５％の比重を占める）により評価を行う｡「司法による基本的人権の実効的保護」という観点を中心
に置き、判例法理を素材としつつ具体的な事例に則して議論することを通して、基本的人権の実効的
保護のための法的枠組みを展開できることが、合格のための最低基準となる。

訴訟非訟区分論【訴訟非訟区分論に関する判例の
動向の検討を通じて、訴訟非訟区分論、審尋請求
権をめぐる議論、手続保障をめぐる議論について
学習する】

期末試験

憲法判断の方法【文面審査、適用審査等の違憲審
査の方法、法令違憲、適用違憲等の違憲判決の方
法等に関する判例・学説の検討を通じて、文面審
査、適用審査等の違憲審査の方法、法令違憲、適
用違憲等の違憲判決の方法等に関する考察を深め
る】
憲法判断の効力【憲法判断の効力に関する判例と
学説の検討を通じて、憲法判断の効力、先例拘束
性、違憲判断の遡及効等について学習する】
実効的権利救済【実効的権利救済に関する判例・
学説・制度の状況の検討を通じて、実効的権利救
済に関する考察を深め、就中、仮の権利救済に関
する学習を深化させる】

立法行為と憲法訴訟その 2【同上】

統治行為論と憲法判断の回避【統治行為に関する
苫米地事件判決、砂川事件判決、および憲法判断
回避の準則に関する恵庭事件札幌地裁判決等の検
討を通して、統治行為論の内容・意義・我が国の
判例における位置づけ、憲法判断回避の準則につ
いて学習する】
違憲審査基準論【二重の基準論に関する学説上の
議論と、判例におけるこの理論の位置づけにつ
き、本講義に先立つ授業で取り扱った判例・学説
を検討し、これら検討を通じて、違憲審査におけ
る立法裁量と行政裁量の取扱い方について考察を
深める】

憲法上の争点を提起する適格【行政事件訴訟法上
の訴訟要件をめぐる問題のうち、特に、抗告訴訟
の対象となる国家行為の具体性や原告適格に関す
る議論を復習のうえ、憲法上の争点を提起できる
適格に関する諸判例を検討し、行政事件訴訟の訴
訟要件をめぐる議論について、憲法上の司法権論
や裁判を受ける権利論の観点からこれをいかに評
価すべきか、また、憲法上の争点を提起すること
のできる当事者適格の問題につき、学習する】
立法行為と憲法訴訟その 1【在宅投票制度廃止事
件判決、ハンセン病患者の強制隔離政策に関する
熊本地裁判決、在外邦人選挙権訴訟判決等の検討
を通して、立法行為により人権を侵害された場
合、国家賠償請求訴訟や立法不作為の違憲確認訴
訟等によって、どのような救済が可能かについて
学習する】
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履修上の注意

教科書

参考文献

事前に各回の対象とする判例を精確に読み込んでおくこと。受講後は必ず復習すること。

・戸松秀典『憲法訴訟(第 2 版)』（有斐閣、2008 年）
・長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選ⅠⅡ[第 7 版]』（有斐閣、2019 年）
・大阪市大憲法判例集Ⅰ&Ⅱ（大阪市大で教材用に作成したもの）
・野中俊彦＝中村睦男＝高橋和之＝高見勝利『憲法Ⅰ、Ⅱ〔第 5 版〕』（有斐閣、2011 年）

適宜事前または授業中に指示する。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

憲法をめぐる新たな判例・裁判例の動向の分析そ
の 2
中間試験

憲法をめぐる新たな理論動向の分析その 3

憲法をめぐる新たな理論動向の分析その 4

憲法をめぐる新たな判例・裁判例の動向の分析そ
の 1

第５回・第６回の事前の学習内容：毎回授業開始
前に、憲法をめぐる新たな判例・裁判例の動向に
関する講義レジュメを配布するので、関連する従
前の判例および学説の動向を参照して学修したう
えで、授業に臨むこと。
第５回・第６回の事後の学習内容：講義対象とさ
れたテーマで取り上げられた判例・裁判例の動向
について、従前の判例・学説と比較したうえで、
その意義と内容を分析すること。

憲法をめぐる新たな理論動向の分析その 2

講義
3年 単位数 2.0単位

この授業は講義形態で行われる。この授業は、憲法を主要な研究領域とする教員と、行政法を主要な
研究領域とする教員が担当するというオムニバス形式で行われる。この授業では、憲法および行政法
をめぐる諸課題のうち理論的にみて重要と考えられる展開が認められるものを取り上げ、検討を行
う。具体的には、授業が行われる年度に近接した時点で登場した判例・裁判例のうち理論的に深く検
討を行うことが要なもの、および、授業が行われる年度に近接した時点で展開が見られた新たな理論
的な動向の中から特に留意を要すると思われるテーマを、憲法および行政法のそれぞれについて取り
上げ、分析を行う。
なお、講義にあたっては、予習用レジュメにそって、基礎的概念および重要判例等を、適宜、質疑応
答を通して検討する。受講生は、事前に十分な予習を行うことが求められる。このほか、関連する項
目に関する課題を課すことなどにより、論述の能力を涵養するための指導を行う。
学生が、授業開講に近接した時点に登場した新たな判例・裁判例および重要な理論動向に関する分析
を通して、憲法および行政法をめぐる重要な理論展開に関する理解を深め、新たな判例理論と学説の
動向の内容およびその特徴を説明できるようになり、合わせて論述能力の涵養を図ることができるこ
とが、この講義の到達目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
憲法をめぐる新たな理論動向の分析その 1 第 1 回から第 4 回の事前の学習内容：毎回授業開

始前に憲法に関する新たな理論動向の分析に関す
る講義レジュメを配布するので、関連する従前の
判例および学説の動向を参照して学修したうえ
で、授業に臨むこと。
第 1 回から第 4 回の事後の学習内容：講義対象と
されたテーマで取り上げられた憲法に関する理論
的な動向について、従前の判例・学説と比較した
うえで、その意義と内容を分析すること。

2024年度前期 曜日・時限 水曜3限

1FCB107010 科目ナンバリング FCALAW81007-J1
公法理論の展開
渡邊　賢、松戸　浩
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第8回

第9回
第10回
第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

到達目標の達成度を測るため、本講義では絶対評価を用いる。具体的には、各授業における質問や議
論への参加の状況を１０％とする。また、試験については、前半担当者による中間試験（第７回の講
義において行うことを予定しており、成績評価全体の45%を占める）＋後半担当者による期末試験
（第  16  回の講義において行うことを予定しており、成績評価全体の45%を占める)、計９０％とす
る。講義で検討した新たな判例理論と学説の動向の内容およびその特徴を精確に説明できることが、
この講義に合格するための最低基準である。

授業では各回で取り上げる学説・判例等については十分に予習されていることを前提として､可能な
限り双方向で、授業を進行させつつ検討を深めていく｡

授業においてその都度指示する。

授業においてその都度指示する。

行政法をめぐる新たな判例・裁判例の動向の分析
その 4
期末試験

行政法をめぐる新たな判例・裁判例の動向の分析
その 1

第 12 回から第 15 回の事前の学習内容：毎回授業
開始前に、行政法をめぐる新たな判例・裁判例の
動向に関する講義レジュメを配布するので、関連
する従前の判例および学説の動向を参照して学修
したうえで、授業に臨むこと。第 12 回から第 15
回の事後の学習内容：講義対象とされたテーマで
取り上げられた判例・裁判例の動向について、従
前の判例・学説と比較したうえで、その意義と内
容を分析すること。

行政法をめぐる新たな判例・裁判例の動向の分析
その 2

行政法をめぐる新たな判例・裁判例の動向の分析
その 3

行政法をめぐる新たな理論動向の分析その 2

行政法をめぐる新たな理論動向の分析その 3

行政法をめぐる新たな理論動向の分析その 4

行政法をめぐる新たな理論動向の分析その 1 第 8 回から第 11 回の事前の学習内容：毎回授業
開始前に行政法に関する新たな理論動向の分析に
関する講義レジュメを配布するので、関連する従
前の判例および学説の動向を参照して学修したう
えで、授業に臨むこと。
第 1 回から第 4 回の事後の学習内容：講義対象と
されたテーマで取り上げられた行政法に関する理
論的な動向について、従前の判例・学説と比較し
たうえで、その意義と内容を分析すること。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

法律行為の効力否定原因
法律行為の効力否定原因、公序良俗違反の意義と
内容、無効及び取消しの概念について学ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

心裡留保、虚偽表示、錯誤
心裡留保の意義と内容、虚偽表示の意義と内容、
錯誤の意義と内容について学ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

民法の体系、構造、基本原則
民法全体を概観して、また他の法分野と対比し
て、民法の内容や特徴について学ぶ。

事前学習：教科書①を読み、レジュメに示された
設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた項目を、教科書を利用
しながら、確認する。

民法と裁判
裁判手続のなかで、民法の条文がどのように
作用するかについて学ぶ。

事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱われた項目を、参考文献を用
いて確認する。

法律行為と意思表示
法律行為と意思表示の構造と効力発生時期、法律
行為の解釈、信義則・権利濫用の法理について学
ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

条文の解釈と適用
条文の解釈および適用の方法について学ぶ。

事前学習：教科書①を読み、レジュメに示された
設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた項目を、教科書を利用
しながら、確認する。

講義
法律基本科目
1年 単位数 4.0単位

本講義は、民法総則、物権法（用益物権及び担保物権は除く）を対象とする。講義の各回において、
あらかじめ配布されたレジュメに即して、各法制度又は法概念の概要を説明する。また、レジュメに
示された設問について参加者の考え方を尋ね、参加者に答えてもらう。

本講義の到達目標は、①民法総則および物権法（用益物権及び担保物権は除く）の分野にある各法制
度又は法概念について、その意義（定義と趣旨）、要件および効果を正確に理解して説明できるこ
と、②典型的な事例と結びつけて①を説明できること、③代表的な判例および学説を上記の①または
②との関係で説明できること、である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
導入プログラム
条文の構造と読み方、判決の調べ方と読み方につ
いて学ぶ。

事前学習：教科書①を読み、レジュメに示された
設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた項目のみならず、関連
する項目も含めて、教科書を利用しながら、確認
する。

2024年度前期 曜日・時限 火曜4限、金曜2限

1FCB201010 科目ナンバリング FCALAW71008-J1
民法A（総則・物権総論）
杉本　好央
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第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回

物権総論、物権的請求権、占有訴権
物権の種類と性質、物権的請求権及び占有訴権の
形態について学ぶ。

事前学習：教科書③の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

法人
法人の意義、種類、代表、法人の取引と構成員の
責任、権利能力なき社団について学ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

時効概論および消滅時効
時効の存在意義、時効の完成猶予と更新、時効の
援用について、消滅時効を中心として学ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

知識の確認
課題に取り組むことで、これまでの授業の内容を
理解しているか、又、それを適切に表現できるか
を確かめる。

事前学習：これまでの授業内容をまとめる。事後
学習：自分のまとめと照らし合わせながら、授業
内容を確認する。

代理法の諸問題
白紙委任状と表見代理の関係、無権代理行為
後後に相続が生じた場合の法関係について学ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

条件、期限、期間
法律行為の効力の発生又は消滅にかかわる法形式
である条件、期限、期間の意義と内容について学
ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

権利能力、不在者の財産管理、失踪宣告
権利能力の意義と内容、不在者の財産管理、失踪
宣告について学ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

意思能力と行為能力
意思能力の意義、行為能力の意義と制限行為能力
者の保護、無効な行為を理由とする原状回復に関
する規律について学ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

代理の構造
代理の基本構造、代理権の発生・範囲・制限・消
滅、代理行為における顕名および瑕疵、代理人の
行為能力について学ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

無権代理と表見代理
代理権なくして代理行為が行われた場合における
相手方と本人の法関係、相手方と代理人の法関
係、本人と代理人の法関係について学
ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

詐欺、強迫、消費者契約法上の効力否定原因詐欺
および強迫の意義と内容、法律行為に関
連する消費者契約法の規定について学ぶ。

事前学習：教科書②の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。
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第19回

第20回

第21回

第22回

第23回

第24回

第25回

第26回

第27回

第28回

取得時効
取得時効の要件と効果について学ぶ。

事前学習：教科書②および③の関係部分を読み、
レジュメに示された設問に対する解答を用意す
る。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

取得時効と登記
取得時効による物権変動と登記の関係について学
ぶ。

事前学習：教科書③の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

物権変動と登記（２）
解除による物権変動と登記の関係、法定相続、遺
産分割又は遺贈による物権変動と登記の関係につ
いて学ぶ。

事前学習：教科書③の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

知識の確認
課題に取り組むことで、これまでの授業の内容を
理解しているか、又、それを適切に表現できるか
を確かめる。

事前学習：これまでの授業内容をまとめる。事後
学習：授業後に指示する。

占有の意義と機能
占有の構造と種類、占有が果たす機能、本権との
関係について学ぶ。

事前学習：教科書③の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

意思表示による物権変動（１）
物権変動の枠組み、意思表示による物権変
動、不動産物権変動の公示と対抗について学ぶ。

事前学習：教科書③の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

意思表示による物権変動（２）
民法  177  条の第三者、不動産登記の要件と効力
について学ぶ。

事前学習：教科書③の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

物権変動と登記（１）
無効および取消しによる物権変動と登記の関係、
登記に公信力類似の機能を認める 94 条
2 項の類推適用について学ぶ。

事前学習：教科書②および③の関係部分を読み、
レジュメに示された設問に対する解答を用意す
る。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

所有権の性質、取得と喪失
所有権の内容（相隣関係）、取得および喪失の方
法に関する規律について学ぶ。

事前学習：教科書③の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

共有
共有の意義、共有の内部および外部関係、共有物
の分割に関する規律について学ぶ。

事前学習：教科書③および参考文献の関係部分を
読み、レジュメに示された設問に対する解答を用
意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。
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第29回

第30回

第31回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

(1)  到達目標の達成度について評価を行う。
(2)  評価方法
相対評価（期末試験  80％、小テスト又はレポート 20％）
(3)  単位修得のための最低基準
民法総則および物権法（用益物権及び担保物権は除く）の分野にある各法制度又は法概念の意義（定
義と趣旨）、要件および効果を、典型的な事例又は代表的な判例及び学説と結び付けて説明できる。

積極的な参加を求める。

①道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に』（弘文堂、第 2 版、2017 年）
②佐久間毅『民法の基礎１  総則』（有斐閣、第 5 版、2020 年）
③佐久間毅『民法の基礎２  物権』（有斐閣、第 3 版、2023 年）
※②及び③については、小さな字で書かれた部分はさしあたり読まなくてもよい。
・山本敬三『民法講義Ⅰ  総則』（有斐閣、第 3 版、2011 年）
・七戸克彦『基本講義  物権法Ⅰ』（新世社、2013 年）
・潮見佳男／道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ〔第 9 版〕』（有斐閣、2023 年）

動産物権変動と即時取得（１）
動産物権変動における公示と対抗、即時取得の要
件および効果について学ぶ。

事前学習：教科書③の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

動産物権変動と即時取得（２）
動産物権変動の対抗と即時取得の関係、盗品又は
遺失物に関する例外、立木等の物権変動の公示に
ついて学ぶ。

事前学習：教科書③の関係部分を読み、レジュメ
に示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

期末試験
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

債務不履行に基づく損害賠償（３）
債務不履行責任の限界、損害賠償に関連する法制
度（損害賠償の予定、損害賠償による代位、代償
請求権）、第三者による債権侵害について学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

弁済、弁済の提供、受領遅滞
弁済の方法、弁済の提供、受領遅滞の要件と効果
について学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

履行の強制と強制執行手続の概略
履行の強制の意義と方法、民事執行手続の概略に
ついて学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

債務不履行に基づく損害賠償（１）
債務不履行の概念、履行遅滞・履行不能・不完全
履行の規律、帰責事由の意味について学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

債務不履行に基づく損害賠償（２）
損害概念、賠償範囲の画定と賠償額の算定と調整
について学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

特定物債権と種類債権
債権の目的の意味、特定物債権における善管注意
保存義務、種類債権の特定、限定種類債権につい
て学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

講義
法律基本科目
1年 単位数 2.0単位

本講義は、債権総論（金銭債権・利息債権・保証債務は除く）を対象とする。講義の各回において、
あらかじめ配布されたレジュメに即して、各法制度又は法概念の概要を説明する。また、レジュメに
示された設問について参加者の考え方を尋ね、参加者に答えてもらう。

本講義の到達目標は、①債権総論の分野にある各法制度又は法概念について、その意義（定義と趣
旨）、要件および効果を正確に理解して説明できること、②典型的な事例と結びつけて①を説明でき
ること、③代表的な判例および学説を上記の①または②との関係で説明できること、である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
債権の意義と性質
債権の構造、債権の効力、債務と責任について学
ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

2024年度前期 曜日・時限 木曜4限

1FCB202010 科目ナンバリング FCALAW71009-J1
民法B（債権総論）
杉本　好央
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第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

(1)  到達目標の達成度について評価を行う。
(2)  評価方法
相対評価（期末試験  80％、小テスト又はレポート 20％）
(3)  単位修得のための最低基準
債権総論の分野にある各法制度又は法概念の意義（定義と趣旨）、要件および効果を、典型的な事例
又は代表的な判例及び学説と結び付けて説明できる。

積極的な参加を求める。

・中田裕康『債権総論』（岩波書店、第4版、2020年）

詐害行為取消権
詐害行為取消権の制度構造、要件、行使方法およ
び効果について学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

期末試験

債権譲渡（２）
債権譲渡の制限を対抗する方法、有価証券の譲渡
の特徴、債務引受の方法について学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

知識の確認
課題に取り組むことで、これまでの授業の内容を
理解しているか、又、それを適切に表現できるか
を確かめる。

事前学習：これまでの授業内容をまとめる。事後
学習：自分のまとめと照らし合わせながら、授業
内容を確認する。

債権者代位権
債権者代位権の要件、行使方法および効果とその
転用について学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

債権の消滅方法
弁済以外の債権の消滅方法である、供託、代物弁
済、相殺、更改、免除、混同について学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

多数当事者の債権債務
分割債権・債務、連帯債権・債権、不可分債権・
債務の規律について学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

債権譲渡（１）
債権譲渡の基本枠組み、債権譲渡を債務者に対抗
する方法、第三者に対抗する方法について学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。

弁済の当事者と弁済者代位
債務者に代わって弁済できる者、債権者のように
弁済を受領できる者、弁済者の求償を確保する弁
済者代位制度について学ぶ。

事前学習：教科書の関係部分を読み、レジュメに
示された設問に対する解答を用意する。
事後学習：授業で扱われた内容のみならず、関連
する項目も含めて、教科書および判例集を用い
て、自らの手で整理する。
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参考文献
・栗田昌裕／坂口甲／下村信江／吉永一行『民法４債権総論』（有斐閣、2018年）
・潮見佳男『プラクティス債権総論』（信山社、第 5 版補訂、2020 年）
・窪田充見／森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ〔第 9 版〕』（有斐閣、2023 年）
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

契約各論⑥用益物権（地上権、永小作権、地役
権、入会権）、賃貸借契約(1)成立・存続期間

同上

契約各論⑦賃貸借契約(2)賃貸人の地位、賃借人の
地位、契約の終了

同上

契約各論③売買契約(3) 売主の契約不適合責任
（続き）

同上

契約各論④売買契約(4) 売主の契約不適合責任
（続き）、贈与契約

同上

契約各論⑤消費貸借契約、金銭債権・利息債権、
使用貸借契約

同上

契約総則③契約の解除（要件の続き、効果）、危
険負担

同上

契約各論①売買契約(1) 売買契約の意義、予約、
手付、当事者の権利・義務

同上

契約各論②売買契約(2) 売主の契約不適合責任 同上

契約総則②同時履行の抗弁権、契約の解除（概
論・要件）

同上

講義
法律基本科目
1年 単位数 2.0単位

この授業は講義形態で行われる。
この講義では、次の諸点を確かめながら、契約法の基礎知識を、実際に活用できる形で獲得すること
を目標とする。それら諸点とは、①条文の要件・効果（制度の内容）、②制度の目的・趣旨（何のた
めに設けられた制度か）、③典型的な事例（本来どのような場面で、どのように使われるものか）、
④その制度に関する代表的な判例、および学説の対立があるときにはその対立の意味するもの、であ
る。
この目標を達成するため、本講義では、契約法の領域につき、条文に示される制度の内容と、判例に
よるその運用の現状を確かめる。

１    基本的な法概念の定義を説明することができる。
２    基本的な法制度の趣旨を説明することができる。
３    基本的な法制度の要件および効果を説明することができる。
４    基本的な法制度の典型例を説明することができる。
５    具体的な事案について、証明責任を考慮しつつ、要件が充たされているかどうか、どのような効
果が発生するかを説明することができる。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
契約総則①契約の成立、契約の交渉と交渉当事者
の責任、事情変更の原則

事前学習    受講者は、教科書をよく読み、予習課
題の問いに自分の言葉で答えられるように準備を
しておかなければならない。
事後学習    受講者は、六法・教科書・レジュメを
用いながら、授業の到達目標が達成できるよう
に、情報を整理したうえで、疑問があれば調査
し、それでもわからなければ教員に質問するなど
して、疑問を解消しなければならない。

2024年度後期 曜日・時限 木曜2限

1FCB203010 科目ナンバリング FCALAW71010-J1
民法C（契約法）
坂口　甲
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第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

(1)到達目標の達成度について評価を行う。
(2)評価方法とその割合
ア　絶対評価
イ　期末試験（９０％）
ウ　予習課題への取組み状況　（１０％）
(3)合格（単位修得）のための最低基準
具体的な事案について、事案を分析し、根拠条文をあげ、要件を示したうえで、要件の充足を判断
し、どのような効果が発生するかを、おおむね説明することができる。

事前学習と事後学習を怠らないこと。

・潮見佳男『基本講義    債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得（第４版）』（新世社・２０２２
年）

中田裕康『契約法（新版）』（有斐閣・２０２１年）
曽野裕夫ほか『リーガルクエスト民法Ⅳ契約』（有斐閣・２０２１年）
山本敬三監修、大澤彩ほか『ストゥディア民法５』（有斐閣・２０２２年）
窪田充見・森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ債権（第９版）』（有斐閣・２０２３年）
池田真朗ほか編『判例講義民法II債権（新訂第３版）』（勁草書房・２０２３年）

契約各論⑫委任契約、寄託契約、組合契約、和解
契約

同上

期末試験

契約各論⑨賃貸借契約(4)賃貸借契約と第三者（続
き）、権利金・敷金・保証金

同上

契約各論⑩請負契約(1)当事者の権利・義務、契約
不適合責任、目的物の所有権の帰属

同上

契約各論⑪請負契約(2)請負の危険負担・請負契約
の終了

同上

契約各論⑧賃貸借契約(3)契約の終了（続き）、賃
貸借契約と第三者

同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

三者間の不当利得 同上

期末試験 全般につき復習を行う。

事務管理・不当利得制度の概要 受講者は事前に、テキストおよび参考判例等で予
習すべき範囲を学習し、予習用の質問の解答を準
備する。事後には、各回の授業の資料を用い、授
業内容をふまえて復習を行う。

不当利得（703 条・704 条の解釈） 同上

一般不当利得の効果・特殊の不当利得 同上

共同不法行為 同上

各種の被侵害利益類型の不法行為 事前に、不法行為全般を復習し概観しておく。
授業内容を踏まえ、さらに復習を行う。

不法行為法の総括 同上

抗弁事由 同上

他人の行為による責任 同上

物の関与による責任・失火の責任 同上

不法行為の要件（因果関係） 同上

不法行為の要件（損害）・不法行為の効果 同上

損害賠償の範囲と額の算定 同上

不法行為の要件（故意・過失） 同上

講義
法律基本科目
1年 単位数 2.0単位

この授業では、民法（財産法）のうち、法定債権関係（事務管理・不当利得・不法行為）の基礎を学
ぶ。
１年次の開講であることから、法律要件─効果の関係や、訴訟における当事者の主張等の基本的なと
らえ方も含めて理解ができるように配慮する。この分野は、条文の数は少ないが、具体的に適用され
る場面は極めて多様であり、とりわけ不当利得と不法行為においては、簡潔な条文についても膨大な
議論が存在し、条文の解釈・適用を支えている。そのため、学説・判例が形成してきた概念・理論を
正確に理解するとともに、条文の具体的な適用においてその応用を可能とすることに留意しながら進
める。
受講者が、法定債権関係について、①概念や制度の意義（定義）と要件・効果、②制度の目的（立法
趣旨）を正確に理解し、③それを典型的な例を出して説明できるようになるとともに、④具体的な事
案に即して要件の充足および効果等を説明できるようになることを、この講義の目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
不法行為総説・不法行為の要件（権利侵害） 事前に各回の予習範囲および予習用の質問を提示

し、受講者は、テキストおよび参考判例等で該当
範囲を学習し、質問の解答を準備する。事後に
は、各回の授業の資料を用い、授業内容をふまえ
て復習を行う。応用力をつけるため、事例問題の
解答の作成を課題とすることがある。

2024年度前期 曜日・時限 木曜2限

1FCB204010 科目ナンバリング FCALAW71011-J1
民法D（法定債権）
森山　浩江
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
到達目標の達成度につき、期末試験の成績および毎回の授業への取組みの状況（積極性等）によっ
て、評価を行う（評価の割合は期末試験 90%、取組状況 10%）。法定債権関係の重要な問題につい
て、概念や制度の意義をふまえて正確に要件・効果を理解し、具体的な事案に即して要件の充足およ
び効果等を説明できるようになることを、単位取得の最低基準とする。

特になし

①潮見佳男『基本講義債権各論II不法行為法（第4版）』（新世社・2021年）
②潮見佳男『基本講義債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得（第4版）』（新世社・2022年）

『民法判例百選II債権（第9版）』（有斐閣・2023年）
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

質権 同上

留置権、先取特権 同上

抵当権６：実行・優先弁済権実現（その１）担保
不動産競売・担保不動産収益執行・物上代位

同上

抵当権７：実行・優先弁済権実現（その２）法定
地上権・一括競売権、抵当権の消滅

同上

抵当権８：共同抵当権、根抵当権、特別法の抵当
権（動産抵当、企業抵当）、仮登記担保

同上

抵当権３：抵当権の効力のおよぶ範囲 同上

抵当権４：実行前の効力（その１）抵当権設定者
側  ──  抵当不動産の使用・収益・処分（第三取
得者の地位  〔代価弁済・抵当権消滅請求もここ
で扱う〕、賃借人の地位〔同意対抗力付与、明渡
猶予期間もここで扱う〕）

同上

抵当権５：実行前の効力（その２）抵当権者側─
─  抵当権侵害、抵当権の処分（転抵当もここで
扱う）

同上

抵当権２：抵当権の設定、抵当権の登記 同上

講義
法律基本科目
1年 単位数 2.0単位

この授業は講義形態で行われる。この講義では、物的担保という項目を立てて、民法に規定のある担
保（典型担保）と民法に規定のない担保（非典型担保）の説明をする。つぎに、人的担保という項目
を立てて、保証一般および特殊な保証の説明をする。この講義の目標は、①条文の要件・効果（制度
の内容）、②制度の目的・趣旨（何のために設けられた制度か）、③典型的な事例（本来どのような
場面で、どのように使われるものか）、④その制度に関する代表的な判例、および学説の対立がある
ときにはその対立の意味するものを確かめながら、担保法の基礎知識を実際に活用できる形で獲得す
ることにある。
【授業概要】所掲の各規定・制度の趣旨理解をふまえて、基本的な要件・効果を体得して、この規
定・制度はこれこれのものである、と具体的にわかりやすく説明できるようにする。そして、判例、
学説を読み込んで解釈論を展開していくための基礎力をつけるようにする。以上を通じて、民法担保
法の基本的な考え方を修得して、これを礎石の１つとして民法の基礎から応用へと架橋できるように
する。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
初回開講、物的担保序論（担保物権の意義）、抵
当権１：抵当権序論（抵当権の意義）

事前学習：レジュメおよび教科書の指定部分を読
んだうえで、基本的な用語や制度を理解するよう
努めること。まずは自分で考えてみること。
事後学習：事前学習および授業で得られた知見を
整理・再構成しながら、自らの学修との接続をは
かること。授業中に講義内容に関して気づいたこ
と、わからなかったことなどがあれば、自ら参考
書等にあたって疑問を解消するようはかったうえ
で、それでもわからなければ教員に質問をするこ
と。

2024年度後期 曜日・時限 金曜2限

1FCB205010 科目ナンバリング FCALAW71012-J1
民法E（担保法）
藤井　徳展
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第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

(1)到達目標の達成度について評価を行う。
(2)評価方法とその割合
ア　絶対評価
イ　期末試験（論述形式の筆記試験〔事例問題を含む〕）（８０％）
ウ　授業中の、担当教員による質問に対する応答、また、担当教員による課題に関する議論への取組
み状況（２０％）
(3)合格（単位修得）のための最低基準
この規定・制度はこれこれのものである、と、条文をあげて、基本的な要件・効果を示して説明する
ことができること、事例問題において、必要となる具体的な事実を示したうえで、条文の要件をあて
はめて、効果を導く（適切な結論に至る）ことができること。
【到達目標】ほかで述べたように、この規定・制度はこれこれのものである、と具体的 にわかりやす
く説明することができるよう、常に意識して臨んでほしい。

小山泰史ほか『新ハイブリッド民法　2　 物権・担保物権法』（法律文化社・第2版・2023年〔令和5
年〕）
中田裕康『債権総論』（岩波書店・第4版・2020年〔令和2年〕）・・・民法B（債権総論）と共通

『民法判例百選    Ⅰ    総則・物権／Ⅱ    債権』（有斐閣・第9版・2023年〔令和5年〕）

その他、
石田剛ほか著『民法　Ⅱ　物権（有斐閣LegalQuestシリーズ）』（有斐閣・第4版・2022年〔令和4
年〕）
手嶋豊ほか著『民法　Ⅲ　債権総論（有斐閣LegalQuestシリーズ）』（有斐閣・2022年〔令和4
年〕）

以上の【教科書】、【参考文献】については、最初の授業時に説明する。

事前学習：レジュメおよび教科書の指定部分を読んだうえで、基本的な用語や制度を理解するよう努
めること。まずは自分で考えてみること。
事後学習：事前学習および授業で得られた知見を整理・再構成しながら、自らの学修との接続をはか
ること。授業中に講義内容に関して気づいたこと、わからなかったことなどがあれば、自ら参考書等
にあたって疑問を解消するようはかったうえで、それでもわからなければ教員に質問をすること。

保証３：特殊な保証（連帯保証、共同保証、根保
証、その他の保証・人的担保〔身元保証、機関保
証〕)

同上

期末試験

非典型担保２：動産譲渡担保、債権譲渡担保、所
有権留保

同上

人的担保序論（多数当事者の債権・債務と人的担
保）、保証１：保証序論（保証の意義）

同上

保証２：保証の成立、保証の内容・効力（対内的
効力、対外的効力）、保証の消滅

同上

非典型担保１：譲渡担保序論（譲渡担保の意
義）、不動産譲渡担保

同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

遺留分 同上

期末試験 全般につき復習を行う。

遺産分割の対象と手続 同上

遺産分割の効果 同上

遺言 同上

相続財産とその管理 同上

相続分 同上

遺産共有 同上

人工生殖における親子関係・養親子関係 同上

親権・後見・扶養 同上

相続法の概観・相続人の確定 事前に各回の予習範囲および予習用の質問を提示
し、受講者は、テキストおよび参考判例等で該当
範囲を学習し、質問の解答を準備する。場合によ
り、財産法の領域の復習事項を指示する。事後に
は、各回の授業の資料を用い、授業内容をふまえ
て復習を行う。

婚姻の解消・離婚の効果 同上

離婚と子ども・婚外関係と法 同上

実親子関係 同上

婚姻の成立と効力 同上

講義
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

この講義では、民法典第四編および第五編（親族法および相続法）について、基本的な概念および諸
制度等を学ぶ。家族法と称されるこの領域も、基本的には財産法におけると同様、要件・効果を定め
た規範群であるが、一方で、民法の中でも格段に、その国の社会や歴史的経緯の特殊性が反映される
分野である。これらのことをふまえつつ、基本的な概念および諸制度（手続の基本的な枠組みも含
む）を、これらに関する主要な判例・学説とともに理解し、応用可能な知識として身につけられるよ
う理解をはかる。財産法との交錯点にも重要な点が多いため、各所において、財産法の復習を兼ねて
確認を行う。

家族法上の諸制度につき具体的な例を挙げて自分の言葉で説明できるようになること、重要な判例の
意義を理解すること、これらの知識をふまえて具体的な事例に即した解決を導けるようになることを
到達目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
家族法の概観・手続・戸籍 事前に各回の予習範囲および予習用の質問を提示

し、受講者は、テキストおよび参考判例等で該当
範囲を学習し、質問の解答を準備する。事後に
は、各回の授業の資料を用い、授業内容をふまえ
て復習を行う。

2024年度前期 曜日・時限 木曜5限

1FCB206010 科目ナンバリング FCALAW81013-J1
民法F（家族法の基礎）
森山　浩江
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
到達目標の達成度につき、期末試験の成績および毎回の授業への取組みの状況（積極性等）によっ
て、評価を行う（評価の割合は期末試験 90%、取組状況 10%）。家族法上の主要な諸制度および関
係する重要な判例に関する知識をふまえて、具体的な事例に即した解決を示せるようになることを、
単位取得の最低基準とする。

特になし

前田 陽一ほか著『民法VI親族・相続〔第6版〕』（有斐閣・２０２２年）
　※改版に伴い変更する可能性があります。

『民法判例百選III親族・相続〔第3版〕』（有斐閣・２０２３年）
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回
第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回 総括 事前に全体をひととおり復習してくること。

判例１1（詐害行為取消権） 同上

判例１2（債権譲渡） 同上

判例１3（相殺） 同上

判例 8（債権の目的） 同上

判例 9（債務不履行 1） 同上

判例１0（債務不履行 2） 同上

判例 5（代理２） 同上

判例 6（物権法 1） 同上

判例 7（物権法 2） 同上

判例 2（法律行為 1） 同上

判例 3（法律行為 2） 同上

判例 4（代理１） 同上

判例１（時効） 毎回事前に、予習資料のガイドに沿って、対象判
例を読み込んでくる。事後学習については、毎回
演習時に配布する資料の末尾に示している確認す
べき事項について復習し、理解・知識を確実にし
ておく。

演習
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

本演習では、民法総則・物権法・債権総論の領域に属する若干のテーマを選び、包括的かつ具体的な
素材として、判例を読み込む作業を行う。
基本的には、各回につき事前に指定した対象判例を、事実関係を含め第一審から通して読み込む作業
が中心となる。本演習で判例を扱う目的は、実務において必要とされる力を涵養するためであること
から、対象とする判例における両当事者の主張の応酬、事実認定、これらに即しての各審級での判
断、判決における理由付け等を、予習レジュメに即して読み込んできたことを前提として行う。２年
次前期に学んだ要件事実論の基本について復習し、判例資料上でこれをたどり具体的なイメージを持
つことによって、民法上の論点に関する検討の思考過程を適切に表現し論述できる能力をつける機会
となる。また、扱うテーマによっては、関連する重要事項を確認したり、法改正および新しい判例の
展開を補充的に取り上げることも行う。文書作成の課題を出してコメントを付することもある。
なお、物権法のうち用益物権および担保物権、また、債権総論のうち金銭債権、利息債権および保証
債務については、民法総合演習 B の対象であり、本演習の対象外とする。
この授業の目標は、対象判例を読む作業を通じて、これまでに学習してきた民法の基本知識を事案に
即して確実に身につけるとともに、これを具体的な問題解決に応用するための礎となる力をつけるこ
と、および債権法改正による変化がある事項については、その知識を正確にすることである。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
イントロダクション 指定した予習事項に従い事前学習を行う。

2024年度後期 曜日・時限 月曜3限

1FCB207010 科目ナンバリング FCALAW81014-J2
民法総合演習A （甲）
森山　浩江
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第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
到達目標の達成度につき、期末試験の成績および授業・課題に対する取組みの状況（積極性等）に
よって、評価を行う（評価の割合は期末試験 80%、取組状況 20%）。これまで身につけてきた民法
の基本知識を、事案に即して、訴訟を念頭においた具体的な問題解決に応用できることを、単位取得
の最低基準とする。

特になし

教科書は指定しない。判例資料を予め配布するほか、各回の授業時に資料を配付する。

『民法判例百選I 総則・物権〔第9版〕』（有斐閣・2023年）
『民法判例百選II債権〔第9版〕』（有斐閣・2023年）
『民法判例百選III親族・相続〔第3版〕』(有斐閣・2023年)
司法研修所編『改訂・新問題研究 要件事実』（法曹会・2023年）
司法研修所編『紛争類型別の要件事実〔4訂〕』（法曹会・2023年）
※改版にともない変更する可能性があります。

期末試験 全般につき復習を行う。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回
第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

総括 事前に全体をひととおり復習してくること。

期末試験 全般につき復習を行う。

判例１1（詐害行為取消権） 同上

判例１2（債権譲渡） 同上

判例１3（相殺） 同上

判例 8（債権の目的） 同上

判例 9（債務不履行 1） 同上

判例１0（債務不履行 2） 同上

判例 5（代理２） 同上

判例 6（物権法 1） 同上

判例 7（物権法 2） 同上

判例 2（法律行為 1） 同上

判例 3（法律行為 2） 同上

判例 4（代理１） 同上

判例１（時効） 毎回事前に、予習資料のガイドに沿って、対象判
例を読み込んでくる。事後学習については、毎回
演習時に配布する資料の末尾に示している確認す
べき事項について復習し、理解・知識を確実にし
ておく。

演習
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

本演習では、民法総則・物権法・債権総論の領域に属する若干のテーマを選び、包括的かつ具体的な
素材として、判例を読み込む作業を行う。
基本的には、各回につき事前に指定した対象判例を、事実関係を含め第一審から通して読み込む作業
が中心となる。本演習で判例を扱う目的は、実務において必要とされる力を涵養するためであること
から、対象とする判例における両当事者の主張の応酬、事実認定、これらに即しての各審級での判
断、判決における理由付け等を、予習レジュメに即して読み込んできたことを前提として演習を行
う。２年次前期に学んだ要件事実論の基本について復習し、判例資料上でこれをたどり具体的なイ
メージを持つことによって、民法上の論点に関する検討の思考過程を適切に表現し論述できる能力を
つける機会となる。また、扱うテーマによっては、関連する重要事項を確認したり、法改正および新
しい判例の展開を補充的に取り上げることも行う。文書作成の課題を出してコメントを付することも
ある。
なお、物権法のうち用益物権および担保物権、また、債権総論のうち金銭債権、利息債権および保証
債務については、民法総合演習 B の対象であり、本演習の対象外とする。
この授業の目標は、対象判例を読む作業を通じて、これまでに学習してきた民法の基本知識を事案に
即して確実に身につけるとともに、これを具体的な問題解決に応用するための礎となる力をつけるこ
と、および債権法改正による変化がある事項については、その知識を正確にすることである。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
イントロダクション 指定した予習事項に従い事前学習を行う。

2024年度後期 曜日・時限 月曜5限

1FCB207020 科目ナンバリング FCALAW81014-J2
民法総合演習A （乙）
森山　浩江
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
到達目標の達成度につき、期末試験の成績および授業・課題に対する取組みの状況（積極性等）に
よって、評価を行う（評価の割合は期末試験 80%、取組状況 20%）。これまで身につけてきた民法
の基本知識を、事案に即して、訴訟を念頭においた具体的な問題解決に応用できることを、単位取得
の最低基準とする。

特になし

教科書は指定しない。判例資料を予め配布するほか、各回の授業時に資料を配付する。

『民法判例百選I 総則・物権〔第9版〕』（有斐閣・2023年）
『民法判例百選II債権〔第9版〕』（有斐閣・2023年）
『民法判例百選III親族・相続〔第3版〕』(有斐閣・2023年)
司法研修所編『改訂・新問題研究 要件事実』（法曹会・2023年）
司法研修所編『紛争類型別の要件事実〔4訂〕』（法曹会・2023年）
※改版にともない変更する可能性があります。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

他人の権利の売買、債務不履行による契約の解除
等

同上

売主の契約不適合責任等 同上

使用貸借、贈与、賃貸借(1)使用収益させる債務の
履行不能、賃料の受領拒絶、敷金等

同上

特定物売買、種類売買、債務不履行による損害賠
償と免責事由等

同上

演習
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

この授業は演習形態で行われる。
この授業の目標は、契約法および担保法に関する基本的な知識を、具体的な事案に即して利用する力
をつけることである。この目標を達成するために、本演習では、契約法および担保法の領域につい
て、ひとつには判例資料（最高裁民事判例集）を丁寧に読んで、両当事者がどのような事実に基づい
てどのような主張をし、裁判所はどの事実をどの要件にあてはめて判断を行ったかを観察することに
より、実際に条文がどのように使われているかを学ぶ。もうひとつには、担当教員の用意した事例問
題を材料として、事案を分析し、析出した事実に要件をあてはめることにより、請求の内容が根拠づ
けられるかどうかの吟味を自ら行う練習をする。
この授業は、前半と後半で担当者が異なる。
前半 8 回（坂口担当）   主に契約法にかかわる最高裁判決を取り上げる。一方では主張立証のあり方
を踏まえて規範の構造を確認し、他方ではその規範構造と事実との関係に丁寧な分析を加えていく。
担当者の用意した事例問題を用いて、この作業を実践的に繰り返すことで、法の解釈および適用の能
力を養うとともに、論述能力の涵養を図る。
後半 7 回（藤井担当）   主に担保法にかかわる最高裁判決を取り上げて、検討を加える。民法に規定
のある担保（典型担保）については、その制度枠組みを確認しながら、最高裁判決を読み込むことに
なる。民法に規定のない担保（非典型担保）については、制度枠組みが流動的であることから、事案
との関係を常に意識しながら、判例法理の輪郭をつかむ作業が求められる。担当者の用意した事例問
題を用いて、この作業を実践的に繰り返すことで、法の解釈および適用の能力を養うとともに、論述
能力の涵養を図る。また、定期試験の答案等を素材として、理論的問題を分析し、文書化する過程の
注意点につき指導することもある。

前半 8 回（坂口担当）　到達目標は、問題となっている事案を分析して、適用すべき法規範を選択
し、その法規範の構造を説明できること、その法規範を事実に適用できることである。
後半７回（藤井担当）　到達目標は、典型担保については、制度枠組みの理解を踏まえて、判例の到
達点を説明できること、また非典型担保については、民法の既存の制度枠組み（とその限界）の理解
を踏まえたうえで、問題となっている事案の、当事者が選択した一定の法形式の特性とその法実質を
分析して、判例に即して説明できること、これを通じて、判例法理の輪郭（そこから浮かび上がる一
定の規範）をつかみ、それを事実にあてはめられることである。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
契約締結過程の諸問題、権利の売買における債務
不履行、手付等

事前学習：判例資料を読むとともに、予習課題に
答えられるように準備しておくこと（教員が事前
に事例問題を配布する場合には、一応の解答を準
備すること）。
事後学習：事前学習および演習を通じて獲得した
情報を整理し、疑問があれば調査し、それでもわ
からなければ教員に質問をすること。

2024年度前期 曜日・時限 水曜2限

1FCB208010 科目ナンバリング FCALAW81015-J2
民法総合演習B
坂口　甲、藤井　徳展
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第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

(1)到達目標の達成度について評価を行う。
(2)評価方法とその割合
ア　絶対評価
イ　期末試験（９０％）
ウ　予習課題への取組み状況　（１０％）
(3)合格（単位修得）のための最低基準
ア　前半8回（坂口担当）事例問題について、事案を分析し、根拠条文をあげ、要件を示したうえ
で、要件の充足を判断し、どのような効果が発生するかを、おおむね説明することができる。
イ　後半7回（藤井担当）事例問題について、事案を分析し、根拠条文をあげ、要件を示したうえ
で、要件の充足を判断し、どのような効果が発生するかを、おおむね説明することができる。
特になし

特になし

『判例プラクティス民法　 I　 総則・物権（第 2 版）』（信山社・2022年）
『判例プラクティス民法　II　 債権（第 2 版）』（信山社・2023年）
『民法判例百選    Ⅰ    総則・物権／Ⅱ    債権    （第 9 版）』（有斐閣・2023 年）

人的担保（保証） 同上

期末試験

共同抵当権、根抵当権、仮登記担保 同上

留置権・先取特権 同上

譲渡担保、所有権留保 同上

抵当権の設定・実行前の効力 事前学習：判例資料を読むとともに、予習課題に
答えられるように準備しておくこと（教員が事前
に事例問題を配布する場合には、一応の解答を準
備すること）。
事後学習：事前学習および演習を通じて獲得した
情報を整理し、疑問があれば調査し、それでもわ
からなければ教員に質問をすること。

抵当権の実行・優先弁済権実現(1)物上代位を中心
に

同上

抵当権の実行・優先弁済権実現(2)法定地上権を中
心に

同上

賃貸借等(2)他人の権利の賃貸借、転貸借、賃貸人
たる地位の移転、賃借権の譲渡等

同上

賃貸借等(3)他人の権利の賃貸借と相続、遺産中の
賃料債権の帰属、賃料債権の譲渡、借地権の譲
渡、不動産賃借権の対抗等

同上

請負等 同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回 事案の検討 12 同上

事案の検討 9 同上

事案の検討 10 同上

事案の検討 11 同上

事案の検討 6 同上

事案の検討 7 同上

事案の検討 8 同上

事案の検討 3 同上

事案の検討 4 同上

事案の検討 5 同上

事案の検討 2 同上

演習
法律基本科目
3年 単位数 2.0単位

２年次までの間に獲得した民法の知識を具体的な場面において用いることができるようになるため
に、主として事例問題を題材として、民法（財産法・家族法）の基本的概念および判例を確認しつ
つ、その応用力をつける。基本的に毎回、初見の事例に目を通したうえで、どのような点が問題とな
るか等を検討する。その際、どのような視点から事案を分析するか、また、検討の過程および結果を
どのように構成して表すのが適切かを確認しながら進め、論述能力の涵養を図る。テーマに応じて題
材や進め方は異なり、いくつかの場面を簡略な事例において対比しながら行うこともあれば、文書作
成課題を課して検討を行う場合もある。場合によっては新しい判例や法改正を中心的に扱うこともあ
る。何が問題であるか自体を事例から考えることが重要であり、複合的な事例を扱うこともあるた
め、予め各回のテーマを示すことはしない。したがって、以下の授業計画には敢えて具体的内容を示
さない。
2年次までの間に獲得した民法の知識を、特に、理解の困難な点や議論のある点についてより正確・
確実なものとし、具体的な場面において用いることができるようになることを目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
イントロダクション・事案の検討１ （第 1 回〜第 15 回まで）

基本的に、初見の事案について、何が問題となる
かの判断を含めた検討を行うため、テーマを定め
ての事前学習の指示は行わないが、これまで学習
した民法の重要なポイント（財産法・家族法の両
方）を全般的に復習しておくことが求められる。
場合によっては、文書作成課題を事前に課して演
習を行う場合もある。事後学習としては、各回の
事案を通して確認したポイントにつき、定着をは
かるための復習を行うことが求められる。

2024年度前期 曜日・時限 金曜3限

1FCB209010 科目ナンバリング FCALAW81016-J2
民法理論の展開A
森山　浩江
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第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
到達目標の達成度につき、期末試験の成績および毎回の授業への取組みの状況（積極性等）によっ
て、評価を行う（評価の割合は期末試験 80%、取組状況 20%）。2 年次までの間に獲得した民法の知
識を用いて、具体的な事例の解決を一から考えて提示できるようになることを、単位取得の最低基準
とする。

特になし

教科書は指定しない。各回の授業時に資料を配付する。

『民法判例百選I 総則・物権〔第9版〕』（有斐閣・2023年）
『民法判例百選II債権〔第9版〕』（有斐閣・2023年）
『民法判例百選III親族・相続〔第3版〕』(有斐閣・2023年)
司法研修所編『改訂 新問題研究 要件事実』（法曹会・2023年）
司法研修所編『紛争類型別の要件事実〔4訂〕』（法曹会・2023年）
※改版にともない変更する場合があります。

事案の検討 15 同上

期末試験 全般につき復習を行う。

事案の検討 13 同上

事案の検討 14 同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

契約の履行又は不履行（５） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

契約の履行又は不履行（６） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

契約の履行又は不履行（２） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

契約の履行又は不履行（３） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

契約の履行又は不履行（４） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

契約の成立と無効・取消・効果不帰属（２） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

契約の成立と無効・取消・効果不帰属（３） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

契約の履行又は不履行（１） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

契約の成立と無効・取消・効果不帰属（１） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

講義
3年 単位数 2.0単位

本講義では、民法等の規定によって基礎付けられる「請求権」を中軸に据えて、法律の解釈及び適用
を例解的に実践する。参加する学生には、担当教員の用意した事例問題について、取り上げられるべ
き条文、判例、問題点を授業中に考え、議論してもらう。議論のなかで、問題を分析し、法的に構成
して論述するための要点を担当者から説明し、それらの能力の涵養を目指す。対象となる分野は、財
産法全体である。

本講義によって目指されるのは、第一に、3  年次前期までに修得した知識を利用して、問題解決に適
した請求権基礎を民法その他の法律中から探し出すことができること、第二に、探し出した請求権基
礎についての解釈および適用を事案に即して行うことができること、である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
請求権の基礎と構造 事前学習：特になし。

事後学習：特になし。

2024年度後期 曜日・時限 木曜1限

1FCB210010 科目ナンバリング FCALAW81017-J1
民法理論の展開B
杉本　好央
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第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

(1)  到達目標の達成度について評価を行う。
(2)  評価方法
相対評価（期末試験  80％、小テスト又はレポート 20％）
(3)  単位修得のための最低基準
問題解決に適した請求権基礎を民法その他の法律中から探し出し、その解釈および適用を事案に即し
て行うことができる。
積極的な参加を求める。

なし。

必要に応じて示す。

所有者と占有者又は登記名義人の法関係（４） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

期末試験

所有者と占有者又は登記名義人の法関係（１） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

所有者と占有者又は登記名義人の法関係（２） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

所有者と占有者又は登記名義人の法関係（３） 事前学習：特になし。
事後学習：授業で扱った問題を教科書又は判例集
を見て確認する。

知識の確認
課題に取り組むことで、これまでの授業の内容を
理解しているか、又、それを適切に表現できるか
を確かめる。

事前学習：これまでの授業内容をまとめる。事後
学習：授業後に指示する。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

第21回 設立（設立手続の瑕疵など） 同上

株式（譲渡制限など） 同上

株式（併合・分割・無償割当てなど） 同上

設立（手続） 同上

計算（会計帳簿など） 同上

計算（剰余金の分配など） 同上

株式（種類株など） 同上

取締役・取締役会（代表訴訟など） 同上

監査役・監査役会・会計監査人 同上

指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社 同上

取締役・取締役会（取締役の選任など） 同上

取締役・取締役会（取締役会の議事など） 同上

取締役・取締役会（取締役の責任など） 同上

株主総会（招集） 同上

株主総会（議事） 同上

株主総会（決議の瑕疵） 同上

機関総論 同上

株主の会社に対する権利と義務 同上

株主総会（総論） 同上

株式会社の基本構造 同上

講義
法律基本科目
1年 単位数 4.0単位

この講義では、会社法の基本的事項を学ぶ。この講義の目標は、商法の中でも、特に重要な会社法の
分野について、基本的事項を修得することである。また、条文や重要判例を素材として、制度（およ
びその趣旨）を徹底的に理解することにより、２年次以後での演習科目等の受講において必要な知識
を修得することも到達目標とする。

学生が、会社法の基本的事項について、条文や重要判例を素材として、制度（およびその趣旨）を適
切に説明できること、および、比較的単純な事案において、問題解決に至る道筋について、一定の説
得力をもって論述できることを到達目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
会社法総論 授業の約１週間前に、次回のレジュメを（電子）

掲示板にアップロードする。必ず事前に内容を確
認し、予習を行った上で授業に臨むこと。また、
授業後は、内容を整理し、関連する条文等につい
て再確認して、知識の定着を図ること。

2024年度後期 曜日・時限 月曜4限、水曜2限

1FCB211010 科目ナンバリング FCALAW71018-J1
商法（企業組織法）
小柿　徳武
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第22回

第23回

第24回

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回

第31回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

到達目標の達成度について絶対評価で評価する。
期末に課す試験の成績を 80％、小テストや質問や討論など講義への参加状況を 20％の割合で評価す
る。会社法の基本的事項について、条文や重要判例を素材として、制度（およびその趣旨）を適切に
説明できるか、および、比較的単純な事案において、問題解決に至る道筋について、一定の説得力を
もって論述できるかについて評価する。C（合格）となるためには、基本的な点について、大きな誤
謬を重ねることなく、説明および論述できていることが求められる。

なし

伊藤靖史ほか『会社法〔第5版〕』（有斐閣、2021）を使用する。判例集として、神作裕之＝藤田友
敬＝加藤貴仁編『会社法判例百選〔第4版〕』(有斐閣、2021)を使用する。
中東正文ほか『会社法〔第2版〕』（有斐閣、2021）など、その都度指定する

組織再編・事業譲渡など（買取請求権など） 同上

組織再編・事業譲渡など（敵対的買収と防衛策） 同上

解散・清算 同上

会社法総論（会社の法人性、商人性など） 同上

期末試験

資金調達（社債） 同上

組織再編・事業譲渡など（総論） 同上

組織再編・事業譲渡など（手続） 同上

資金調達（募集株式） 同上

資金調達（新株予約権） 同上



47 / 178

科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

小テスト・判例研究。
判例研究としては、商人資格の取得時期に関する
最判昭和33・6・19民集12巻10号1575頁（神作裕
之・藤田友敬編『商法判例百選』2事件（有斐
閣、2019年）、以下「商法百選」と引用する）、
および、営業の譲受人が譲渡人の屋号を商号とし
て続用した場合における旧商法２６条１項の類推
適用（否定）東京地判平成１８年３月２４日判例
時報１９４０号１５８頁を取り上げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

小テスト・判例研究。
判例研究としては、会社の政治献金につき取締役
の責任を認めなかった八幡製鉄政治献金事件（最
判昭和45・6・24民集24巻6号625頁）（神作裕
之・藤田友敬・加藤貴仁編『会社法判例百選（第
4版）』（有斐閣、２０２１年）、以下「会社百
選」と引用する。会社百選２事件）、および、会
社の政治献金につき取締役の責任を認めた熊谷組
政治献金事件（福井地裁平成１５・２・１２判例
時報１８１４号１５１頁、同判決を取り消した名
古屋高金沢支部判平成１８・１・１１判時１９３
７号１４３頁、最高裁決定平成１８・１１・１
４）取り扱う。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

演習
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

この授業は演習形態で行われる。本演習では、商法総則・会社法の基礎知識を小テストおよび判例研
究を通じて習得することを目的とする。本演習は、大きく二部構成をとる。まず、前半３０分で小テ
ストを行う。希望者には小テストの答案を個別に採点・コメントし、論述能力を高めるように指導す
る。また、小テスト終了後には、論述力を高めるように、解答のポイントを示す。前半の目標は事例
問題に対する論述能力の涵養にある。後半は判例研究である。報告者は担当判例を、最高裁判例の場
合、事案と第１審・第２審と最高裁の判示の要点を報告する。報告の後、参加者全員で議論する。

法曹実務では、会社法のテキストや判例集とピッタリと当てはまる事案の解決を求められるとは限ら
れない。本演習で、会社法の基礎知識を身につけ、小テストで、会社法上の問題の解決方法を学ぶこ
とにより、法曹実務家として活躍できる基礎を、参加者において確立する。また、判例研究では、法
曹実務家として重要なリーガルリサーチができるように、その方法を取得する。こられにより、未知
の商法総則上・会社法上の問題についても、自分で、判例やテキストや注釈書を用いて、その解決方
法を見つけられることができる。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
小テスト。各テーマに対する担当者の選定。 小テストの問題につき、何も見ないで、もう一度

自身の解答を作成する。模範解答と自身の二回目
の答案を比較する。

2024年度後期 曜日・時限 火曜3限

1FCB212010 科目ナンバリング FCALAW81019-J2
商法総合演習A（企業組織法）
高橋　英治
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第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

小テスト・判例研究。
判例研究としては、三井鉱山事件（最判平成5・
9・9民集47巻7号4814頁）（会社百選19事件）と
大日本除蟲菊事件（大阪地判平成15・3・5判例時
報1833号146頁（会社百選〔第２版〕２２事
件）、および、取締役の競業避止義務に関するヤ
マザキ製パン事件東京池判昭和56・3・26判例時
報1015号27頁（会社百選53件）を取り上げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

小テスト・判例研究。
判例研究としては、商法12条と民法112条との関
係についての最判昭和49・3・22民集28巻2号368
頁（商法百選6事件）、および、議決権行使の代
理人資格の制限に関する、最判昭和43・11・1民
集22巻12号2402頁（会社百選29事件）を取り上
げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

小テスト・判例研究。
判例研究としては、商法総則と会社法との融合問
題として、登記簿上の取締役の責任についての
リーディングケースである、最判昭和47･6・15民
集26巻5号984頁（商法百選8事件）、および、株
主総会決議を経ない全部株式譲渡制限会社におけ
る新株発行の効力に関する横浜地裁平成２１・１
０・１６判時２０９２号１４８頁を取り上げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

小テスト・判例研究。
判例研究としては、取締役の退職慰労金と説明義
務に関する、ブリジストン判決（東京地判昭和
63・1・28判例時報1263号3頁）（会社百選〔第
１版〕68事件）と南都銀行事件（奈良地判平成
12・3・29金融・商事判例1090号20頁）、およ
び、一人会社の利益相反取引に関する最判昭和
45・8・20民集24巻9号1305頁を取り上げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

小テスト・判例研究。
判例研究としては、営業譲渡と商号の続用に関す
る最判昭和38・3・1民集17巻2号368頁（商法百
選17事件）および、平等原則違反の法的効果につ
いて、従業員株主を前列に座らせてなした総会決
議についての最判平成8・11・12判例時報1598号
152頁（会社百選A11、会社百選〔第１版〕４４事
件）を取り上げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

小テスト・判例研究。
判例研究としては、一人株主の業務執行の意思決
定があった場合の取締役の善管注意義務の水準に
ついての東京高判令和元年9月25日金融・商事判
例1613号49頁、および、取締役会決議が必要な重
要財産の処分についての最判平成6年1月20日（会
社百選60番）を取り上げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。
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第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

小テスト・判例研究。
判例研究としては、非上場株式の評価に関する平
成27年3月26日（会社百選88番）および、法人格
否認の法理に関する最判昭和44年2月27日（会社
百選3番）を取り上げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

期末試験 試験問題の解答方法の研究

小テスト・判例研究。
判例研究としては、商法266条ノ3の責任の法的性
質に関するリーディングケースである最判昭和
44・11・26民集23巻11号2150頁（会社百選48事
件）、および、遵法経営義務違反を理由とした取
締役の対第三者責任が認められた事例であるノ
ヴァ・あずさ監査法人事件大阪高判平成２６年２
月２７日金融商事判例１４４１号１９頁を取り上
げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

小テスト・判例研究。
判例研究としては、企業買収と新株の第三者割当
についてのいなげや忠実屋事件（東京地決平成
元・7・25判例時報1317号28頁）（会社百選〔第
１版〕３１事件）、および、敵対的企業買収と新
株予約権の発行についての、ニッポン放送事件
（東京高決平成17・3・23判例タイムズ１１７３
号１２５頁）（会社百選97事件）を取り上げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

小テスト・判例研究。
判例研究としては、合併比率の不公正が合併無効
事由に該当するかという問題に関する東京高判平
成2・1・31資料版商事法務77号193頁（会社百選
89事件）、および、新株予約権の発行による敵対
的企業買収防衛と株主平等原則に関するブルドッ
ク・ソース事件（最決平成19・8・7判例時報1983
号56頁）（会社百選98事件）を取り上げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

小テスト・判例研究。
判例研究としては、重要財産の譲渡と特別決議に
関する最大判昭和40年9月22日（会社百選82事
件）および、子会社管理に関する取締役の責任に
関する福岡高判平成24年4月13日（会社百選51事
件）を取り上げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。

小テスト・判例研究。
判例研究としては、一元説・二元説につき野村証
券事件（最判平成12・7・7民集54巻6号1767頁）
（会社百選98事件）、および、経営判断原則につ
いてのアパマンショップホールディングス事件
（最判平成２２・７・１５（会社百選48事件）判
例時報２０９１号９０頁）を取り上げる。

小テストの事前学習として、指定された教科書
（高橋英治「会社法概説〔第4版〕」）の部分を
テスト前に熟読する。小テストの事後学習とし
て、小テストの問題につき、何も見ないで、もう
一度自身の解答を作成した後に、模範解答と自身
の二回目の答案を比較する。判例研究の事前学習
として、報告者の判例研究のレジュメを熟読す
る。判例研究の事後学習として、判例を、百選な
どの教科書を用いて、授業後、熟読する。
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事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

到達目標の達成度について評価を行う。絶対評価

レジュメ    30％、
報告    30％
学期末の試験    30％
演習における議論への参加    10％

C（合格）となるためには①本演習の小テストを通じて涵養された能力をもって事例問題を的確に説
くことができ、②会社法と商法総則についての重要判例が何かおよびその内容について説明できるこ
とが求められる。
本演習の小テストの成績が、回を追う毎によくなるように努力してほしい。私も、採点する際に、一
言アドバイスをするので、参考にしてほしい。

高橋英治『会社法概説（第４版）』（中央経済社、２０２０年）、藤田勝利＝北村雅史編『プライマ
リー商法総則・商行為法〔第４版〕』（法律文化社、２０１８年）、神作裕之＝藤田友敬＝加藤貴仁
編『会社法判例百選（第4版）』（有斐閣、2021年）、江頭憲治郎・山下友信編『商法（総則商行
為）判例百選（第５版）』（有斐閣、２００８年）
高橋英治編『プリンシプル会社法』（弘文堂、２０２０年）、高橋英治編『商法入門』（法律文化
社、２０１８年）、神田秀樹『会社法（第２６版）』（弘文堂、2024年出版予定）

事前学習としては、小テストに備えて、事前に指定された範囲で、教科書を読み込んでおくことが求
められる。事後学習としては、小テストについて、模範解答を読んだ上で、もう一度何も参照しない
で、解いてみることが求められる。また、判例研究の事前学習としては、事前に各自に配られている
報告者のレジュメに目を通して、授業で質問や意見をすること等をあらかじめ考えておくことが求め
られる。また、判例研究の事後学習としては、レジュエと判例百選などで、事後に判例をより深く理
解することが求められる。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回
第8回
第9回
第10回
第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

自己株式 同上

期末試験

取締役の損害賠償責任、株主代表訴訟、会計参与 同上

監査役、監査役会、指名委員会等設置会社、監査
等委員会設置会社、会計監査人

同上

計算 同上

株主総会（決議、議事、決議の瑕疵など） 同上

取締役 同上

取締役会 同上

手形行為と法律行為の一般原則、他人による手形
行為、手形の変造、手形行為と原因関係

同上

為替手形、小切手、補論 同上

機関総論、株主総会（権限、招集など） 同上

人的抗弁の制限、善意取得、特殊の裏書 同上

手形保証、約束手形の支払、支払拒絶と遡求、手
形の時効

同上

手形の喪失、手形訴訟、白地手形、手形行為の意
義、手形の交付・手形理論

同上

約束手形の裏書 同上

演習
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

この授業では、手形法および会社法（機関・計算等）を学ぶことになる。手形法分野については、基
礎的な概念を十分に踏まえた上で、与えられた事案について論理的に分析できる能力を身につけるこ
とを到達目標とする。会社法分野については、これまで修得した知識を、条文に立ち戻って再確認す
るとともに、いくつかの論点について俯瞰的かつ多面的に検討することにより、新たな問題点につい
ても論理的に分析できる能力を身につけることを到達目標とする。
授業に際しては、異なる立場からの見解について多面的に考察することなどを通じて、受講生が、与
えられた課題に対して十分に論述できる能力を涵養するための指導を行う。

手形法分野については、学生が基礎的な概念を踏まえた上で、与えられた事案について論理的に説明
できることを到達目標とする。会社法分野については、学生が具体的な事案において、これまで修得
した知識をもとに、問題解決に至る道筋について説得的に論述できることを到達目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
約束手形総論、約束手形の振出 授業の約１週間前に、次回のレジュメを（電子）

掲示板にアップロードする。必ず事前に内容を確
認し、予習を行った上で授業に臨むこと。また、
授業後は、内容を整理し、関連する条文等につい
て再確認して、知識の定着を図ること。

2024年度前期 曜日・時限 金曜3限

1FCB213010 科目ナンバリング FCALAW81020-J2
商法総合演習B（企業取引法）
小柿　徳武
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

到達目標の達成度について絶対評価で評価する。
質問や討論など演習への参加状況を 20％、期末に課す試験の結果を 80％の割合として評価する。
手形法の分野については、基礎的な概念を踏まえた上で、判例にそって問題点を説明できるかについ
て評価する。会社法の分野については、具体的な事案において、条文や判例の規範を適切に提示し、
事案に即して適切にあてはめて論述することができているかについて評価する。いずれもC（合格）
となるためには、基本的な点について、大きな誤謬をすることなく、説明および論述できていること
が求められる。

なし

手形法分野については、予習用テキストの一つとして、大塚＝林＝福瀧『商法Ⅲ 手形・小切手〔第 5
版〕』 (有斐閣 S シリーズ、2018)を挙げるほか、判例集として、落合＝神田編『手形小切手判例百
選〔第 7 版〕』 (有斐閣、2014)を使用する。
会社法分野については、判例集として、神作裕之＝藤田友敬＝加藤貴仁編『会社法判例百選〔第4
版〕』(有斐閣、2021)を使用する。
その都度指定する。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

場屋営業、金融取引（交互計算、匿名組合） 同上

期末試験

商事売買・補助商総論 同上

仲立営業・問屋営業 同上

運送営業 同上

企業買収と買収防衛策（その１：第三者割当増資
など）

同上

企業買収と買収防衛策（その２：新株予約権の無
償割当てなど）

同上

商行為総則 同上

組織再編（総説、手続） 同上

組織再編（手続） 同上

金融商品取引法の概要 同上

株式（株式の譲渡等、株式の併合等）、募集株式
の発行等（総説、手続規制）

同上

募集株式の発行等（手続規制、瑕疵ある発行に対
する措置）、新株予約権（総説、手続規制）

同上

新株予約権（管理・譲渡）、社債、新株予約権付
社債

同上

株式（総則、株主名簿、株式の譲渡等） 同上

講義
3年 単位数 2.0単位

講義対象は商行為法および会社法であり、商行為法の分野については、商法の条文にそって基礎的な
概念を確実に把握することとともに、理論的・実務的に重要性の高い判例について理論的な枠組みを
理解することを到達目標とする。会社法の分野については、これまで修得した知識を、条文に立ち
戻って再確認するとともに、諸制度を横断的に比較することにより、具体的な事案に即しつつ、法規
制の趣旨を確実に把握することを到達目標とする。
授業に際しては、異なる立場からの見解について多面的に考察することなどを通じて、受講生が、与
えられた課題に対して十分に論述できる能力を涵養するための指導を行う。

商行為法の分野については、学生が商法の条文にそって基礎的な概念を確実に説明できること、およ
び、理論的・実務的に重要性の高い判例について理論的な枠組みを説明できることを到達目標とす
る。会社法の分野については、学生が具体的な事案において、これまで修得した知識をもとに、問題
解決に至る道筋について説得的に論述できることを到達目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
普通取引約款、株式（総則） 授業の約１週間前に、次回のレジュメを（電子）

掲示板にアップロードする。必ず事前に内容を確
認し、予習を行った上で授業に臨むこと。また、
授業後は、内容を整理し、関連する条文等につい
て再確認して、知識の定着を図ること。

2024年度前期 曜日・時限 月曜4限

1FCB214010 科目ナンバリング FCALAW81021-J1
商法理論の展開
小柿　徳武
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

到達目標の達成度について絶対評価で評価する。
質問や討論など演習への参加状況を 20％、期末に課す試験の結果を 80％の割合として評価する。
商行為法の分野については、条文にそって基礎的な概念を説明でき、判例について基本的な枠組みを
説明できるかについて評価する。会社法の分野については、具体的な事案において、条文や判例の規
範を適切に提示し、事案に即して適切にあてはめて論述することができているかについて評価する。
C（合格）となるためには、いずれも基本的な点について、大きな誤謬をすることなく、説明および
論述できていることが求められる。
なし

商行為法分野については、予習用テキストの一つとして、落合誠一ほか『商法Ⅰ−総則・商行為』
（有斐閣、2019）を挙げるほか、判例集として、神作裕之・藤田友敬編『商法判例百選』（有斐閣、
2019）を使用する。
会社法分野については、判例集として、神作裕之＝藤田友敬＝加藤貴仁編『会社法判例百選〔第4
版〕』(有斐閣、2021)を使用する。
その都度指定する。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

民事訴訟手続の流れ１（訴え提起から争点整理ま
で）
　民事訴訟手続の流れを概観する。まずは、訴え
の提起から、送達、口頭弁論、争点・証拠の整理
のための手続について説明する。訴訟費用の問題
についても触れる。

同上

民事訴訟手続の流れ２（証拠調べから判決形成ま
で）
　続いて、証拠調べ、事実認定の方法、証明責任
とその分配、判決の形成までの手続について、大
まかに説明する。

同上

民事訴訟における判断構造・審理原則
　民事訴訟（判決手続）において、原告により主
張された権利の存否を裁判所はどのようにして判
断するのか、さらに、民事訴訟においてはどのよ
うな審理原則が妥当しているのかについて、概観
する。

同上

講義
法律基本科目
1年 単位数 4.0単位

日本の民法をはじめとする実体私法には、どのような要件で権利が発生し、消滅するのかがあらかじ
め定められており、それゆえ、一定の場合に、ある者が他の者に対して権利を有していることが実体
法上承認されている。しかし、当該義務者が義務を任意に履行しない場合、権利者による自力救済が
禁止されている以上、その義務を強制的に履行させ、権利者の権利を強制的に保護・実現させるため
の国家（裁判所）の制度が必要である。日本の司法制度は、私法上の権利を保護・実現するための手
続として、主に、権利義務関係を観念的に確定する判決手続と、確定された権利義務関係を現実化す
る強制執行手続を用意している。本講義は、以上のような私人の権利を保護・実現するための一連の
手続（広義の民事訴訟）のうちの、判決手続（狭義の民事訴訟）を規律するルールや原則を概説する
ことを目的とする。
民事訴訟法理論は、極めて技術的・体系的に構築されているため、これを理解することは容易ではな
い。そこで、本講義は、民事訴訟法の理解に不可欠な基本概念や基本原則の内容を正確に理解し、そ
れを基本的な事例において具体的に適用することができるようにすることを到達目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
民事訴訟制度の概要（他の紛争解決制度との違
い）
　民事訴訟制度は何のために存在するのか、判決
手続と強制執行手続はどのように区別されるの
か、さらに、民事訴訟が他の民事紛争の解決手段
と比較してどのような特色があるのかについて概
観する。

講義では、判例を中心とした具体的な事例を用い
ることが多いが、受講者は、基本概念や基本原則
の理解のために、予習および復習として、テキス
トや参考書を熟読することが最低限要求される。
さらに、授業前に配布するレジュメに基づいて講
義を行い、さらに、各授業において前回の授業の
復習事例問題を原則として課す予定であるので、
授業前および授業後にレジュメを熟読し、問題を
検討してくるのみならず、レジュメや教科書に引
用された文献や判例を入手し、精読することが求
められる。

2024年度後期 曜日・時限 月曜2限、火曜2限

1FCB215010 科目ナンバリング FCALAW71022-J1
民事訴訟法1（判決手続の基礎）
鶴田　滋
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

弁論主義１（当事者による事実主張）
　弁論主義の第一法理である当事者による事実主
張の原則について詳しく述べる。弁論主義の根拠
について述べた後、基本判例を分析しながら、主
要事実と間接事実の区別、一般条項における弁論
主義の適用の可否、主張責任の分配と弁論主義と
の関係などについて考える。

同上

民事訴訟の当事者
　民事訴訟における主体の一つである当事者につ
いて概観する。とりわけ、当事者概念、当事者の
特定（確定）、当事者能力、訴訟能力について説
明する。

同上

民事訴訟における代理
　民事訴訟における代理について概観する。私法
上の代理と比較しながら、法定代理、法人等の代
表者、訴訟代理について主に考える。

同上

訴訟要件２（訴訟追行権）
　当事者に関する訴訟要件の一つである訴訟追行
権（当事者適格）について説明する。この問題に
関する判例および学説の到達点を示した後、残さ
れた課題について考える。

同上

訴訟要件１（訴えの利益）
　訴えの3類型に応じたそれぞれの訴えの利益に
ついて概観する。その中でも、将来給付の訴えと
確認の訴えの利益について詳論する。

同上

裁判所、民事裁判権の限界
　民事訴訟における主体の一つである裁判所につ
いて概観した上で、裁判所に関する訴訟要件に位
置づけられる民事裁判権の範囲、とりわけ法律上
の争訟について説明をする。

同上

管轄権
　日本のどの国法上の裁判所が当該事件を担当す
るのかを決める管轄権について、現在判例上問題
となっている事例を中心に説明をする。

同上

民事訴訟の目的、訴訟と非訟、訴え
　民事訴訟法学説において展開されてきた民事訴
訟の目的論について問題の所在を明らかにする。
さらに、訴訟と非訟の区別について説明した後、
訴え、とりわけ形式的形成訴訟の特質について説
明をする。

同上

訴訟上の請求（訴訟物）
　民事訴訟における審判の対象である訴訟物を取
り扱う。民事訴訟法学における「訴訟物論争」を
概観し、現在における学説および判例の到達点と
その課題について述べる。

同上

訴え提起の効果（重複起訴の禁止）
　訴えの提起により生じる実体法上および訴訟法
上の効果について説明する。とりわけ、重複起訴
の禁止については、訴訟物と関連づけながら説明
する。

同上

民事訴訟手続の流れ３（上訴、既判力と再審）
　最後に、第一審判決形成後の手続である上訴制
度、および、確定判決の効力である既判力と再審
制度について、本講義の理解のために必要な限り
で概観する。

同上
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第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

第21回

第22回

第23回

第24回

第25回

既判力１（制度趣旨と作用）
　判決とその効力について概観した後、既判力の
意義、本質、正当化根拠、その作用場面など、既
判力一般を取り上げる。

同上

既判力２（客観的範囲〔争点効を含む〕）
　既判力の客観的範囲について説明する。とりわ
け、日本の民事訴訟法が、判決主文に包含する判
断のみを既判力対象とする理由と、判決理由中の
判断に既判力類似の効力を及ぼそうとする学説の
試みについて詳論する。

同上

証拠調べ2（人証）
証人尋問・当事者尋問の詳細について、とりわけ
証人義務と証言拒絶権について説明する。

同上

処分権主義１（判決によらない訴訟の終了）
　処分権主義の一内容である判決によらない訴訟
の終了（訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、訴訟
上の和解）についての重要な論点について、訴訟
行為の分類、法律行為と訴訟行為との関係をめぐ
る議論を紹介しながら、詳論する。

同上

処分権主義２（申立事項の拘束性）
　処分権主義の一内容である申立事項の拘束性原
則について、判例を素材として、訴訟行為、訴訟
物などのこれまでに述べてきた事項の復習をしな
がら、説明する。

同上

証明責任１（その意義と分配基準）
　自由心証主義の尽きたところではじめて作用す
ると言われる客観的証明責任の理解をめぐる学説
の対立を説明した後、証明責任の分配法則に関す
る学説の対立を紹介・分析する。

同上

証明責任２（立証負担軽減のための諸方法）
　客観的証明責任の分配法則を形式的に適用する
と、証明責任を負う当事者に過度の立証負担を負
わせることがあり得る。立法および理論により考
えられている、この立証負担を軽減するための諸
方法を紹介、検討する。

同上

証拠調べ1（証拠調べ総論・物証）
　各種の証拠調べに共通の準則を概観するととも
に、書証・鑑定・検証の詳細について、とりわ
け、文書提出義務とその免除について説明する。

同上

釈明権・釈明義務
　処分権主義・弁論主義の形式的適用による弊害
を是正するために存在する釈明権および釈明義務
について説明をする。とりわけ、釈明権と釈明義
務の関係、上告理由としての釈明義務違反、釈明
義務と法的観点指摘義務との関係について考え
る。

同上

弁論主義２(裁判上の自白)
　弁論主義の第二法理である裁判上の自白につい
て詳細に検討する。とりわけ、権利自白をはじめ
とする裁判上の自白の適用範囲、自白の撤回の要
件などについて、判例を分析しながら検討する。

同上
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第26回

第27回

第28回

第29回

第30回

第31回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

（１） 到達目標の達成度について評価を行う。
（２） 相対評価。期末試験(筆記試験)の結果(比率60％)と平常点(小テスト〔11月から12月に実施予
定・比率20％〕とレポート〔12月から1月に実施予定・比率20％〕)により評価する。
（３） 合格（単位取得）のための最低基準　基礎的な事例問題について、条文等を示して問題の所在
を指摘し、一定の具体的な結論を導くことができること。

とくになし。

高田裕成＝畑瑞穂＝垣内秀介『民事訴訟法判例百選(第6版)』(有斐閣・2023年)。教科書については
授業開始時に説明する。

入門書として、渡部美由紀＝鶴田滋＝岡庭幹司『民事訴訟法』(日本評論社・2016年)。その他、さら
に理解を深めるための参考書として、伊藤眞『民事訴訟法(第8版)』(有斐閣・2023年)、松本博之＝
上野泰男『民事訴訟法(第8版)』(弘文堂・2015年)、高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上)(第2版補訂
版)』(有斐閣・2013年)、高橋宏志『重点講義民事訴訟法(下)(第2版補訂版)』(有斐閣・2014年)。

既判力４（相殺の抗弁と既判力・重複起訴の禁
止）
　民事訴訟法が例外的に既判力対象とする、相殺
の抗弁に対する判断についての既判力の作用につ
いて説明する。その後、相殺の抗弁の判断に対す
る既判力と重複起訴の禁止との関係についても、
判例の展開をフォローしながら説明する。

同上

既判力５（時的限界）
　既判力の時的限界について一般的な説明を行っ
た後、既判力標準時後の形成権の行使と既判力と
いう、既判力の時的限界に関する応用問題につい
て詳述する。

同上

既判力６（主観的範囲）
　既判力の主観的範囲について詳述する。とりわ
け、口頭弁論終結後の承継人の範囲、および、承
継人への既判力の作用について考える。

同上

確定判決のその他の効力
　既判力以外の判決の効力について説明を行う。
たとえば、反射的効力、構成要件的効力、執行力
などについて概観する。

同上

期末試験

既判力３（判決確定後の残額請求）
　既判力の客観的範囲に関する応用問題にも位置
づけられる、一部請求に対する判決確定後の残額
請求について詳論する。訴訟物、処分権主義、既
判力の客観的範囲、既判力に類似する効力につい
ての復習をしながら講義を進める。

同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

共同訴訟3（必要的共同訴訟１）
　固有必要的共同訴訟の成立要件、とりわけ共同
所有関係訴訟における必要的共同訴訟の
成否について扱う。

同上

共同訴訟4（必要的共同訴訟２）
　類似必要的共同訴訟の成立要件、および、必要
的共同訴訟の審判を中心に講義する。

同上

独立当事者参加１
　独立当事者参加の意義、構造、手続、要件につ
いて扱う。

同上

既判力の主観的範囲
　既判力の相対効の原則とその例外、とりわけ口
頭弁論終結後の承継人や反射効を扱う。

同上

共同訴訟１(共同訴訟の発生原因)
　共同訴訟の発生原因・態様について講義する。

同上

共同訴訟2（通常共同訴訟）
通常共同訴訟の要件、および、共同訴訟人独立の
原則とその修正について講義する。

同上

訴訟物・既判力の客観的範囲と複数請求訴訟
　訴訟物や既判力の復習を行いながら、訴えの客
観的併合、訴えの変更、反訴を扱う。

同上

講義
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

本講義は、受講者が、民事訴訟の判決手続(第一審手続)について一通り理解していることを前提に、
さらに発展的な領域である、複雑な訴訟手続と上訴制度を概観することを通じて、民事訴訟における
基本的な理解をさらに深め、民事訴訟法に関する具体的な事例問題に対応できる論述能力を高めるこ
とを目的とする。
本講義では、これらの複雑な制度の基礎にある原理および規律を正確に理解し、その上で、具体的な
事例において、その原理および規律を適用し、問題を適切に解決する能力を身につけることを到達目
標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
第１審訴訟手続の復習
　民事訴訟の判断構造や、訴え提起から判決の言
渡しまでの訴訟手続の流れを復習する。

授業開始前から、民事訴訟手続を概観できるテキ
スト（「教材」の欄参照）を通読するなどして、
第一審手続について復習を十分にしておくことが
求められる。また、授業前および授業後におい
て、授業で扱った箇所に対応する教科書の叙述を
丁寧に熟読することが求められる。さらに、授業
前に配布するレジュメに基づいて講義を行い、さ
らに、各授業において前回の授業の復習事例問題
を原則として課す予定であるので、授業前および
授業後にレジュメを熟読し、問題を検討してくる
のみならず、レジュメや教科書に引用された文献
や判例を入手し、精読することが求められる。

2024年度前期 曜日・時限 月曜4限

1FCB216010 科目ナンバリング FCALAW81023-J1
民事訴訟法2（複雑な訴訟・上訴）
鶴田　滋
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第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

（１） 到達目標の達成度について評価を行う。
（２） 相対評価。期末試験(筆記試験)の結果(比率70％)と中間小テスト（5月から6月に実施予定・比
率30％)により評価する。
（３） 合格（単位取得）のための最低基準　基礎的な事例問題について、条文等を示して問題の所在
を指摘し、一定の具体的な結論を導くことができること。

とくになし。

高田裕成＝畑瑞穂＝垣内秀介『民事訴訟法判例百選(第6版)』(有斐閣・2023年)

三木浩一＝笠井正俊＝垣内秀介＝菱田雄郷『民事訴訟法(LEGAL QUEST)(第4版)』(有斐閣・2023
年)、伊藤眞『民事訴訟法(第8版)』(有斐閣・2023年)、松本博之＝上野泰男『民事訴訟法(第8版)』
(弘文堂・2015年)、高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上)(第2版補訂版)』(有斐閣・2013年)、高橋宏志
『重点講義民事訴訟法(下)(第2版補訂版)』(有斐閣・2014年)
その他、授業開始前に通読することを薦める入門書として、渡部美由紀＝鶴田滋＝岡庭幹司『民事訴
訟法』(日本評論社・2016年)

再審
　既判力排除の手段としての再審制度を概観し、
その後、確定判決が不当取得された場合
の敗訴当事者の救済方法についても扱う。

同上

期末試験 同上

訴訟承継
　訴訟承継全般、とりわけ参加承継と引受承継に
ついて扱う。

同上

上訴１（控訴）
　上訴制度全般を概観した後、控訴について、と
りわけ不利益変更禁止の原則と付帯控訴について
扱う。

同上

上訴２（上告、抗告）
　上告および抗告について講義するが、その中で
もとりわけ上告理由、上告受理申立ての
理由、破棄判決の拘束力について扱う。

同上

独立当事者参加２
　引き続き、独立当事者参加における手続規律、
および、訴訟脱退について扱う。

同上

補助参加１
　補助参加の意義および要件を中心に講義する。

同上

補助参加２、訴訟告知
　補助参加人の地位、補助参加人に対する判決の
効力、および、訴訟告知を中心に講義す
る。

同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

訴訟上の相殺と二重起訴の禁止
　訴訟上の相殺とそれに関連する訴訟上の諸問題
を検討する。例えば、相殺の抗弁と二重起訴の禁
止規定（民訴法142条）との関係や、相殺の抗弁
と確定判決の既判力（民訴法114条2項）に関する
問題を検討する。後掲教科書：UNIT. 1（重複訴訟
の禁止と相殺の抗弁）

同上

処分権主義①（申立事項と判決事項の一致）
　民事訴訟の中心原則である処分権主義の一内容
としての申立て拘束原則（民訴法246条）の意義
とその適用を、立退料判決や債務不存在確認訴訟
を例にして考察する。後掲教科書：UNIT. 7（処分
権主義）

同上

訴えの利益・訴訟要件の審査
　訴訟要件の１つである「訴えの利益」の判断基
準および取扱いを考察する。とくに訴えの利益に
ついては、確認の訴えにおける訴えの利益（確認
の利益）に関する具体例を取り上げるほか、訴え
の利益を中心として、訴訟要件の審理・判断のあ
り方を検討する。後掲教科書：UNIT. 5（訴えの利
益）

同上

演習
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

民事訴訟法が定める「判決手続」のうち、第一審手続における手続法上の一般的問題と、多数当事者
訴訟・複数請求訴訟などの複雑訴訟ならびに上訴・特別訴訟手続における手続法上の諸問題を取り上
げる。実際の裁判例の事件を範として作成された具体的事例（設例）と、その事例に関連する様々な
設問を検討することを通じて、民事訴訟法の規律がどのような場面でどのように機能するか、またそ
の規律がどのように理解され、適用されるべきかを考える。このことにより、民事訴訟法に関する具
体的な事例問題に対応できる論述能力を高めることを目的とする。

本演習は、民事訴訟法の判決手続について一通り基本的理解のある受講者が、判決手続に関する自分
の基本的知識を確認しながら、さらにその理解を深め、その知識を具体的な事案へ応用する能力を身
につけることを目標とする。そのため、本演習では、実際の裁判例の事件を参考に作成された事例問
題（後掲教科書の設例および設問）が取り上げられ、受講生は、その事例問題に関連する判例および
文献を参考にしながら自分で問題の解決を試みることが要求される。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
当事者能力と当事者適格
　当事者能力の有無が問題となる「法人でない団
体」をめぐる訴訟を例にして、当事者能力、当事
者適格（任意的訴訟担当）等の問題を検討する。
また、環境紛争などの集団的紛争における当事者
適格の問題も取り上げる予定である。後掲教科
書：UNIT. 4 （集団訴訟）

受講者は、教科書（後掲）の事例問題を、自分の
基本書、ならびに教材に収録されている判例・文
献資料を活用して検討し、自分でそれに対する解
答を作成して、授業に臨む必要がある。また、授
業後は、授業で取り上げた事柄の確認と、授業で
十分に取り上げることができなかった箇所の補充
ができるよう、補習資料を配布する予定であるの
で、それも活用しながら、しっかり復習をするこ
とが必要である。

2024年度後期 曜日・時限 金曜3限

1FCB217010 科目ナンバリング FCALAW81024-J2
民事訴訟法総合演習
鶴田　滋、高田　昌宏
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

必要的共同訴訟
　相続関係訴訟を例にして、必要的共同訴訟の規
律を検討する。とりわけ、固有必要的共同訴訟の
成否をめぐる問題を考察する。後掲教科書：
UNIT. 30（相続関係訴訟）

同上

同時審判申出共同訴訟・補助参加
　同時審判申出共同訴訟の制度を考察するととも
に、補助参加制度について、参加要件をなす「補
助参加の利益」、参加の効果としての「参加的効
力」とその範囲、訴訟告知とその効果などを検討
する。後掲教科書：UNIT. 22（補助参加と同時審
判申出訴訟）

同上

既判力の作用・既判力の時的限界
　確定判決の既判力がどのように作用するかを、
訴訟の基準時後の形成権行使のケースを例に考察
する。後掲教科書：UNIT. 18（既判力の時的限
界）

同上

既判力の客観的範囲
　既判力の客観的範囲の規律を取り上げるととも
に、判例・学説による紛争蒸返し禁止の法理の形
成について考察する。後掲教科書：UNIT. 17（判
決効の客観的範囲と上訴の利益）

同上

既判力の主観的範囲
　既判力の主観的範囲に関する規律で問題となる
口頭弁論終結後の承継人などを、具体的な事例を
通じて考察する。また、執行力の主観的範囲や反
射的効力についても検討する。後掲教科書：
UNIT. 19（判決効の主観的範囲）

同上

弁論主義（裁判上の自白を含む）
　弁論主義の意義および内容を確認したうえで、
弁論主義と密接に関わる「裁判上の自白」の法理
につき、自白の要件、効果、対象（間接事実・補
助事実の自白、権利自白）などの重要な論点を取
り上げる。後掲教科書：UNIT. 9（弁論主義・自
白）

同上

口頭弁論とその準備
　口頭弁論に関する規律に関する理解を深めなが
ら、口頭弁論の準備のための制度と、攻撃防御方
法の提出に関する規律を考察する。後掲教科書：
UNIT. 11（口頭弁論の準備）

同上

証明責任・証明軽減
　訴訟の背骨とも称される証明責任の意義とその
分配ルールについて確認したうえで、証拠偏在の
事案での証明責任を負わない当事者の主張・立証
負担の問題を取り上げる。また、それに関連し
て、証明負担の軽減の諸方策、証明の前提となる
証拠収集の手段（文書提出命令など）についても
考察する。後掲教科書：UNIT. 13 (立証活動)

同上

処分権主義②（一部請求）
　債権者が債権の一部を訴求した場合、手続上ど
のような問題が生じるか。いわゆる一部請求の問
題を通じて、処分権主義のみならず、訴訟物、既
判力、信義則等にも考察の幅を広げるとともに、
それらの相互の関係を検討する。後掲教科書：
UNIT. 16（一部請求）

同上
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第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

（１） 到達目標の達成度について評価を行う。
（２） 相対評価。期末試験(筆記試験)の結果(比率70％)、および、中間小テスト（11月から12月に実
施予定・比率30％）により評価する。
（３） 合格（単位取得）のための最低基準　より複雑な事例問題について、条文等を示して問題の所
在を指摘し、一定の具体的な結論を導くことができること。
とくになし。

三木浩一＝山本和彦編『ロースクール民事訴訟法〔第5版〕』（有斐閣・2019年）を基本教材として
使用する。必要に応じて、事例問題、参考判例、論点、参考文献等を示した資料を配布する。

三木浩一＝笠井正俊＝垣内秀介＝菱田雄郷『民事訴訟法〔第4版〕』（有斐閣・2023年）、長谷部由
起子『民事訴訟法〔第3版〕』（岩波書店・2020年）、高橋宏志『民事訴訟法概論』（有斐閣・2016
年）、同『重点講義民事訴訟法（上）〔第2版補訂版〕』(有斐閣・2013年)、同『重点講義民事訴訟
法（下）〔第2版補訂版〕』（有斐閣・2014年）、高田裕成＝畑瑞穂＝垣内秀介編『民事訴訟法判例
百選〔第6版〕』（有斐閣・2023年）

複数請求訴訟・控訴
　複数請求訴訟として、訴えの変更、反訴、およ
び請求の併合を取り上げ、それらの手続上の諸問
題を考察する。また、これとあわせて、上訴の利
益や不利益変更禁止の原則などの上訴の基本問題
を検討する。後掲教科書：UNIT. 21（複数請求訴
訟と控訴）

同上

期末試験 同上

独立当事者参加
　難解な独立当事者参加の規律を正確に理解でき
るよう、具体例を検討する。独立当事者参加の要
件、独立当事者参加訴訟の審判、二当事者訴訟へ
の還元を主に取り上げる。後掲教科書：UNIT. 23
(独立当事者参加)

同上



64 / 178

科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

同上 同上

損害賠償請求事例について①②
交通・医療・労災・運送品紛失事故等の事例を素
材として、債務不履行・不法行為による損害賠償
請求について、請求権が競合する場合の法的構
成、過失（注意義無違反）判断の構成、過失相
殺、損害論等について検討する。

同上

同上 同上

登記手続請求事例について①②
不動産の売買・担保権の設定等による登記手続請
求に関する事例を素材として、対抗要件等の法的
分析、訴訟物たる請求権、主要事実・間接事実、
立証責任の分配等の検討を行なうとともに、民事
執行・民事保全手続についても検討する。

同上

同上 同上

賃貸借契約終了による不動産明渡請求事例につい
て①②
賃貸借の終了による不動産明渡請求に関する事例
を素材として、明渡請求をする側とその相手方の
それぞれの立場から、法的構成、訴訟物たる請求
権、主要事実・間接事実、立証責任の分配等の検
討を行なうとともに、民事執行・民事保全手続に
ついても検討する。

同上

同上 同上

演習
3年 単位数 2.0単位

民事紛争の具体的な事例を素材として、法律実務家の立場から実体法と手続法の実務的な活用の訓練
をし、これにより法律実務家に求められる法的構成能力の習得と、訴訟・執行手続の実務的理解が得
られることを目的とし、現実に生起する多様且つ複雑な事実を多角的に分析し、実体法的観点からの
法的構成を整理することによって、具体的解決のための手法を理解することができる。
毎回、予習課題を出し、受講生はこれについて充分な予習を行い、授業において、その成果を発表す
ることなどにより、上記に併せて、論述の能力を涵養するための指導も行なう。

具体的事例において各当事者の主張を法的に分析する能力を習得するとともに、それに基づく権利の
実現手続を理解することができる。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
貸金返還請求事例について①②
貸金返還請求（保証債務履行請求を含む）に関す
る事例を素材として、法的構成、訴訟物たる請求
権、主要事実・間接事実、立証責任の分配、表見
代理、無権代理等の検討を行なうとともに、訴訟
手続等の実務的問題についても検討する。

毎回、あらかじめ提供する具体的な紛争事案につ
いて、予習⇒授業⇒復習を必ず行なう。

2024年度後期 曜日・時限 金曜2限

1FCB218010 科目ナンバリング FCALAW81025-J2
民事法総合演習（実務民事法総合演習）
仲田　哲
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第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
（１）到達目標の達成度について評価を行なう。
（２）学期末試験：90％　授業における議論への参加状況や学習への積極性の評価：10％
（３）単位修得のための最低基準
現実に生起する事案について実体法・手続法的観点からの法的構成を整理し、その解決方法を探るこ
と。

毎回、あらかじめ提供する具体的な紛争事例について検討し、授業を経た後それを踏まえて復習をす
る。

各授業毎に、具体的な紛争事例を教材として提供する。

各紛争事例毎に、各授業時に説明する。

あらかじめ配布する「予習課題」について検討し、授業を経た後、配布する「手控え」（レジュメ）
を参考にして復習をする。このように、予習→授業（演習）→復習をすべて行なうことによって初め
て授業（演習）の成果が挙がるのである。

抵当権について
抵当権に関し、3年次後期において、理解の程度
を確認し、理解を深める必要があると考えられる
事項について検討する。

同上

期末試験

いわゆる会社訴訟について
株式会社における新株発行に関する訴訟、株主代
表訴訟等のいわゆる会社訴訟（仮処分を含む）お
よびこれに関連する問題について検討する。

同上

抵当権に基づく物上代位に関する事例について
抵当権に基づく物上代位の事例を素材として、物
上代位の果たす機能、および、同一不動産に対す
る抵当権者・一般債務者・当該不動産の賃借人等
の関係者との間の優劣関係等について検討する。

同上

相続に関する事例について
相続に関する紛争事例を素材として、2019年7月1
日から施行された改正民法（いわゆる「相続法改
正」）における改正点を中心に、相続人の相続財
産に対する権利関係、遺産分割、遺言、遺留分等
について検討する。

同上

譲渡担保に関する事例について
集合動産譲渡担保に関する事例を素材として、譲
渡担保権の性質・要件等について整理したうえ、
譲渡担保権者と譲渡担保権設定者との間、複数の
譲渡担保権者の間、および譲渡担保権者と第三者
との間における法律関係について検討する。

同上

会社の取締役・監査役の責任に関する事例につい
て
会社の金員借入れ・債務負担等に関する紛争事例
を素材として、取締役・監査役の責任について検
討する。

同上

金銭債権に関する事例について
金銭債権の集合譲渡担保・相殺・弁済等をめぐる
紛争事例を素材として、債権者・債務者・第三債
務者等の関係者から予想される主張並びにこれに
対する反論について、それぞれ法的分析を行なう
とともに、その当否について検討する。

同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報
授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

到達目標の達成度を測るため、以下により絶対評価の方法を用いる。試験成績（中間試験若しくはこ
れに替えて課す課題レポート等を含む。内訳：中間試験若しくはレポート20%、期末試験80%）
80%、（基本的知識や条文等の解釈・適用に関わる主要な考え方について問う）課題への取組み
20％。具体的事例に即した問題については、刑法総論に関する基本的な知識を踏まえ、適切な条文を
あてはめて論理的に解答を導くことが単位取得の最低限度の基準である。

予復習を欠かさぬようにすること。

特に指定する教科書はないが、講義で頻繁に参照する文献として以下のものがある。山口厚『刑法総
論（第3版）』（有斐閣）、松原芳博『刑法総論（第3版）』（日本評論社）

別冊ジュリスト『刑法判例百選Ⅰ（第8版）』（有斐閣）

過失 同上

期末試験

責任能力 同上

故意 同上

錯誤 同上

違法性阻却事由：法定事由 同上

超法規的違法阻却事由 同上

責任論 同上

構成要件要素：客観的要素（因果関係） 同上

構成要件要素：主観的要素 同上

違法論 同上

刑法の効力 同上

構成要件論：概論 同上

構成要件要素：客観的要素（主体、行為等） 同上

犯罪論体系と犯罪論の思考方法 同上

講義
法律基本科目
1年 単位数 2.0単位

刑法の基礎理論及び刑法典第１編総則のうち、構成要件該当性、違法性、責任の内容を講述する。

普通刑法並びに特別刑法上の犯罪に共通する犯罪の一般的要素に関して、その概念、内容につき正確
な知識を習得すると共に、犯罪の成否を論じる際の判断基準を、具体的事例に則して体系的に思考す
る能力を身につける。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
刑法の意義、目的、機能、刑法の解釈指針 事前学習：授業計画に合わせて、体系書の該当部

分を読み、概要を理解する。
事後学習：講義で扱った内容を整理し、理解困難
な部分を補充する。

2024年度前期 曜日・時限 火曜2限

1FCB301010 科目ナンバリング FCALAW71026-J1
刑法第1部A（総論・犯罪論および刑罰論の基礎）
金澤　真理
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

到達目標の達成度を測るため、以下により絶対評価の方法を用いる。試験成績（課題レポート等を含
む。内訳：レポート20%、期末試験80%）80%、（基本的知識や条文等の解釈・適用に関わる主要な
考え方について問う）課題への取組み20％。具体的事例に即した問題については、刑法総論に関する
基本的な知識を踏まえ、適切な条文をあてはめて論理的に解答を導くことが単位取得の最低限度の基
準である。
予復習を欠かさぬようにすること。

罪数論 同上

期末試験 同上

同上 同上

同上 同上

同上 同上

共犯論の諸問題
・過失犯と共犯
・身分犯と共犯
・共犯と錯誤
・共犯関係からの離脱
・不作為と共犯

同上

同上 同上

同上 同上

共同正犯、間接正犯 同上

教唆犯 同上

幇助犯 同上

中止犯・中止未遂 同上

犯罪への関与形態、正犯と共犯の区別 同上

共犯の処罰根拠 同上

不能犯 同上

講義
法律基本科目
1年 単位数 2.0単位

刑法典第１編総則のうち、処罰拡張事由たる未遂、共犯について、刑法第1部Ａを受講した者を対象
に、応用的発展的内容を含めて講述する。

刑法学において用いられる概念、内容につき正確な知識を習得すると共に、体系的な論理的思考力を
身につける。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
未遂、予備の概念 事前学習：授業計画に合わせて、体系書の該当部

分を読み、基本的内容を理解する。
事後学習：講義で扱った内容を整理し、理解困難
な部分を補充すると共に基本的知識の習得ができ
ているか自ら確認する。

2024年度後期 曜日・時限 火曜4限

1FCB302010 科目ナンバリング FCALAW71027-J1
刑法第1部B（総論・犯罪論の展開）
金澤　真理



68 / 178

教科書

参考文献

特に指定する教科書はないが、講義で頻繁に参照する文献として以下のものがある。山口厚『刑法総
論（第3版）』（有斐閣）、松原芳博『刑法総論（第3版）』（日本評論社）

別冊ジュリスト『刑法判例百選Ⅰ（第8版）』（有斐閣）
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回

成績評価方法

絶対評価。上記達成目標にてらし、期末試験の成績80%、授業期間中の取組（レポートを予定）20%
で評価する。
　主たる評価基準としては、論理的に文章が構成されているかどうか、当該犯罪の要件が理解されて
いるかどうか、論点が理解されているかどうか、事例問題については、当該事例に要件が的確にあて
はめられているかどうか。これらの点に大きな欠陥があれば不合格となる。

国家的法益にたいする罪 同上

期末試験

財産にたいする罪(6)——その他の財産罪概説 同上

社会的法益にたいする罪(1) 同上

社会的法益にたいする罪(2) 同上

財産にたいする罪(3)——占有移転罪（奪取罪） 同上

財産にたいする罪(4)——占有移転罪（奪取罪） 同上

財産にたいする罪(5)——占有移転罪（奪取罪） 同上

名誉にたいする罪 同上

財産にたいする罪(1)——財産罪総論 同上

財産にたいする罪(2)——占有移転罪（奪取罪） 同上

身体にたいする罪 同上

自由にたいする罪(1) 同上

自由にたいする罪(2) 同上

生命にたいする罪(2) 同上

講義
法律基本科目
1年 単位数 2.0単位

刑法典第2編に規定されている主要な犯罪の内容を学ぶ。刑法第1部A・Bの授業と本授業により、刑
法の全体像がおおむね理解できる。

各犯罪の保護法益および成立要件の検討を通じて刑法の基本的な考え方を修得し、各犯罪の成立要件
を解釈し、その解釈を具体的事案に的確にあてはめていくことのできる能力を養うことを目標とす
る。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
生命にたいする罪(1) ＜ 事前学習＞

   授業計画に合わせて、体系書の該当部分を読
み、内容を理解する。関連する裁判例の事案・判
旨を読み、当該裁判例の趣旨・意義を理解する。
＜事後学習＞
   講義で扱った部分の内容を整理して理解困難な
部分を復習し、比較的単純な事例にあてはめて結
論を導けるかを試す。授業で十分扱えなかった当
該犯罪類型の他の論点や同種の犯罪類型につき、
体系書等で自学する。

2024年度前期 曜日・時限 水曜1限

1FCB303010 科目ナンバリング FCALAW71028-J1
刑法第2部（各論）
三島　聡



70 / 178

履修上の注意

教科書

参考文献

刑法第1部Ａとの関連も意識しながら、精力的に予習・復習をおこなうこと。
  基本書は文字どおりみなさんの勉強の拠り所になるもの。予習・復習とも基本書を中心に勉強し、
基本書の内容を深く読み取れるよう努力すること。
  復習のための事例問題を示すので、積極的に答案を作成してみること。作成した答案にたいして一
定の指導もおこなう予定。
教科書は指定しない。ただし、松原芳博『刑法各論〔第2版〕』（日本評論社、2021年）など、比較
的最近出版された研究者の単著を基本書とすることを強く勧める。
   判例教材として、山口厚ほか『判例刑法各論〔第8版〕』（有斐閣、2023年）を用いるので、必ず
購入すること。
必要に応じて授業で示す。



71 / 178

科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

介在事情の存在と因果関係
因果関係の存否判断に際し、判例は、実行行為の
危険性が結果へと現実化したか否かを基準に判断
されているとされる。行為後介在事情がある判例
を類型化して、因果関係の判断のあり方について
整理・分析する。

同上

闘争状況における正当防衛の成否
正当防衛の要件に関し、新たな基準をたてた判例
（最決平成29・4・26刑集71巻4号275頁）を基軸
として、闘争状況にある者の置かれた状況が正当
防衛の成否にどのような影響を与えるかを検討す
る。

同上

強要と緊急避難
強要等により心理的強制を受けて犯罪行為をした
者の罪責を緊急避難として不処罰とすることがで
きるか、近時の判例、学説動向を素材として法的
性格をめぐる議論を整理し、緊急避難の成立基準
を導出する。

同上

不作為犯における作為義務
公務員等特定の職に就く者の作為義務の内実と罪
責の関係について、薬害エイズ厚生省ルート事件
（最決平成20・3・3刑集62巻4号567頁）等を手
がかりに論究する。

同上

演習
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

本演習は刑法総論、各論の基本的知識を習得した者を対象とするものである。演習では、演習参加者
が、判例において扱われた事例を主たる素材に、論点の析出、理論構成の方法を討論を通じて主体的
に学習する。論点の分析や課題に即した設例の検討を通じて、法的な議論の方法を学び、適切な文書
化を実践して論述能力の向上をはかる。

具体的な事例を手がかりとして、演習参加者が相互に多様な観点から検討を加えることで、刑法理論
に関する深い思考を身につけ、実践的な刑法解釈論を展開することができるようになる。理論分析に
とどまらず、事案の特徴に着目した事例類型の整理、分析を踏まえた帰結を他者の見解に考察を加え
つつ私見を述べ、記述する力を身につける。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
罪刑法定主義と遡及処罰の禁止
罪刑法定主義の派生原理の一つである遡及処罰の
禁止の趣旨について、親告罪の取扱いの変更をめ
ぐる判例（最判令和2・3・10刑集74巻3号303
頁）を素材に考える。

項目ごとに課題を設定し、論述方式で解答する設
例を記載した教材を用いる。演習参加者は、事前
に上記教材の課題に取り組み、重要な概念や判例
の状況について正確な知識を身につけ、議論状況
を整理しておく。設例の論述方法に関しては、報
告担当を割り当てるが、担当者以外の者も答案構
成を練り、準備することが望ましい。演習後は、
報告や議論を参考に、各項目における論点に即し
た分析に基づき、応用課題に対しても論述を展開
できるよう努められたい。

2024年度後期 曜日・時限 月曜1限

1FCB304010 科目ナンバリング FCALAW81029-J2
刑法総合演習
金澤　真理
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第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

遺棄の概念
死産した双子のえい児の死体を段ボール箱に入れ
て自室にあった棚の上に置いて放置した行為につ
き、遺棄該当性を否定し、最終的に死体遺棄罪の
成立を否定した判例（最決令和5・3・24刑集77巻
3号41頁）をとりあげ、本罪の法益に照らし、遺
棄の概念を考察する。

同上

財産的利益の意義と二項犯罪の既遂時期
いわゆる二項犯罪の規定に関する財産上（不法）
の利益には、従来、債権の取得、債務の免除等の
法律行為による利益や施設利用や役務、サービス
の享受等も含まれるとされてきたが、どの範囲ま
でを保護対象とするかについては、なお議論があ
る。近時の判例（東京高判平成21・11・16判時
2103号158頁等）の動向を見つつ刑法が保護する
財産的利益の内容を明らかにする。

同上

被害者を利用した間接正犯
被害者を操って意思決定を封じ、自己を侵害する
行為をさせた者は如何なる罪責を問われるかにつ
き、間接正犯の理論の適用可能性が問われてきた
が、判例（最決平成16・1・20刑集58巻1号1頁）
を手がかりに、他人の意思決定を封じる行為の犯
罪論上の意義を再吟味する。

同上

中立的行為と幇助犯
適切な処罰範囲の限定が特に求められる幇助犯に
関し、中立的行為について故意による限定をは
かった判例（最決平成23・12・19刑集65巻9号
1380頁）の位置づけを確認し、幇助犯の処罰根拠
と限界を探る。

同上

未必の故意
認識ある過失との限界を画する未必の故意は、故
意の体系的地位をめぐる議論のみならず、如何な
る事実が認定されれば肯定されるかという刑事司
法の実践面でも主要な論点を形成する。具体的事
例に即して故意が認められる範囲と限界を考究す
る。

同上

過失犯と信頼の原則
過失犯の成立を限定する論理として、主に交通事
犯の処理のために実務で用いられてきた信頼の原
則の法理をチーム医療等の共同作業の現場に推し
及ぼした判例（最決平成19・3・26刑集61巻2号
131頁）等を手がかりに、行為者の過失責任を否
定する論拠となるかを考察する。

同上

キャッシュカード詐欺盗の実行の着手
キャッシュカード等を被害者に用意させて隙を見
てすり替える態様の行為が如何なる犯罪に該当す
るか、また、どの時点から着手と言えるかについ
て、最近出された判例（最決令和4・2・14刑集76
巻2号101頁）を素材に論点を整理し、判断基準を
精査する。

同上
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第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意
教科書
参考文献

到達目標の達成度を測るため、以下により絶対評価の方法を用いる。演習の準備、演習における取組
み（報告内容、質疑・討論を判断材料とする）を30%、期末試験を70%の割合で評価する。犯罪論の
基礎知識を踏まえ、事例で示された問題に適切な条文をあてはめて解答を示すことができることが最
低基準である。
予復習を欠かさぬようにすること

特に指定しない。

教材を配布する。

まとめ 同上

期末試験

不可（共）罰的事後行為と横領罪の成否
不可（共）罰的事後行為とされてきた従来の議論
を整理したうえで、横領後の横領について、従前
の判例を変更してその可罰性を肯定した判例（最
大判平成15・4・23刑集57巻4号467頁）を参考に
可罰性の限界を探る。

同上

公務員に対する業務妨害罪の成否
警察官等の公務員に対する業務妨害罪の成否につ
いては、公務執行妨害罪との関係を踏まえ、業務
妨害罪の保護対象たる業務の中に公務が含まれる
かが問われてきたところ、判例（最決平成31・
2・26 LEX/DB25563043）を素材として偽計によ
り侵害される公務を如何に保護すべきかについて
検討する。

同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

被疑者・被告人の防禦 黙秘権保障の趣旨と効果を理解する。弁護人依頼
権および接見交通権の条文上の根拠と意義を理解
し、接見指定の可否、秘密交通のあり方について
検討する。

公訴の提起、訴因の機能、訴因の明示及び特定 国家訴追主義、起訴独占主義、起訴便宜主義、起
訴状一本主義の条文上の根拠と意義を理解する。
検察官の不起訴処分の制度趣旨および公訴権濫用
論を理解する。訴因の機能を理解する。訴因の明
示及び特定の趣旨を理解し、判例及び学説を踏ま
えて検討する。

逮捕、勾留① 逮捕（通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕）の条文
上の根拠と要件、勾留の実体的要件を理解する。

逮捕、勾留② 逮捕・勾留に関する諸問題として、逮捕前置主
義、事件単位原則、逮捕・勾留の1回性の原則の
条文上の根拠と意義を理解するとともに、別件逮
捕・勾留の問題の所在と考え方を検討する。

捜索・差押え、検証、体液の採取等 令状による捜索・差押えの実体的要件を理解し、
その範囲について検討する。逮捕に伴う捜索差押
えの対象物およびその範囲について、判例や学説
を踏まえて検討する。

強制捜査と任意捜査②、捜査の端緒（職務質問、
所持品検査、交通検問等）

強制捜査と任意捜査の区別の基準を検討する
（GPS捜査、任意出頭・同行後の取調べの限界、
おとり捜査の意義とその適否の判断基準につい
て、判例や学説の状況を理解する。）。行政警察
活動と司法警察活動の関係をふまえ、職務質問の
法的根拠・要件、質問のために対象者を停止させ
る行為の限界、所持品検査の法的根拠・要件とそ
の限界、自動車検問の法的根拠・要件について検
討する。

講義
法律基本科目
1年 単位数 2.0単位

この授業は講義形態で行われる。本講義では、2年次の「刑事訴訟法総合演習」、3年次の「刑事法理
論の展開」「刑事訴訟実務の基礎」「刑事模擬裁判」を受講するうえで不可欠な刑事訴訟法に関する
基本原理や知識を扱う。

この講義をとおして、刑事訴訟法の基本原理、諸制度、用語についての基本的知識を体系的に養うと
ともに、個別の論点をめぐる判例の立場や学説の状況を理解し修得することが、この講義の目標であ
る。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
刑事訴訟法の基本原理、捜査の基本原理、強制捜
査と任意捜査①

強制処分法定主義、令状主義、比例原則等の意
義・趣旨を理解する。強制捜査と任意捜査の区別
の基準を検討する（捜査手段としての写真撮影・
ビデオ撮影の法的性質とその要件について、判例
や学説の状況を理解する。）。

2024年度後期 曜日・時限 木曜3限

1FCB305010 科目ナンバリング FCALAW71030-J1
刑事訴訟法
松倉　治代
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第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

１．到達目標の達成度について評価を行う。
２．評価方法とその割合
（１）絶対評価。
（２）期末試験を100％として評価する。
３．合格（単位習得）のための最低基準
具体的な事案において、事案を分析し、根拠条文をあげ、判例を参照しつつ要件の充足を示したうえ
で判断し、どのような結果が発生するかを、おおむね説明できる。
・8月実施予定のガイダンスにて示す（やむを得ず欠席した者は、当日配布物を必ず受け取るこ
と）。

裁判 一事不再理を理解する。上訴・再審の手続の流れ
について理解する。

期末試験 期末試験を振り返り、疑問点等を解消しておく。

伝聞例外② 刑事訴訟法321条以下が定める伝聞例外が認めら
れる根拠を踏まえた上で、検面調書、実況見分調
書、伝聞供述、再伝聞、弾劾証拠等について学
ぶ。

違法収集証拠排除法則 違法収集証拠排除法則の根拠と基準を、判例や学
説を踏まえて検討する。

自白法則、補強法則 自白法則の趣旨と条文上の根拠を理解する。補強
法則の趣旨と内容を理解する。

公判前整理手続、公判手続、証拠法総論 公訴提起後の手続の流れを理解する。被告人の出
頭確保に関する制度の意義について条文に即して
理解する。証拠開示制度の趣旨・目的を理解し、
判例や学説を踏まえて検討する。証拠能力と証明
力の概念、関連性の概念、証拠裁判主義、自由心
証主義の意義を理解する。

伝聞法則① 伝聞法則の趣旨を理解し、伝聞証拠にあたるか否
かの区別とその根拠について検討する。

伝聞法則②、伝聞例外① 伝聞法則の趣旨を理解し、伝聞証拠にあたるか否
かの区別とその根拠について検討する。刑事訴訟
法321条以下が定める伝聞例外が認められる根拠
を理解する。

訴因変更 訴因制度の意義を理解した上で、訴因変更の要
否・可否・許否の基準について、判例や学説を踏
まえて検討する。
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教科書

参考文献

（1）六法（最新版）は必須。
（2）レジュメを配布する。
（3）刑事訴訟法判例百選、葛野尋之・中川孝博・渕野貴生『判例学習・刑事訴訟法』（法律文化
社）、三井誠編『判例教材 刑事訴訟法』（東大出版会。本書を利用する場合は出版社HPで最新判例
を補訂すること）のうち、いずれかを必ず用意すること。最新版のものが望ましい。なお、三井誠編
『判例教材 刑事訴訟法』（東大出版会）には判例解説が付されていないので、十分注意すること。
（4）教科書は特に指定しないが、「授業を聞くだけ」では理解が難しい科目であるため、復習（予
習）の際に、下記基本書（概説書）いずれかを利用されたい。
　　  基本書（概説書）として、斎藤司『刑事訴訟法の思考プロセス』（日本評論社）、宇藤崇・松
田岳士・堀江慎司『刑事訴訟法』（有斐閣）、上口裕『刑事訴訟法』（成文堂）、酒巻匡『刑事訴訟
法』（有斐閣）、光藤景皎『刑事訴訟法Ⅰ』『刑事訴訟法Ⅱ』『口述刑事訴訟法 下』、白取祐司『刑
事訴訟法』（日本評論社）、田口守一『刑事訴訟法』（弘文堂）、福井厚『刑事訴訟法講義』（法律
文化社）、中川孝博『刑事訴訟法の基本』（法律文化社）、福島至『基本講義 刑事訴訟法』（新世
社）等をおすすめする。なお、近年の刑訴法改正を踏まえ、発行年をご確認のうえ利用されたい。
　　  特に、自学自習に際して、緑大輔『刑事訴訟法入門』（日本評論社）、古江賴隆『事例演習刑
事訴訟法』（有斐閣）、斎藤司『刑事訴訟法の思考プロセス』（日本評論社）、吉開多一・緑大輔・
設楽あづさ・國井恒志『基本刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ』（日本評論社）、川出敏裕『判例講座刑事訴訟法
【捜査・証拠篇】』『同【公訴提起・公判・裁判篇】』（立花書房）等は、学習者がつまずきやすい
判例や学説を理解するコツや思考プロセスを分かりやすく示している。

なし
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

訴因
  訴因に関する基本的知識を修得させる。訴因の
意義、特定、変更のうち、訴因の変更を中心に検
討する。

同上

無令状の捜索・差押え
  無令状の捜索・差押えの場所的・時間的限界、
物的範囲など、無令状の捜索・差押えをめぐる重
要問題を具体的事例に即して検討する。

同上

違法収集証拠の証拠能力(1)
  違法収集証拠の証拠能力をめぐる基本的知識を
修得させる。排除法則の根拠、排除の基準、排除
の申立適格などについて検討する。

同上

違法収集証拠の証拠能力(2)
   派生証拠の証拠能力について検討する。

同上

令状にもとづく捜索・差押え
  令状における捜索場所・差押え目的物の明示、
令状による捜索・差押えの範囲など、令状にもと
づく捜索・差押えをめぐる重要問題を具体的事例
に即して検討する。

同上

演習
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

刑事訴訟法の基本知識をもつ学生を対象に、具体的な事例をもとにして、同法に関する理論的な検討
をおこなうとともに、当該手続において実務法曹としてどのように活動したらよいのかを考えさせる
演習。各回の演習では、十分な予習があることを前提に、双方向の議論をおこなって、課題について
検討を深める。課題により、学生自身の主張を裁判所に提出する意見書などの形式で事前に書面化さ
せる。このような書面化の作業を通じて、論述能力を養う。
　第１回は三島と高見の２名でおこない、その後第２回から第９回を三島が、第１０回から１５回を
髙見が担当する。
到達目標は、刑事訴訟法に関する個別の課題に対し、法規、判例、学説を活用して、実務法曹として
いかに対処するのか、その点についての基本的素養を修得することである。より具体的には、刑事訴
訟法の基本事項の理解のうえに、主要論点について判例を踏まえて検討し、事例を的確に処理できる
能力、訴訟関係者の立場にたって、事案を分析しポイントのついた主張をなしうる基本的な能力を養
うことを主眼とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
職務質問
  職務質問に関連する事項についての基本的知識
を修得させる。具体的には、職務質問の要件、職
務質問の際の実力行使、職務質問にともなう所持
品検査などを扱う。

＜事前学習＞
　電子掲示板等で予習事項を具体的に示すので、
それにしたがって、その関連事項も含めて学習す
ること。
＜事後学習＞
　授業で扱った基本事項、教員が強調した内容を
復習するとともに、当該事案をどのように解決す
べきか検討すること。

2024年度前期 曜日・時限 木曜3限

1FCB306010 科目ナンバリング FCALAW81031-J2
刑事訴訟法総合演習
三島　聡、高見　秀一
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第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

捜査官の暴行・脅迫・偽計・利益誘導に対する法
的措置
   接見した被疑者から、捜査官から暴行・脅迫・
偽計・利益誘導を受けたという告白を受けた弁護
人が採りうる手段について、現行法がどのような
手続を用意しているのかを整理し、その諸手続の
際に弁護人が行うべき具体的な活動を検討させ、
行うべき弁護人の主張の骨子も議論・検討させ
る。「被疑者取調べ適正化のための監督に関する
規則」による苦情の申出についても触れる。

同上

保釈
   保釈の要件と手続を確認させるとともに、起訴
後に勾留されている被告人を釈放する（保釈制度
以外の）法的手段を調査させる。演習では、保釈
についての最高裁決定を配布して、事案の流れ、
手続の流れについて、刑訴法・刑訴規則のいかな
る規定に対応しているのかを議論させたのち、否
認したまま起訴された被告人についての保釈請求
却下の裁判に対して、弁護人のとりうる法的手段
等を検討させる。
　

同上

伝聞例外(2)
   伝聞例外のうち、検察官面前調書の証拠能力に
関する論点について検討する。

同上

捜査段階の強制処分に関する規定
   近時の具体的な最高裁判例を用いて、刑訴法・
刑訴規則・警職法・犯罪捜査規範等の条文規定の
文言が具体的に何を意味しているのかについての
理解を深めさせる。

第１０回から１５回については、当該講義に必要
な資料及び予習事項を、事前（電子掲示板あるい
は前回授業の際）に交付するので、その予習事項
を意識しながら資料を読み込んで、講義での質疑
や討論に応じることができるように準備する。
   事後は、配布されたレジュメ等に基づいて復習
すること。

逮捕、勾留に関する手続規定
   逮捕・勾留から公訴提起までの手続規定を、刑
訴法・刑訴規則・犯罪捜査規範などに基づいて整
理する。警職法の条文についても触れる。 また、
逮捕・勾留されている被疑者を身体拘束から解放
するための弁護活動としてどんなことができるの
かを、上記の条文規定の文言に対応させる形で、
整理・分析させる。

同上

伝聞法則・伝聞証拠の意義
   伝聞証拠の排除法則に関する基本的知識を修得
させる。伝聞証拠の定義、伝聞排除の根拠、伝
聞・非伝聞の区別を扱う。

同上

伝聞例外(1)
   伝聞例外のうち、とくに実況見分調書の証拠能
力、現場供述と現場指示の区別につき、理解を深
めさせる。

同上
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第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価。学期末に筆記試験を実施する。この筆記試験の結果を中心に評価し、80点を配分する。そ
のほか、演習で提出を求めた書面、演習での議論の仕方、表現技術などによる評価をおこない、20点
を配分する。いずれも髙見担当分5割、三島担当分5割で評価する。　上記の到達目標にしたがって、
その能力がどれだけ養えたかを評価する。刑訴法の基本事項や論点の理解、論理的な文章構成力があ
きらかに不十分な場合には不合格となる。

最初におこなう「基本知識の確認」に手間取ることなく「判例についての問い」等の本題にすみやか
に入れるよう、しっかり予習してくること。
  「基本書」は文字どおりみなさんの勉強の拠り所になるものである。予習・復習の際、もっと深く
読み込むこと。

三島担当分につき、後藤昭＝白取祐司編『プロブレム・メソッド刑事訴訟法30講』（日本評論社、
2014年）を使用する。その他、演習に必要な教材は、担当教員が作成して配布する。

判例教材として、三井誠編『判例教材刑事訴訟法〔第5版〕』(東大出版会、2015年)。
   演習書として、古江頼隆『事例演習刑事訴訟法〔第3版〕』（有斐閣、2021年）および高田昭正
『基礎から学ぶ刑事訴訟法演習』（現代人文社、2015年）。
　伝聞法則の参考書として、後藤昭『伝聞法則に強くなる〔第2版〕』（日本評論社、2023年）。
　髙見担当分についての参考書として、守屋克彦編著『刑事訴訟法における学説と実務——初学者の
ために』（日本評論社、2018年）。

裁判員裁判対象事件の被疑者弁護から公判弁護ま
で
   裁判員裁判の対象事件となる被疑事件につい
て、被疑者国選弁護人として選任された弁護士が
何をなすべきか、どんなことをしているのか、公
訴提起後、公判前整理手続を経て、公判期日に至
る手続、公判期日での手続等について、手続を概
観する。教員が実際に経験した事件をアレンジし
て、説明等を行いつつ、刑訴法・刑訴規則の条文
規定を確認させる。

同上

期末試験

自白の任意性・信用性
   意に添わない自白調書（検察官調書）を作成さ
れてしまった被疑者がそのまま起訴され、検察官
からその自白調書が取調請求された。その際の弁
護人の主張・争い方として考えられるものを検
討・議論させる。 事件が公判前整理手続に付され
たことを前提に、自白調書の取調方法について、
検察官による取調べ請求後の手続の流れを具体的
に説明し、自白の任意性・信用性についての争い
方、自白の任意性についての審理（立証）方法、
任意性の判断の枠組み等について、現行法規定で
はどのように規定されているのか（あるいは規定
されていないのか）について、整理・議論させ
る。その際実際にロールプレイさせ、理解を深め
させる。

同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

別件逮捕勾留の可否、精神状態の供述
　最決昭和52・8・9刑集32巻2号218頁
　浦和地判平成2・10・12判例時報1376号24頁
　最決昭和53・3・6刑集32巻2号218頁
　最決昭和63・10・25刑集42巻8号1100頁
（2019年）

同上

自招危難
　最2小決2008〔平20〕・5・20刑集62巻6号1786
頁

同上

任意取調べ限界、偽計による自白の任意性、類似
事実による立証
　最決平成1・7・4刑集43巻7号581頁
　最判昭和45・11・25刑集24巻12号1670頁
　最決平成24・9・7刑集66巻9号907頁
（2020年）

同上

講義
3年 単位数 2.0単位

刑法および刑事訴訟法の基本知識を有しその重要論点をひととおり理解している受講生を対象に、具
体的な刑事事例を素材として、重要論点を深く掘り下げ、当該事案を適切に解決できる能力を養う授
業。各回それぞれ独立のテーマを扱うこととし、重要判例を取り上げて検討する。
　試験を除く15回の授業のうち、川﨑が9回分、三島が6回分[第1、4、7、10、13、15回]を担当す
る。川﨑は主として刑事訴訟法を扱い、三島は主として刑法を扱う。三島担当分においては、あらか
じめ、判例類似の事案につき各自の処理方法（およびその思考過程）を示した書面（レポート）を作
成することが求められる。授業はその書面の報告をもとに進めていく。川﨑担当分においても、司法
試験問題（刑事訴訟法）等を素材として問題点の把握や分析をしたレポートをあらかじめ作成するこ
とを求め、授業はそのレポートをもとに進める。
重要判例を素材として、錯綜した事実の中から刑事法上の重要な問題点を把握する過程を理解し、そ
の問題点について理論的に分析し順序立てて論述する方法を体得することをめざす。事案と判例の立
場を明らかにし、その理論的・実際的問題点について掘り下げて検討する。判例の批判的検討を通じ
て、具体的な事案を実践的に処理するために必要な法的知識、分析能力、論述能力を養うことを目標
とする。すなわち、事案を的確に分析し、主要論点について判例を踏まえて検討し、事例を適切に処
理できる能力を養うことを主眼とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
放火・賄賂罪
　最3小決2003〔平15〕・4・14刑集57巻4号445
頁：駐車場にある無人の車両に放火した事例
　最3小決1986〔昭61〕・6・27刑集40巻4号369
頁：市長が、任期満了前に、近く実施される市長
選挙で再選されたばあいの職務に関し請託を受け
て金員を受領した事例
　最2小決1983〔昭58〕・3・25刑集37巻2号170
頁：公務員が異動により一般的職務権限を喪失し
た後に、私人が当該公務員に異動前の職務に関し
て賄賂を供与した事例

＜事前学習＞
   当該授業でとりあげる判例および最高裁調査官
解説（同解説があるばあい）をしっかり読んだう
え、担当教員から示される予習事項にそって学習
すること。
＜事後学習＞
   当該授業での判例の分析や論点の説明をしっか
り復習するとともに、当該事案について段階を踏
んで処理していけるかどうかを確認すること。ま
た、刑法・刑事訴訟法の他の関連論点についても
広く学習しておくこと。

2024年度前期 曜日・時限 木曜5限

1FCB307010 科目ナンバリング FCALAW81032-J1
刑事法理論の展開
三島　聡、川崎　英明
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

共犯関係の離脱・解消
   最3小決1994〔平6〕･12･6刑集48巻8号509頁：
量的過剰行為の途中での共犯関係の離脱の事例

同上

期末試験

おとり捜査の適否、訴因変更の要否
　最決平成16・7・12刑集58巻5号333頁
　最決平成13・4・11刑集55巻3号127頁
　最決平成24・2・29刑集66巻4号589頁
　最判昭和58・12・13刑集37巻10号1581頁
　（2022年）

同上

承継的共同正犯
　最3小決2017〔平29〕・12・11刑集71巻10号
535頁：特殊詐欺におけるだまされた振り作戦の
事例
　最2小決2020 〔令2〕・9・30刑集74巻6号669

同上

差押えの範囲、包括的差押、供述不能、犯行計画
メモ
　最判昭和51・11・18判例時報837号104頁
　最決平成10・5・1刑集52巻4号275頁
　最判昭和44・12・4刑集23巻12号1546頁
　東京高判昭和58・1・27判例時報1097号146頁
　（2021年）

同上

会話盗聴、約束自白と毒樹の果実、伝聞と非伝聞
　千葉地判平成3・3・29判例時報1384号141頁
　大阪高判昭和52・6・29刑裁月報9巻5＝6号334
頁
　東京高判昭和58・1・27判例時報1097号146頁
　（2015年）

同上

早すぎた構成要件実現
　最１小決2004〔平16〕・3・22刑集58巻3号187
頁：クロロフォルム事件

同上

領置の適法性、実況見分調書の証拠能力
　最決平成20・4・１５刑集62巻5号1398頁
　最決平成17・9・27刑集59巻7号753頁
　　（2023年）

同上

捜索差押令状の提示と必要な処分、弾劾証拠の証
拠能力
　最決平成14・10・4刑集56巻8号507頁
　最判平成18・11・7刑集60巻9号561頁
　（2017年）

同上

誤振込み
    最2小決2003〔平15〕・3・12刑集57巻3号322
頁

同上

任意取調べ限界と接見指定、公判前整理手続での
主張明示と被告人質問の限界
　最決昭和59・2・29刑集38巻3号479頁
　最判平成12・6・13刑集54巻5号1635頁
　最決平成27・5・25刑集69巻4号636頁
　（2016年）

同上

ビデオ撮影の適否、領収書等の証拠能力
　最決昭和51・3・16刑集30巻2号187頁
　最決平成20・4・15刑集62巻5号1398頁
　東京地決昭和56・1・22判例時報992号3頁
（2018年）

同上
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価。学期末に実施する筆記試験の結果を基本的な評価の対象として、80点を配分する。その
他、演習で提出を求めた書面、演習での議論の仕方、表現技術などを総合考慮して評価し、20点を配
分する。いずれも川﨑担当分６割、三島担当分４割で評価する。
　上記の到達目標にしたがって、その能力がどれだけ養えたかを評価する。刑法・刑訴法の基本事項
や事案の分析、論点の理解、論理的な文章構成力があきらかに不十分な場合には不合格となる。

判決・決定の原文で事案を確認すると、教科書等の説明よりもはるかに複雑で法的処理が困難なもの
が少なくない。予習の際、この点にも十分注意して判決・決定の原文を読むよう心がけること。
教科書はとくに指定しない。演習に必要な教材は、担当教員が作成して配布する。

参考資料は、必要に応じて授業期間に示す。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

訴訟能力と責任能力　　模擬事例を通じて、被告
人が精神障害者である場合の刑事裁判について、
各当事者がなすべき活動を考える。また、刑事責
任能力についての審理の在り方や，精神鑑定など
の問題を検討する。

訴訟能力の存否が争われる事例において、弁護人
として、どのような弁護活動を行うべきかについ
ての課題を事前検討しておく。訴訟能力及び刑事
責任能力の審理について学んだことを復習する。

公判手続の流れと当事者の諸活動　　冒頭手続き
から証拠調べ、論告・弁論に至るまでの公判につ
いての流れの中で、当事者が何に留意し、何を、
どう訴えるのか実践的に検討する。

違法収集証拠排除に関する事例を事前に検討し、
それに関連する判例を調査する。その上で、弁護
人として証拠請求に対してどのような意見を述べ
るべきかを考える。

事実認定１　事前に提出を受けた事実認定の課題
について、認定に際して考慮すべき論点を議論・
検討することを通じて、事実認定はどうあるべき
かを考える。

模擬記録に基づき、事前に事実認定のレポートの
提出を行う。事後は、授業の討議や、提出をした
レポートについて付された講師のコメントを元に
して、事実認定の手法についての復習を行う。

犯罪被害者　受講者に、犯罪被害者に説明を行う
検事役や犯罪被害者を支援する弁護士役になって
答えてもらうことを通じて、刑事手続きにおける
現行の被害者の占める地位と権限、及び検察官及
び被害者参加弁護士の役割を学ぶ。

模擬ケースにおいて、検察官及び弁護士役として
説明、支援をどうすればよいかを事前に検討して
おく。犯罪被害者に係る刑訴法、規則の規定を復
習する。

事前準備−証拠の収集・検討　　証拠の開示請求
をめぐる当事者間の攻防や開示された証拠を検討
する視点、証拠書類についての同意・不同意の検
討などについて考察する。

与えられた事例につき、どのような証拠開示を求
めるべきかなどを事前に検討する。証拠書類につ
き、各当事者の意見のあり方を復習する。

演習
法律基本科目
2年 単位数 2.0単位

本演習は、刑法並びに刑事訴訟法についての基本的知識を有している受講生を対象とし、現実に発生
した事例や判例をもとにした事実を素材として提供し、主に刑事公判手続にそっての重要な論点に即
して、事前に与えた予習用教材についての質疑応答やまとめを通じ、これまでに学んだ刑事法につい
て更なる理解を深めることを目的とする。講義にあたっては、予習用教材にそって、基礎的概念およ
び重要判例等を、適宜、質疑応答を通して検討する。受講生は、事前に十分な予習を行うことが求め
られる。このほか、関連する項目に関する課題を課すことなどにより、論述の能力を涵養するための
指導を行う。
さらに、犯罪被害者問題，医療と刑事法、自白事案における情状立証や量刑の問題、少年事件等、広
く刑事法に関わる問題にも目を向けて、その認識を深める。
実際に生じた事例を元にした資料等をもとに、質疑応答や議論、課題としてのレポートの提出を通じ
て、その事例についての刑法・刑訴法さらに刑事政策的な面からの論点・問題点を本質的に把握し，
それを説明ができるようになることや、それらを論述することができる能力の涵養を目標とする。そ
の過程を通じて、刑事法全般の総合的な判断を行うことができる力を培う。演習や検察庁の見学等、
刑事司法に関わる実務家に触れる機会などを通じて、法曹としてのやり甲斐や実際の現場で法曹がど
のような悩みを持ち、苦労をしているかを言語化することも一つの目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
事前準備−起訴状　　訴因の意義、役割や、第1
回公判までの段階における弁護人の準備として、
刑訴法、刑訴規則をふまえて何が求められるかを
考える。

模擬裁判記録における起訴状の記載内容につき、
事前の検討を行う。第1回公判までの段階の弁護
人の準備活動についての復習をする。

2024年度後期 曜日・時限 火曜2限

1FCB308010 科目ナンバリング FCALAW81033-J2
刑事法総合演習
杉本　吉史
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第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

検察庁見学あるいは外部講師による講演
　検察庁見学が可能な場合には、検察庁に足を運
び、検察実務の一端に直接触れ、検察官の実際の
姿を見学や講話・模擬取調べの実施等を通じて学
び、検察実務への認識を深める。検察庁の都合な
どによって見学が実施できない場合については、
外部講師による刑事法に関わる講演を実施する。

事前準備は特に求めない。各自、受講後に文献な
どで見学等の成果についての復習を実施する。

期末試験

少年事件　少年事件の具体的事例を下にした議論
を通じて、少年の特性に応じて、少年法の規定の
理解を深め、少年事件に関わる法曹としての留意
点についての検討を行う。

少年の養育環境等に応じて、どのような付添人活
動を行うべきかにつき、事前に与えられたケース
について検討をしておく。復習では、少年法によ
る審判の構造につき、刑事裁判との相違を復習し
ておく。

刑事法の立法過程　平成28年の刑事訴訟法の改正
等の刑事立法を題材として、司法関係者が立法に
どのように関与しているか、立法の結果をどのよ
うに評価するか、等について広い視点から考える
姿勢を養う。

平成28年の刑訴法改正の際の審議議事録などを事
前に読み込んで、それぞれ立法の評価すべき点と
問題点を事前に考えておく。復習では、立法の前
後での実務の違いを押さえる。

強盗殺人事件を素材としたケース研究 強盗殺人事件の事例につき、殺意や結果に対する
因果関係の認定、共犯の場合の審理の進め方等の
検討を行う。

伝聞証拠　　伝聞証拠に関する事例を課題に出
し、演習での質疑や討論を通じて、伝聞法則とそ
の例外についての理解を深める。また、現実の裁
判手続における証拠の扱いについても、この機会
に触れる。

伝聞証拠に関する事例を課題に出し、それぞれの
証拠能力の有無及び証拠として用いる方法につい
て、判例をふまえて事前に検討する。
演習で取り扱った判例の事例と判断内容を、事後
に復習する。

控訴・上告　控訴審裁判所の役割とその権限の限
界について、事例を題材にして討議を行う。控
訴・上告における審理の特殊性に応じて，当事者
としてこれに取り組むポイントを解説する。

控訴審裁判所の役割とその権限の限界についての
判例に沿った事例について、裁判所としてどのよ
うな扱いをすべきかを事前に考える。
控訴・上告審の構造につき、事後に復習してお
く。

医療と法　終末期医療に関わる事例を通じて、医
療をめぐって生じる刑事法の諸問題について問題
点を整理して検討をする。

終末期医療を取り扱った刑事裁判例を収集し、自
らどう考えるべきかを準備しておく。演習で扱っ
た各論点を整理して復習する。

事実認定２　　判例の事案を基にした課題を提供
し、各人がこれについて事実の認定を検討してき
たうえで、その認定の妥当性を批判的に検討し講
評しつつ議論する。

事前に提供されたケース課題について、それぞれ
いかなる事実認定をなすべきかについて、判例等
も調査した上で、討論ができるように準備する。

量刑　　具体的な事例をもとに情状に取り組む視
点を紹介するとともに、現実の量刑の実情を紹介
して情状への認識を深める。被告人の更生につな
がるために、検察・弁護・裁判所それぞれの果た
すべき役割が何かを考える。犯罪者予防更生法な
ど、更生援助の仕組みも学ぶ。

事前に提供されたケースにつき、刑事弁護人とし
てどのような情状立証を行うべきかについて、事
前に準備、検討をしておく。事後には、被告人の
更生のための諸制度についての復習を行う。
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
　実際に生じた事例を元にした資料等をもとに、質疑応答や議論、課題としてのレポートの提出を通
じて、その事例についての刑法・刑訴法さらに刑事政策的な面からの論点・問題点を本質的に把握
し，それを説明ができるようになることや、それらを論述することができる能力の涵養という到達目
標の達成度について評価を行う。
　評価の割合は、定期試験における論述試験を80点とし、事実認定に関するレポート、毎回の授業に
おける議論への参加態度などの総合点を20点として評価する。
　評価が合格となるためには、具体的な事例に即して、その事例の事実認定や法律解釈上の論点、問
題点について概ね理解をしており、その理解を前提として、論点、問題点と自分の考えを説明をする
ことができることが求められる。
特になし

特に定めず、各回に配布する講評・レジュメ等を学習に用いる。

参考書として、別冊ジュリスト刑事訴訟法判例百選【第10版】（有斐閣）を用いる。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第３回　弁護士の事件受任について（２−２−１
および２）
　弁護士は事件の依頼を受けたときにどのような
ことを説明しなければならないか。受任を拒否で
きるのはどのような場合か（暴力団の構成員、不
人気な宗教団体など）。見込みのない事件（請求
が認められないもの、立証資料のないもの）の依
頼についてどう対応するか。経験も知識もない事
件の依頼があった場合（医療過誤、証券取引）に
受任していいか。受任の際の説明義務、委任契約
書の作成、有利な結果の請負の禁止（消費者契約
法における断定的判断の提供となるか）について
検討する。

第２回　弁護士の守秘義務について（２−１−
３）
　弁護士の仕事にとって秘密保持は何故必要か、
秘密とは何をいうのか、秘密の開示が認められる
のはどのような場合か、レーク・プレザント事
件、法廷で無罪を主張している被告人が密かに有
罪を告白した場合、証言拒絶権が保証されている
のにその権利を行使しなかった場合、ゲートキー
パー問題、共同事務所における守秘義務について
検討する。

講義
法律実務基礎科目
2年 単位数 2.0単位

法曹の活動が社会的注目を浴びその社会的影響力が大きくなっている現状を踏まえて、裁判官、検察
官、弁護士の各法曹について、それぞれの立場からの倫理を検討する。
弁護士倫理については、弁護士倫理の基本的事項である、守秘義務、事件受任の際の倫理、利益相
反、双方代理、真実義務、事件継続中の報告及び説明、和解などの事件の決定権、弁護士の綱紀・懲
戒手続の仕組み等について、弁護士職務基本規程を中心に、検討する。
　最後に、法曹三者に共通する倫理があるか否かについての考察をする。

弁護士職務基本規定を中心とする弁護士倫理、裁判官及び検察官倫理の学習を通じて、法曹倫理の基
礎的事項を説明できるようになっていることが本講の到達目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
第１回　法曹の使命・役割と職業倫理（コアカリ
キュラム第1章および２−１、以下括弧内はコア
カリキュラム該当箇所を示す。）、弁護士法によ
る懲戒手続
　法曹の使命・役割と職業倫理について。弁護士
法による懲戒事由及び懲戒手続の仕組みについて
検討をする。懲戒請求者の異議の申出、綱紀審査
会による綱紀審査、日弁連懲戒委員会による異議
の審査など。

2024年度前期 曜日・時限 火曜1限

1FCB401010 科目ナンバリング FCALAW82001-J1
法曹倫理
原田　裕彦



87 / 178

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第９回　弁護士報酬および依頼者との金銭関係に
ついて（２−７—２）
　弁護士報酬の基準と懲戒事例についての検討を
する。依頼者との金銭貸借、手形を保証し、又は
手形に裏書をなすこと、依頼者に対し債務負担行
為をなすこと、例えば支払保証や履行引受、民事
執行法や民事保全法に基づく担保供与者となるこ
と、依頼者についての身元保証人となること、被
告人の保釈保証人となることなどの依頼者との金
銭関係について検討する。

第６回　真実義務・誠実義務について（刑事）
（２−１−１および４）
　刑事弁護人の真実義務についてどのように考え
たらいいか（否認している被告人から自分は真犯
人であることを打ち明けられた場合、自白して有
罪であることを認めた被告人から自分は無実であ
ると打ち明けられた場合）、民事事件における誠
実義務の根拠、誠実義務の内容について検討す
る。
第７回　真実義務・誠実義務（民事）（２−１−
１および４）
　依頼者が違法な行為をしようとした場合の対応
についてどのようにすればよいのか。訴訟の引延
ばしが許されるか。証人に対するコーチがどの程
度に許されるかなどについて検討する。
第８回　刑事弁護人に特有な義務（２−５−１お
よび２）、被害者及び第三者との関係（２−５−
３）
　被告人が無罪を主張している場合に、弁護人と
して、「控訴理由はない」「量刑不当」の控訴理
由書を提出できるか。国選弁護人の義務について
検討する。弁護士として犯罪の被害者に関わる諸
態様についても併せて検討する。

第４回　利益相反、双方代理について（２−１−
２）
　弁護士が職務を行い得ない事件としてはどのよ
うなものがあるか、弁護士法２５条、弁護士職務
基本規程２７条、同２８条の利益相反に該当する
場合となるのはどのような事例か。
利益相反があった場合の訴訟法上の効力について
検討する。
第５回　事件受任後の弁護士の義務について（２
−２−３および４）
　事件受任後の弁護士と依頼者の関係はどのよう
なものがあるか。事件の迅速な処理（訴え提起の
遅滞と不法行為）、事件の進行についての報告・
協議、和解についてはどのようにすればいいか。
依頼者の事件についての決定とそれについての弁
護士の助言・説明はどのような関係にあるか。依
頼者の説得とその限界、辞任が許される場合及び
辞任しなければならない場合について検討する。
裁判外業務における特有の問題も併せて。
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第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

教科書

絶対評価
　到達目標の達成度について評価を行う。提出するレポート（３０％）、学期末試験（７０％）を総
合評価する。合格するためには、法曹倫理の基礎的事項を説明できるようになっていることが求めら
れる。
レポートは、文献を調査した上で作成し、文献を参照した箇所には、脚注をつけて出典を示すこと。

塚原英治・宮川光治・宮澤節生編『プロブレムブック法曹の倫理と責任』（人文社、第 ２版、２００
７年）
日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編『解説職務基本規定』（日本弁護士連合会、第 3版、2018
年）（同書は一般の書店で売っていませんので、日本弁護士連合会 HP から申込用紙をダウンロード
しファックスで購入申込してください。）。
講義開始までに最新版が出版された場合は最新版を使用する。

授業では、弁護士の倫理を重点的に取り上げて解説するとともに、事例に則して、議論することも行
う。そのため、受講者は、議論に参加できるようしっかりと予習されたい。
法曹倫理では、杓子定規な解釈ではなく、センスが問われるので、そのセンスを磨くべく、授業中で
討論した問題について反芻して復習されたい。

第1５回　裁判官の倫理について（第３章）
　裁判官の倫理については、裁判所法４９条（職
務を怠り、品位を辱める行為）、５２条２項（政
治活動の禁止）について、最近の事例から、裁判
官が置かれている裁判所の現状を踏まえてどのよ
うに評価できるのかを検討する。政治活動につい
ては、青法協問題、宮本再任拒否、寺西事件など
の問題についても触れる。
期末試験

第12回　経営者としての弁護士（２−７−１、２
−７−３〜５）
　経営者としての弁護士、社会的責任、広告活
動、兼業、業態を検討する。

第13回　弁護士の公共的責任（２−８）および弁
護士自治（２−９）
　弁護士の公共的責任、弁護士自治の歴史的意義
及び弁護士自治の現代的意義について検討する。

第1４回　検察官の倫理について（第４章）
　被疑者取り調べ等の犯罪捜査方法、公判での法
廷活動などにおける検察官として遵守すべき事項
について検討し、併せて刑事被告人からの利益の
供与などについて、国家公務員としての立場から
の倫理も事例に則して検討する。裁判員制度の発
足にともなう刑事裁判における検察官の役割にも
言及する。

第10回　組織内弁護士、共同事務所の弁護士間の
諸問題（２−６）
　組織内弁護士とは何か。組織内弁護士の独立性
とはどのような場合に問題となるのか。共同事務
所内における弁護士相互の規律はいかにあるべき
か検討する。
第11回　他の弁護士及び相手方との関係における
規律（２−３および４）
　他の弁護士への批判と誹謗・中傷、弁護士に依
頼している相手方との交渉、弁護士に依頼してい
ない相手方のとの交渉、他の弁護士との関係での
その他の規律について検討する。
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参考文献

森際康友編『法曹の倫理（第３版）』（名古屋大学出版会、２０１９年）
飯村佳夫・清水正憲ほか『弁護士倫理（第２版）』（慈学社Ｊブックス、２０１４年）
加藤新太郎著『弁護士役割論（新版）』（弘文堂、２０００年）
日本弁護士連合会編『注釈弁護士倫理（補訂版）』（有斐閣、１９９６年）
日本弁護士連合会編『条解弁護士法（第5版）』（弘文堂、２０１９年）



90 / 178

科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

授業内容

第１段階
第１〜３回授業の内容（コアカリキュラム第３章，以下括弧内はコアカリキュラムの該当箇所示
す。）
　民事訴訟手続の流れを理解することを目標として，下記『民事訴訟第１審手続の解説』に基づき保
証債務履行請求事件についての審理手続を学習する。
第１回　民事訴訟第１審手続（１）
　民事保全，訴えの提起，訴状受付，訴状審査（補正命令，訴状却下），要件事実，訴訟物の特定，
請求の趣旨，請求原因，訴訟要件の審査，（司法研修所ビデオ−民事訴訟第１審手続の流れ併用）
第２回　民事訴訟第１審手続（２）
　口頭弁論期日の指定，答弁書，請求原因に対する認否，被告の主張，第１回口頭弁論期日における
手続，訴訟指揮，弁論準備手続期日，争点整理（同司法研修所ビデオ併用）
第３回　民事訴訟第１審手続（3）
　集中証拠調べ，和解期日（裁判官，弁護士の役割），和解調書，口頭弁論の終結，判決言渡し，旧
様式判決，新様式判決（同司法研修所ビデオ併用），民事執行
第２段階
第４回〜第１４回の内容（第1章１−１ないし４および第2章２−１）
　要件事実の基礎的な事項の理解，各訴訟類型の要件事実についての検討及び事実認定
第４回　要件事実基礎論
　要件事実と要件事実論の違い，判決における事実摘示の意義，主張，立証責任の分配（請求原因，
抗弁，再抗弁の意義）や要件事実に関する諸問題（主要事実と間接事実の区別，法律上の推定，規範
的要件）について検討する。
第５回　売買契約に基づく代金請求訴訟
　売買代金支払請求訴訟の特質及び要件事実，条件，期限，同時履行，弁済，契約の解除及び消滅時
効の抗弁等について

講義
法律実務基礎科目
2年 単位数 2.0単位

民事事件における法曹の役割は，民事紛争を法的な観点から構成して紛争の解決を図るものである。
交渉，保全，訴え提起，訴状審査，管轄，口頭弁論期日，争点整理，集中証拠調べ，判決と続く民事
訴訟実務手続の流れを理解するとともに，民事紛争解決のためには，いかなる事実が法的に重要なも
のであるか（要件事実）及び争いとなっている事実がどのようにして確定されるのか（事実認定）に
ついて，基礎的理解を修得させるとともに，民事訴訟実務の基礎的な知識を修得させることが主題で
ある。
　なお，要件事実については，基礎的な考え方（訴訟物，請求原因，抗弁，再抗弁の関係）を学ぶこ
とを重視する。
民事事件における法曹の役割は，民事紛争を法的な観点から構成して紛争の解決を図るものである。
交渉，保全，訴え提起，訴状審査，管轄，口頭弁論期日，争点整理，集中証拠調べ，判決と続く民事
訴訟実務手続の流れを理解するとともに，民事紛争解決のためには，いかなる事実が法的に重要なも
のであるか（要件事実）及び争いとなっている事実がどのようにして確定されるのか（事実認定）に
ついて，民事訴訟実務の基礎的事項を説明できるようになっていることが到達目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容

2024年度前期 曜日・時限 金曜1限

1FCB402010 科目ナンバリング FCALAW82002-J1
民事訴訟実務の基礎
原田　裕彦
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事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

授業内容

絶対評価
　到達目標の達成度について評価を行う。提出するレポート（３０％）及び学期末の試験（７０％）
を総合評価する。合格となるためには、民事訴訟実務の基礎的事項について説明できるようになって
いることが求められる。

各自の民事訴訟法の基本書を読み返しておくこと。また，要件事実の学習には，民法条文の要件・効
果を正確に理解していることが前提であるので，各自の民法の教科書も事前によく読み込んでおくこ
と。
　授業開始前に下記『民事第１審手続の解説』および『新問題研究要件事実』をいずれも精読してお
くと。

第１段階では，３回に分けて，ビデオを併用しながら，民事第１審手続の実務の流れを概観するの
で，下記『民事第１審手続の解説』を読み込み，今，手続はどの段階にあるのか，その際の手続はい
かなるものかをしっかりと予習されたい。なお，その際，引用されている条文は手間をいとわず実際
に必ず目を通しておくこと（これは必ず将来の役に立つ。）。
　　第２段階では，第４回で要件事実についての基礎的な解説及び基本的な書き方の解説をするの
で，それに向けて下記『新問題研要件事実』を精読しておくことが要求される。
予習の範囲は以下の通りとなる。
　　第1回−第3回　事前に精読した下記『民事第１審手続の解説』の内容（解説編および記録編のい
ずれも）をおさらいしておくこと。
　　第4回ー第15回　事前にムードルにアップする予習レジュメの各質問に回答できるようにしてお
くこと。
　事後の学習は，各回の内容について理解して実際に使える（人に具体例を挙げて説明できる。起案
できる，）ようになることである。
　授業開始前に下記『民事第１審手続の解説』及び『新問題研究要件事実』を精読しておくこと。

第６回　貸金請求訴訟について
　貸金返還訴訟の特質及び要件事実，弁済，相殺，消滅時効の抗弁について
第７回及び第８回　所有権に基づく不動産明渡請求訴訟
　所有権に基づく不動産明渡請求訴訟の特質及び要件事実，「もと所有」，権利自白，所有権喪失の
抗弁，対抗要件の抗弁，対抗要件具備による所有権喪失の抗弁について
第９回　不動産登記手続請求訴訟
　所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟の特質及び要件事実，取得時効，所有権に基
づく抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟の特質及び要件事実，登記保持権原の抗弁について
第１０回　賃貸借契約終了に基づく不動産明渡請求訴訟
　賃貸借契約終了に基づく不動産明渡請求訴訟の特質及び要件事実（解約申し入れ，賃料不払，増改
築禁止特約違反），建物所有目的の抗弁，一時使用の再抗弁について
第１１回　動産引渡請求訴訟
　動産引渡請求訴訟の特質及び要件事実，悪意の抗弁，過失の評価根拠事実の抗弁について
第１２回　請負関係訴訟
　請負関係請求訴訟の特質及び要件事実、報酬請求、契約不適合を理由とする修補との同時履行の抗
弁について
第1３回及び第１4回　事実認定の基礎（第２章２−２ないし４）
　事実認定の対象および事実認定のあり方。
　自由心証主義，証拠の種類，直接証拠と間接証拠，書証(処分証書，報告文書)，形式的証拠力，成
立の推定，実質的証拠力等諸概念の理解の確認。
争点についての証拠の収集，立証方法について，間接事実による推認，文書の真正の推定（２段の推
定，署名代理）などの事実認定について具体的事例から検討する。
また，裁判例から具体的に事実認定の諸問題（経験則，一応の推定，証明妨害，相当な損害額の認
定）について検討する。
第１5回　民事保全・民事執行（第３章のうち，民事保全・民事執行）
　被保全権利・保全の必要性，執行開始要件，債務名義の概念，債権執行，動産執行，不動産執行な
ど
第１６回　期末試験
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教科書

参考文献

司法研修所『民事訴訟第１審手続の解説』（法曹会，４版，２０２０年）
司法研修所『改訂新問題研究要件事実』（法曹会，２０２３年）
司法研修所『４訂紛争類型別要件事実』（法曹会，２０２３年）
司法研修所『民事判決起案の手引』（法曹会，１０訂補訂版，２０２０年）

岡口基一著『要件事実マニュアル第１巻（第６版）』（ぎょうせい，２０２１年）
岡口基一著『要件事実マニュアル第２巻（第６版）』（ぎょうせい，２０２１年）
大島眞一著『完全講義民事裁判実務基礎編』（民事法研究会，２０２３年）
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

授業内容

事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
　成績は「合」・「否」のみを判定する。「合」もしくは「否」の判定は、法律事務所での実務研修
の終了後に学生の指導を担当した弁護士から担当教員に提出される評価報告書における評価及び学生
自身が作成し担当教員に提出するレポートを総合評価して行う。 合否の基準は、将来法曹として法律
事務を行うについての基礎的な知識やリーガルマインドを持ち、実務に対応する能力を有しそれらを
説明できるようになっているか否かである。

エクスターンシップの派遣先事務所は、本学出身の弁護士事務所を中心としています。エクスターン
シップは、このような弁護士さんの後輩法曹を育てたいという熱意でなされており、弁護士さんは無
報酬です。従って、受講生は誠実に受講するとともに、後に司法試験に合格した場合（万一合格しな
くても）、その結果を連絡するなどして、感謝の意を表してください。
　なお、エクスターンシップは、大学の授業としてなされるものであり、学生の試験合格後の就職先
となるものではない。

事前研修に際しては、法律事務所での研修に際して留意すべき点をまとめたプリントを配布する。法
律事務所での研修に際しては、その事務所で現に扱っている実際の事件が教材となる。

なし

２週間（土曜日、日曜日を除く１０日間）の派遣期間を通じて各々に与えられた課題を予習復習し、
かつ日誌を作成する。その日誌とともに、法律事務所での実務研修の終了後２週間以内に、それまで
に履修した他の科目での学習が法律事務所においてどの程度、またどのように役立ったか、法律事務
所において何を新しく学んだか、さらにどのような学習を必要と感じているか等をまとめた総合レ
ポートを担当教員に提出しなければならない。

(1)    本科目の中心となるのは、法律事務所における２週間の実務研修であるが、それに先立って、
担当教員による事前研修を実施する。事前研修に際しては、「法曹倫理」において学習したことを十
分に身につけているかどうかを再確認するとともに、守秘義務等についての法律事務所において実際
の事件に接する際に常に念頭に置くべき最低限の事項についての認識の徹底化を図る。学生は大学お
よび指導担当弁護士に対し守秘義務についての「誓約書」を提出する。
(2)    それぞれの学生をどの法律事務所に派遣するかは、学生の将来の志望と学生を受け容れる法律
事務所の特色を勘案したうえで、担当教員が決定する。
(3)  扱う事件や学習内容の細目は、直接の指導を担当する弁護士ごとに異なるが、担当教員と指導を
依頼する弁護士との協議により、①依頼者との面談や事件の打ち合わせの同席、②民事、刑事記録の
閲覧、③記録閲覧に基づき時系列表や争点整理、立証計画の作成、④法廷傍聴、⑤判例、文献調査、
⑤資料収集などを行う。

実習
法律実務基礎科目
2年 単位数 2.0単位

本科目は、法律事務所において、経験豊かな弁護士の直接の指導の下で、実際の事件を題材として、
法曹としての専門的技能の基礎を学ぶことを主題とする。

将来法曹として法律事務を行うについての基礎的な知識やリーガルマインドを持ち、実務に対応する
能力を有する法曹としての専門的技能の基礎を有しそれらを説明できるようになっていることを到達
目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容

2024年度後期 曜日・時限 集中講義

1FCB403010 科目ナンバリング FCALAW82003-J4
エクスターンシップ
原田　裕彦
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

被疑者の勾留① 勾留請求前及び勾留請求後並びに
勾留状発付後の各段階における弁護人の活動とし
ては、どこ（誰）に対して、どんなことをすれば
いいのか、具体的に検討させる。また、それに対
して検察官や裁判官はどのような観点で対応すべ
きなのか等を議論させる。 次回までの宿題とし
て、勾留に対する準抗告請求書を起案させる（自
宅起案）

同上

講義
3年 単位数 2.0単位

刑事訴訟に関わるに際して必要となる実務知識と、刑事訴訟法において本来求められている一般的理
論が各手続の運用にどのように反映されているのかを修得させ、人権感覚に溢れた市民のための実務
法律家となるために必要な基礎的な素養を養うことを目的とする。捜査の端緒から、被疑者の逮捕・
勾留段階を経て、公訴提起、公判前整理手続、冒頭手続、証拠調手続、判決宣告に至るまでの手続の
中で発生する法的論点に対し、具体的なモデル事例を用いながら授業を行い、各訴訟当事者が取るべ
き対応を考えさせることを通じて、受講者の理解を深める。講義にあたっては、予習用教材等にそっ
て、基礎的概念および重要判例等を、適宜、質疑応答を通して検討する。受講生は、事前に十分な予
習を行うことが求められる。このほか、関連する項目に関する課題を課し、あるいはその書面を作成
させることなどにより、論述の能力を涵養するための指導を行う。第 1 回から第 7 回を髙見が、第 8
回から第 15 回を杉本が担当する。
刑事訴訟実務（捜査段階から判決宣告後まで）がどのように運用されているのか、また、刑事訴訟法
の一般的理論が各手続の運用にどのように反映されているのかを、自分の言葉で説明ができるように
なることが、到達目標の１である。
さらに、刑事弁護人の基本的な役割・義務や検察制度・犯罪被害者の訴訟参加制度等の理解を深め
て、自分が刑事訴訟の現場に置かれた場合に、人権感覚に溢れた市民のための実務法律家として、ど
のような行動を取るべきかを判断することができることが、到達目標の２である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
捜査の端緒 逮捕された被疑者が検察官に送致され
る際に同時に送致される一件記録を配布し、それ
までの手続の流れについて、刑事訴訟法及び刑事
訴訟規則の条文規定を確認させる。 その際、捜査
の端緒としてどんなものが規定されているのか、
逮捕後検察官送致までの段階で作成される書面
は、将来どのように（何のために）利用されるの
か等について、議論させる。
ＧＰＳ捜査の適法性に関する最高裁平成 ２９年３
月１５日大法廷判決を用い、強制処分法定主義の
意味と意義について考えさせる。

第 1 回から第７回については、当該講義に必要な
資料を、事前ないし当日に交付するか、
教科書の中の読んでおくべき部分を事前に指示す
るので、その部分及び資料を読み込んで、講義で
の質疑や討論に応じることができるように準備を
する。事後は、配布されたレジュメ等に基づいて
復習を行うこと。

2024年度前期 曜日・時限 木曜4限

1FCB404010 科目ナンバリング FCALAW82004-J1
刑事訴訟実務の基礎
高見　秀一、杉本　吉史
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第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

公判前整理手続についての刑事訴訟法及び刑事訴
訟規則の条文規定の解説 公判前整理手続に付され
た事件の手続の流れを概観し、公判前整理手続の
目的についても説明する。その際には、司法研修
所監修の上記教材と講師作成レジュメ等を用い
る。 裁判員制度実施後の運用実態などについて
も、最新の情報を踏まえて、触れる。

第 ６ 回については、事前に、公判前整理手続に
関する刑訴法及び刑訴規則の条文規定を必ず読み
込んだ上で参加すること。当日、解説に必要なレ
ジュメ及び資料を交付する。事後は、配布された
レジュメ等に基づいて復習を行うこと。

公訴提起③（手続の流れ） 司法研修所監修の刑事
裁判記録教材（「刑事第一審公判手続の概要−参
考記録に基づいて−平成２１年版−」）に基づい
て、受訴裁判所の一件記録の編綴方法、記録の読
み方等について質問しながら議論させつつ、刑事
訴訟手続（主として起訴後の審理）の流れを解説
する。 またその際、各手続の根拠になっている条
文規定を確認させる。

司法研修所監修の左記教材の、特に、第2分類の
中に編綴されている、証拠等関係カードをよく読
んでから授業に参加すること。

刑事弁護人の基本的な役割と義務 刑事手続におけ
る弁護人選任権の意義・役割や、刑事事件におけ
る弁護士倫理や記録の管理等の問題にも認識を深
める。弁護人の誠実義務、最善努力義務、守秘義
務など、弁護人の基本的な役割と義務について習
得する。

第 8 回から第１４回については、事前に各テーマ
毎の課題を出題するので、その課題について検討
し、講義での質疑応答や討議に応じることができ
るよう準備をする。また、講義までにレポートを
提出することを求めた課題については、必ず事前
にレポートを提出し、そのレポートを持参して講
義に臨むこと。
事後は、配布されたレジュメ等に基づいて復習を
行うこと。

被疑者の勾留② 各自が作成してきた準抗告申立書
に基づいて議論させる。その中で、勾留の各要件
について、具体的事実からどのような主張ができ
るのか（具体的事実は勾留のどの要件に関する事
実なのか）について、再認識させる。近時の最高
裁決定（平成２６年 １１月１７日、１１月１８
日、平成２７年４月１５日、１０月２２日等）が
示している具体的説示の意味するところを理解さ
せる。また、検察官の立場に立って、勾留の要件
についての弁護人の主張に対して、どのような反
論が可能なのか、裁判所としてどう判断すべきな
のかについても議論させる。

同上

公訴提起① 勾留満期の時点までに検察官に追送致
される記録及び検察官が作成する記録並びに起訴
状のひな形を配布し、受講生に起訴状の起案をさ
せる（即日起案）。その後、起訴状の記載事項が
刑訴法並びに刑訴規則上どのように規定されてい
るのかを確認しながら、各自の悩んだ点について
発表させ、議論する。具体的に起訴状を起案する
中で、起訴状一本主義や予断排除の原則の実務的
な意味ないし意義を考えさせる。

同上

公訴提起② 前記公訴提起①で起案させた起訴状に
ついての講評。捜査段階で収集したどの証拠から
訴因事実を構成したのか、どの証拠で立証するの
かについて、各人がいかなる思考で事実を組み立
てたのか等を議論させ、訴追当事者としての検察
官として考慮すべき問題点を考察する。

同上
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第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

絶対評価
学期末に、論述式試験を行う。この論述式試験の結果を中心に評価し、80点を配分する。そのほか、
講義における質問や議論への参加状況及び提出された書面についての評価を20点として配分する。
いずれも、髙見担当分50％、杉本担当分50％として、その合計点で評価する。
評価は、冒頭記載の到達目標について、どれだけ獲得できているか、説明できているか、判断できて
いるかの観点で行う。なお、刑事訴訟法の一般的理論についての基本的理解に著しい誤りがある場合
には、不合格となる。
特になし

教科書として、司法研修所監修の刑事裁判記録教材（「刑事第一審公判手続の概要−参考記録に基づ
いて−平成２１年版−」）（法曹会発行）を用いる。
その他各講義に必要な教材・資料等は、担当教員が事前に指定するか、自ら作成して配布する。予習
の資料については、調査の方法のみ教示する場合もある。

被疑者段階における弁護活動の重要性  被疑者段
階における弁護人の役割の重要性について、外部
講師による講演などを通じて、その理解を深め、
自らがそのような場面でどのような行動すべきか
を考える。

事前の準備は必要なし。事後は、配布されたレ
ジュメを復習すること。

期末試験

事実認定 予め用意したケースについての起案を課
題とし、受講者によって事例に基づく検討を進
め、証拠に基づいて如何にして真実に迫るのか、
合理的な疑いとは何なのか等について認識を深め
る。

同上

訴因変更手続と択一的認定−その要否と可否、訴
因変更命令   刑事訴訟における訴因の機能、役割
について改めて理解を深め、訴因変更の要否と可
否、裁判所の択一的認定についての判例と実務に
ついて学ぶ。

同上

公判前整理手続及び公判手続の流れ
模擬ケースを用いて、公判前整理手続における各
当事者のとるべき訴訟行為及び公判手続における
手続について、復習的にどのような行動を取るべ
きかを議論する。

同上

検察制度と被害者参加の制度 検察機構を学び、検
察官の権限と組織原則、心構えを身につける。公
訴権濫用論を通じて、検察官の客観義務について
学ぶ。また、刑事裁判での被害者参加の制度につ
いて、基本的な制度趣旨の理解を深める。

同上

刑事公判の法廷技術−その１ 起訴後の裁判所・各
当事者の公判までの準備、起訴後の検察官・弁護
人による証拠請求とそれに対する証拠意見の仕方
について、必要な準備活動と基本的な技術を習得
する。また、保釈請求の手続と、裁判所による判
断の実情、保釈請求却下の裁判に対する弁護人の
とりうる法的手段等について学ぶ。

同上

刑事公判の法廷技術−その２ 冒頭陳述の意義、証
人尋問（主尋問・反対尋問）を行う際の留意点や
尋問に対する異議申立の種類や申立の仕方、論告
と最終弁論等について、法廷技術の基本的視点を
検討する。

同上
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参考文献
(1)から(7)についての参考書として、現役裁判官と元裁判官の弁護士・研究者が執筆を担当してい
る、守屋克彦編著『刑事訴訟法における学説と実務−初学者のために』（日本評論社、2018 年）を
推薦する。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回 同上 同上

同上 同上

同上 同上

同上 同上

同上 同上

同上 同上

同上 同上

同上 同上

同上 同上

同上 同上

■２回目以降の講義は、
・「公法系訴訟実務の基礎（第２版）／弘文堂」
の各事例
・「事例研究行政法（第４版）／日本評論社」の
各事例
・必要に応じて、担当者作成の事例（演習問題）
や近時の裁判例
を検討する。
■２回目以降の講義において取り扱う事例は、講
義の終わりに指定する。

同上

講義
3年 単位数 2.0単位

「公法系訴訟実務の基礎（第２版）」（弘文堂）や「事例研究行政法（第４版）」（日本評論社）の
演習問題、裁判例などを題材として、行政訴訟の実務について講義を行う。
行政法一般及び行政事件訴訟法の基礎的な理解を前提とするが、「原告適格」や「処分性」、「公定
力」等といった行政法特有の考え方がある概念については、必要に応じて補充的に講義する。

具体的な事例をふまえ、理論面だけではなく、どのような事実を抽出し、抽出した事実に対していか
なる法的評価を加えて主張を組み立てるべきか、その主張をどのように立証するかといった実務的な
視点を持つことができる。
今後更なる行政争訟の活用が期待されているなかにおいて、その基礎を習得することができる。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
行政事件訴訟法における訴訟類型について、講義
形式での解説を行う。

【事前学習】
講義で取り扱う事例や題材を事前に指定するの
で、講義を受けるにあたり、事前に、事例の読み
込みや検討を各自で行うよう求める。
【事後学習】
講義で指摘した事項を復習すると共に、関連する
裁判例等を参照するなどし、各自で基本的理解や
思考過程を定着させるよう努めることを求める。

2024年度前期 曜日・時限 火曜1限

1FCB405010 科目ナンバリング FCALAW82005-J1
公法系訴訟実務の基礎
山下　侑士
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第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

（１）到達目標の達成度について評価を行う。
（２）評価方法は、次のとおり。
　　・絶対評価
　　・講義における質問や議論への参加状況；２０％
　　・学期末の試験成績；８０％
（３）単位取得のための最低基準は、次のとおり。
　　・C（合格）となるためには、行政事件訴訟に関する基本的事項について適切に説明できること
が求められる。
実務家になったつもりで、事前・事後学習も含め、講義には、出来る限り積極的な姿勢で臨んで頂き
たい。

①    公法系訴訟実務の基礎（第２版）／弘文堂
②    事例研究行政法（第４版）／日本評論社
なお、教科書は、各自で適宜準備されたい。

行政法の基本書、判例集等。

同上 同上

期末試験 【事前学習】
授業全般の復習を行うように求める。
【事後学習】
試験を通して、各自の学習の進捗度や理解度を確
認する。

同上 同上

同上 同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

法文書作成の基礎知識(3)
予習課題の講評を通じて同じテーマに関して別の
実務家が作成した ２つの文書の実例を比較するこ
とで、実務的観点から、法文書としての構成、体
裁、表現方法等の巧拙、適否を検討し、法文書作
成上の心得、留意点を習得する。
「悪文」の実例を検討し、「、」の打ち方や、修
飾語・被修飾語の位置関係等の作文技術を習得す
る。

（予習課題①）弁論要旨の比較
同じテーマに関する２つの文書の実例を比較し、
巧拙、適否を検討する。

法文書作成の基礎知識(2)
民事実務で作成する法文書には、裁判所に提出す
る各種書面、裁判所外で利用する各種通知書・契
約書・意見書等の様々なものがある。それらの法
文書作成の基礎知識として、表記の原則、法令用
語の常識を概説するとともに、その特徴・作成目
的および留意点を検討する。

講義
3年 単位数 2.0単位

本講義では、法曹に求められる基本的能力としての、法文書作成の基礎技術を身に付けるべく、まず
法令・判例・法律論文等の法情報の調査・検索についての基礎的知識を整理するとともに、それらの
知識を踏まえて、民事弁護実務で作成することの多い、典型的な法文書を取り上げ、各種の法文書の
実例の検討や自らそれを作成する。

弁護士は、当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱を受けて、紛争を予防し、またはその解
決をするため、様々な法律事務を行うことを職務としている。
その中でも、事件に応じた必要かつ適切な法文書を作成することは、民事弁護実務の分野において重
要な作業といえる。
これらの法文書を的確に作成し、その職務を遂行するためには、取り扱う事件または紛争について、
その事実関係を的確に把握することに加えて、その法的論点を正確に抽出・分析し、それらについて
の法令・判例等の法情報を調査・検討し、その結果を踏まえて、目的に沿った内容の文書を作成する
ことが求められる。
よって、本講義の到達目標は、上記「科目の主題」記載の基礎知識の整理や法文書の実例の検討、作
成といった作業を通じて、実体法・手続法の理解を深めるとともに、法文書の形式的要件等その作成
のために必要となる基本的知識と技術を修得でき、また、事実関係の評価、分析する能力を身に付
け、向上させることとする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
法文書作成の基礎知識(1)
法文書作成のプロセスの理解を前提に、「論法」
「論証モデル」といった文書作成の基礎から、
「説得力のある文書を書く」、「定型的なものを
きちんと作る」といった法曹実務家に求められる
能力に至るまで、本授業を通じて理解、習得する
べきところ、法文書作成上の心得、留意点等を概
観する。

2024年度前期 曜日・時限 月曜1限

1FCB406010 科目ナンバリング FCALAW82006-J1
法文書作成
山本　健司
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第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回
契約書作成と検討(4)
契約条項適用のポイントについて検討する。

（事前）事例検討

契約書作成と検討(1)
各種契約書締結にいたるステップを整理し、それ
らを作成する上で、留意すべき点を検討するとと
もに、売買契約・賃貸借契約・金銭消費貸借契約
等の日常の取引・生活においてよく利用される契
約類型について、実際の契約書例を素材としてそ
の契約条項について検討する。
契約書作成と検討(2)
ビジネスにおいてよく利用されるその他の各種契
約書について概説し、基本的な条項について検討
する。
契約書作成と検討(3)
契約書チェックの技法、ポイントについて検討す
る。

（事前）修正前後の契約書案の比較検討

裁判文書の作成と検討(4)−準備書面を中心として
　準備書面について、事例等を素材として検討
し、その作成上の留意点を検討する。

（予習課題⑤）準備書面の作成

裁判文書の作成と検討(5)
訴訟上の和解に用いられる和解条項案の作成上の
留意点を概説、判決書の構成、記載内容につき概
説する。

裁判文書の作成と検討(6)
裁判文書についてのまとめを行う。

裁判文書の作成と検討(1)
民事訴訟において、裁判所に提出する各種文書を
概説するとともに、その訴訟上の意義・作成上の
基礎知識について検討する。

裁判文書の作成と検討(2)−訴状を中心として
　訴状は、裁判所に提出する代表的な文書といえ
る。訴状作成上の留意点を概説するとともに、事
例を与え実際に訴状を作成させて検討する。

（予習課題③）訴状の作成

裁判文書の作成と検討(3)−答弁書を中心として
　答弁書について、実例等を素材として検討し、
その作成上の留意点を概説する。

（予習課題④）答弁書の作成

意見書作成の基礎知識
依頼者から相談を受け、それを踏まえた弁護士と
しての法律意見を書面にまとめ、依頼者等に提出
することは、弁護士の重要な作業の１つである。
ここでは，それらの意見書作成において留意すべ
きことを概説するとともに、予習課題として、
「法的責任を負うか否か」についての部分起案を
行うことを通じて、意見書構成・作成上の注意事
項を検討するとともに、それぞれ「どこに向けた
事実か」を見極め、事実の評価を端的に記述する
力の到達度をがどの程度備わっているのかを検証
する。

（予習課題②）意見書作成
「法的責任を負うか否か」についての部分起案を
行う。

各種通知書の作成とその基礎知識
民事実務では、催告書・解除通知・相殺通知等の
通知書を作成する。それらの各種通知書作成上の
留意点を検討するとともに、内容証明郵便の利用
の目的、利害得失について検討する。
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第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

(1)到達目標の達成度について評価を行う
(2)評価方法とその割合
ア　絶対評価
イ　予習課題において作成させる法文書の内容（40％）
ウ　学期末にレポート形式で課す法文書作成の結果（ 60％）(3)合格（単位取得）のための最低基準
　各法文書としての様式が整っており、必要的記載事項がおおむね記載されているうえで、「表現・
表記の正確性・明確性」、「冗長な表現、無駄な記述がないこと」、「論旨の明確性」、「事実の摘
示と結論だけでなく、その理由、評価・推論が書けていること」といったところをおおむね充たして
いること。

予習課題の提出が相当数あるので、課題の検討、作成、提出の時間管理をしっかり行うこと。

（教材）
教員が作成または準備したレジュメ・資料を使用する

適宜授業において紹介する。

まとめ
本講義のまとめを行う。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

証拠の収集について
「『集める』ことが大切な時代から、『検索し』
『取り出す』ことに意味がある時代へ」とされる
中、弁護士業務を遂行するに必要な情報・証拠資
料の収集方法について検討する。

法廷における尋問技術について    ①
訴訟において、証人・本人の尋問を行なう際の基
本的な技術について検討する

法廷における尋問技術について    ②
尋問のロールプレイを行ない、それを踏まえて、
尋問の技術についてディスカッションを行なう。

（事前）証人・本人役と代理人役との間で証人テ
スト、代理人役間の反対尋問事項検討
（事後）ロールプレイ・チェックリストによる
チェック

法律相談について    ②
法律相談のロールプレイを行ない、それを踏まえ
て、面談の方法についてディスカッションを行な
う。

（事後）ロールプレイ・チェックリストによる
チェック

交渉の理論と技術について    ①
交渉学の理論・交渉の実務等について検討する。

交渉の理論と技術について    ②
具体的事例を素材として、ロールプレイを行な
い、それを踏まえて、交渉の基礎的理論とスキル
について検討する。

（事前）本人役と代理人役との間で示談方針等協
議
（事後）ロールプレイ・チェックリストによる
チェック

法律相談について    ①
法律相談の弁護士活動における意義、面談の方法
等について検討したうえ、法律相談のロールプレ
イを行なう。

（事後）ロールプレイ・チェックリストによる
チェック

講義
3年 単位数 2.0単位

本講義では、弁護士の様々な活動の中から、依頼者との法律相談・面談、案件の受任、事実関係・法
令についての打合せや調査・検討、交渉や訴訟、ＡＤＲ等を経て、最終的な交渉ないし紛争解決、依
頼者との関係の終了に至るまでの弁護士が行なう一般的な活動を取り上げ、事例検討やロールプレイ
等を用いて学習する。

法曹の中で、弁護士は、市民や企業等と直接に接し、その代理人として法的紛争を解決する重要な役
割を担っている。また、調停委員などの公正・中立の立場から、各種紛争解決に務めている。あるい
は、企業内弁護士として企業の法務スタッフの一員となって活動している。国・公共団体等、企業以
外の組織に属する場合も増えている。
よって、本講義の到達目標は、上記授業概要に記載したような事例検討やロールプレイ等を用いた学
習によって弁護士の活動を知り、これを理解することにより、実務法曹への自分なりの目標を持つこ
ととする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
弁護士の職務と役割について
資料・アンケートに基づいてディスカッションを
しながら、弁護士の行なう職務とその果たすべき
役割について検討する。

（事前）「弁護実務」についてのアンケートに答
える

2024年度後期 曜日・時限 月曜1限

1FCB407010 科目ナンバリング FCALAW82007-J4
弁護実務基礎論（ロイヤリングを中心に）
山本　健司
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第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

(1)到達目標の達成度について評価を行う
(2)評価方法とその割合
ア　絶対評価
イ　期末レポートの提出による（100％）(3)合格（単位修得）のための最低基準
　具体的な事案において、考えうる請求権の要件充足性、立証の難易を判断したうえで、受任の可
否、各紛争解決手段の選択について、おおむね説明することができる。
　弁護実務についての自身の考えを問われたことに対して、一般論ではなく自身の考えとして、本授
業で学んだことに言及、引用しつつ、おおむね説明することができる。

民事弁護実務と理論の架橋科目の中心的科目であり、司法試験合格後の司法修習の実をあげ、実務家
としてスムーズなスタートを切るために必須の科目であるので、積極的に履修することを期待する。

（教材）
教員が作成した事例資料等を用いる。

（参考書）
①   榎本修弁護士著「ローヤリングの考え方」（2022年、名古屋大学出版会）
②　司法研修所編「８訂    民事弁護の手引（増補版）」（2019 年、日本弁護士    連合会）
③    同        上        「７訂    民事弁護における立証活動（増補版）」（2019 年、日本弁護士連合
会）
④    菅原郁夫・下山晴彦編「実践    法律相談」（2005 年、東京大学    出版会）
⑤    日弁連弁護士業務改革委員会編「企業内弁護士」（2009 年、商事法務）

事件受任の際の注意点について
最近の懲戒事例を概観する等し、弁護士倫を中心
に、事件受任の際、弁護士が留意すべき点につい
て検討する。

まとめ
本講義のまとめとして、講義、ディスカッショ
ン、補充的なロールプレイを行う。

家事事件の実務について    ②
「相続」の事例を素材として、相続に関する実務
上の留意点について検討する。

（事前）事例検討
（事後）復習用手控によって実務上のポイント確
認

実際の弁護士の仕事と活動    ①
実社会で活動している様々な弁護士の体験談を聞
き、ディスカッションを行なう。

実際の弁護士の仕事と活動    ②
実社会で活動している様々な弁護士の体験談を聞
き、ディスカッションを行なう。

紛争解決と調停・ＡＤＲについて
様々な紛争解決手段を概観し、各紛争解決手段選
択のメルクマールを検討したうえ、弁護士として
の関わり方等について検討する。

（事前）選択すべき手続の検討

企業法務の実務について
臨床法務・予防法務・戦略法務の見地から企業法
務、企業内弁護士の実態を概観し、これらにおけ
る弁護士の役割等を検討する。

家事事件の実務について    ①
「離婚」の事例を素材として、夫・妻それぞれの
立場からの要望を法的に分析し、それを実現させ
るための手続について検討する。

（事前）事例検討
（事後）復習用手控によって実務上のポイント確
認
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

授業内容

事前・事後学習の内容
現実に行われている民事裁判にほぼ近い形で行い、裁判の現場を体験するので、各役割及び各期日に
おける準備が予習復習の内容となる。

(1)　民事模擬裁判の進め方について検討する。
(2)　訴状作成の指導
原告役からの事情聴取に基づいて、訴状作成を指導する。
(3)　答弁書の指導
被告からの事情聴取に基づいて、答弁書作成を指導する。
(4)　第１回口頭弁論期日
訴状、答弁書各陳述、求釈明をさせ、その問題点について検討し、準備書面の提出を促す。
口頭弁論調書も作成する。
(5)　第１回弁論準備手続期日
原告、被告の主張に基づいて、準備書面を提出させ、裁判官が争点整理をする。
(6)　第２回弁論準備手続期日
双方の主張についての争点整理をする。
(7)　第３回弁論準備手続期日
　　争点整理案の確認、証拠調べ前の和解勧告
(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、集中証拠調べ期日　証拠調べ講評
証人、原告本人、被告本人等を１日で集中審理を行う。証拠調べをビデオ撮影し講評を行う。
＊　集中証拠調べは、日程や証人の都合により、２回に分けて行うこともある。
(13)　 最終口頭弁論期日
最終準備書面の提出、弁論終結後の和解勧告
(14)　和解期日
　　　和解の進め方及び和解案の検討を通じて和解のポイントは何かを検討する。
(15） 判決言渡期日・講評
判決を言渡し、判決に対する講評を行う。併せて控訴するかどうか、その方法についても検討する。

演習
3年 単位数 2.0単位

民事紛争を解決するプロセスとして法曹にとって最も重要な手続である民事裁判について、事例を素
材として、民事裁判過程における主要場面をそれぞれ学生が、原告代理人、被告代理人、裁判官と
なって、訴状、答弁書、準備書面の作成、争点整理、証拠調を行い、裁判官による判決までをロール
プレイを行うことにより、裁判実務の基礎的能力を身につけることを主題とする。
　民事訴訟実務の基礎、民事実体法及び民事手続法の知識をいわば立体的に駆使すること、与えられ
た事案を読み解くこと（事例の分析能力）、裁判における書面作成（文章作成能力）の各能力が求め
られる。
民事紛争を解決するプロセスとして法曹にとって最も重要な手続である民事裁判について、事例を素
材として、民事裁判過程における主要場面をそれぞれ学生が、原告代理人、被告代理人、裁判官と
なって、訴状、答弁書、準備書面の作成、争点整理、証拠調を行い、裁判官による判決までをロール
プレイを行うことにより、裁判実務の基礎的能力を身につけ，民事裁判実務の基礎的事項を説明でき
るようになっていることを到達目標とする。
　民事訴訟実務の基礎、民事実体法及び民事手続法の知識をいわば立体的に駆使すること、与えられ
た事案を読み解くこと（事例の分析能力）、裁判における書面作成（文章作成能力）の各能力が求め
られる。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容

2024年度後期 曜日・時限 火曜3限

1FCB408010 科目ナンバリング FCALAW82008-J4
民事模擬裁判
原田　裕彦、辰田　昌弘、高橋　幸平
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
　到達目標の達成度について評価を行う。模擬裁判期日における担当弁護士、裁判官としての発言、
尋問方法、内容（３０％）書面の作成（３０％）事案の理解度（４０％）を総合評価する。合格とな
るためには、民事裁判実務の基礎的事項を説明できるようになっていることが求められる。

裁判官役、原告代理人役及び被告代理人役それぞれに教官が付き、個別に指導する。 証人・本人につ
いては、弁護士、本学ロースクール出身の司法試験合格者などが役割を演じる予定である。証拠調べ
をビデオ撮影し担当教員３名による講評を行うので、尋問方法について、具体的かつ詳細に検討する
ことが可能であり、法曹として必須の実務能力形成に寄与するものと思われる。
　授業中に撮影した映像は、教材等として、将来利用することもあるのあらかじめ了承の上，受講さ
れたい。
教科書は特に指定しない。模擬裁判事例により行う。原告、被告の各担当者には、事件当事者の聞取
書、提出予定の証拠などを配布する。

スティーブン・D・スターク著、小倉京子訳『訴訟に勝つ実践的文章術』（日本評論社、2010 年）
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

上記ＤＶＤを用いた解説の３回目（第1回公判手
続の冒頭手続まで）。
（模擬裁判記録）被疑事実及び被疑者の言い分
（主張）を、弁護人に交付する。

証拠調べ手続の条文（ことに異議申立の手続及び
その後の裁判所の差配の方法に関する規定）を理
解しておくこと

上記ＤＶＤを用いた解説の4回目（冒頭陳述か
ら、証人尋問、被告人質問まで）。
尋問調書に基づいて証人尋問のロールプレイをさ
せ、その中で、異議申し立ての方法、理由、判断
の手続を理解させる。
（模擬裁判記録）検察官チームは、次回までに起
訴状を裁判所に提出。第5回以降は、すべて模擬
裁判記録に基づくロールプレイを行う。
なお、模擬裁判の性質上、手続の進捗状況によ
り、授業内容はスライドすることがある。

第４回以降１４回（判決宣告）までの授業は、そ
れぞれの訴訟当事者が、作成や準備を求められる
事項がその時点ごとに発生してくる。そのため、
各当事者ごとに、それに応じた書面を臨機に作成
し、対応・応答を準備しておくことが必要になっ
てくる。
教員は、その度ごとに講評を加えるので、その意
味を理解し、自分が準備した書面・準備した事項
等について、どこを改善すべきかについて振り返
り、必要に応じて補充書面なども提出すること。

上記記録についての解説ＤＶＤを用いた解説の２
回目（公判前整理手続期日の終了まで）。
（模擬裁判記録）刑事模擬裁判用の記録を検察官
チームに交付する。

公判前整理手続・証拠請求及びそれに対する意見
の条文を理解しておくこと

実習
3年 単位数 2.0単位

この授業は実習形態で行われる。刑事実務家としての能力は、公訴提起後は実際の刑事法廷（公判前
整理手続を含む）で示されることになる。その実際の手続を自らの頭で考えながら経験して、刑訴
法、刑訴規則、及び刑事手続に関する裁判例等の理解を深めることがこの授業の内容である。
この授業に参加することによって、刑訴法、刑訴規則等の手続法規が、実務にどう連なっているのか
（どのように反映されているのか）を、実感として理解できるはずであるし、刑事手続に関する裁判
例の意味が理解できるはずである。そのような授業を目指す。
ある事件の被疑者が公判請求されたことを前提に、各訴訟当事者が、各段階の手続で行うべき行為、
法廷での訴訟行為等について、具体的事例に則してロールプレイする中で、問題点への対処方法を自
分の頭で考え対応できるようになること、及び、実務家法曹として要求されるスキルの基本的部分を
習得してそれをロールプレイに生かせるようになることが到達目標である。
また各過程でそれぞれの訴訟当事者として書面を作成する必要があるので、その書面を起案すること
によって、当然論述能力の涵養も図られることになる。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
司法研修所刑事裁判教官室編集の「刑事第一審公
判手続の概要−参考記録に基づいて−平成 ２１年
版」に基づいて、公訴提起後の一件記録の編綴の
仕方、記録の読み方等について解説。
上記記録についての解説ＤＶＤ（司法研修所から
各ロースクールに１巻送付されたもの）を用い
て、第１回では、主に公判前整理手続の流れ（証
拠開示の終了まで）について解説すると共に、根
拠規定（条文）を質問し、答えさせる。授業後、
各チーム編成をさせる。

訴訟記録の一件記録の編綴方法（前期の「刑事訴
訟実務の基礎」で履修したこと）について、復習
して理解しておくこと

2024年度後期 曜日・時限 水曜5限

1FCB409010 科目ナンバリング FCALAW82009-J4
刑事模擬裁判
高見　秀一
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第２回公判期日で行う証人尋問のロールプレイ。
異議申立及びそれに対する判断の手続等も行う。
ビデオに収録して 15 回の授業に使用する。

第４回の部分に記載した通り

第３回公判期日で行う証人尋問（２期日め）・被
告人質問のロールプレイ（ビデオに収録）。証拠
調べ手続を終了させる。

第４回の部分に記載した通り

第４回公判期日。論告・弁論・最終陳述（ビデオ
に収録）。弁論を終結させる。

第４回の部分に記載した通り。
なお、それまでの手続についての疑問点・質問点
を挙げられるように準備しておくこと。

第３回公判前整理手続のロールプレイ。
検察官の証人尋問請求等立証方針の確定。

第４回の部分に記載した通り

第４回公判前整理手続のロールプレイ。裁判所の
証拠決定等を終わらせ、証拠の整理を完了させ
る。
争点を確認し、審理予定を確定し、公判前整理手
続を終了させる。

第４回の部分に記載した通り

第１回公判期日（冒頭手続及び証拠調手続−書
証・証拠物の取調まで−）のロールプレイ。
冒頭手続、検察官及び弁護人の冒頭陳述（ビデオ
に収録）、冒頭陳述についての異議。同意書証の
取り調べ。証拠物の取り調べ。

第４回の部分に記載した通り

第1回公判前整理手続の前段階で行う準備作業に
ついて、ロールプレイを行いながら説明する。
起訴状の補正・訂正（起訴状求釈明に対する処
理）
弁護人の証拠一覧表交付請求
検察官の請求証拠の開示・証拠一覧表の交付
弁護人の求釈明申立（証明予定事実記載書へのも
の。検察官証拠請求へのもの）
次回までに類型証拠開示請求をさせる。

第４回の部分に記載した通り

第１回公判前整理手続のロールプレイを行う（被
告人も出頭する）。証明予定事実事実記載書に対
する求釈明についての処理等。
次回までに、検察官は、証拠開示請求に対する回
答書を作成するとともに、開示が必要と思われる
類型証拠を開示する。弁護人が裁定請求をする場
合は、次回までに行わせる。

第４回の部分に記載した通り

第２回公判前整理手続期日のロールプレイを行
う。
類型証拠開示請求に関するやりとりを解説する。
検察官証拠請求に対する弁護人証拠意見及び弁護
人の予定主張を明らかにさせる時期（次回までの
日）を決める。
次回までに、検察官は、追加証拠請求をする。弁
護人は証拠意見・予定主張記載書面を提出する。

第４回の部分に記載した通り

弁護人の起訴状求釈明。それに対する対応。
公判前整理手続に付する決定。
検察官は、次回までに、証明予定事実記載書を提
出し、かつ、証拠調べ請求をする。

第４回の部分に記載した通り
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第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価。なお、学年末に筆記試験も実施する。
（１）到達目標の達成度について評価を行う。
（２）評価方法は、以下の通り。
模擬裁判記録に基づくロールプレイ（実習形態）における各訴訟行為（陳述・尋問方法等）の内容、
各場面で作成した書面の内容等が、その時点で必要とされる訴訟行為、書面の要件を満たしている
か、内容が論理的で合理的な説明となっているか等の観点で評価して70％を配点する。
学年末に行う筆記試験に30％を配点する。筆記試験は、模擬裁判で実際に行った訴訟行為等につい
て、自分の言葉で説明できることを評価基準とし、その際には、授業を受ける前と授業を受けた後で
の、理解度、及び、この授業を通じて取得・修得できたスキル、手続についての理解度の変化等を、
具体的に述べられているか否かの観点でも評価する。
（３）合格（単位取得）の為の最低基準
Ｃ（合格）となるためには、各訴訟行為の根拠となる法令の規定（憲法・刑事訴訟法・刑事訴訟規則
など）の具体的条文・具体的文言を適示して、説明できることが求められる。

手続が進行していく過程で、各当事者が何を行い、どんな書面を作成し、どんな尋問準備をするのか
等、常に準備事項が発生してくるので、それらについて準備するとともに、事後には、自分が準備し
た書面・尋問事項などについて、どこを改善すべきかについて振り返ること。

司法研修所監修の「刑事第一審公判手続の概要−参考記録に基づいて−平成２１年版」（法曹会）を
教科書として指定する。
模擬裁判に用いる模擬裁判記録は、担当教員が事前に配布する。

『刑事訴訟法における学説と実務−初学者のために』守屋克彦編著（日本評論社、2018  年）（現役
裁判官と元裁判官の弁護士・研究者が執筆を担当している）
『実践！刑事証人尋問技術 part2：事例から学ぶ尋問のダイヤモンドルール』（現代人文社、2017
年）（担当教員が一部執筆を担当している）

第５回公判期日。判決宣告（ビデオに収録）。そ
の後全体講評をする。
判決宣告までの手続についての疑問点・質問等を
挙げさせ、それについて議論させ、解説する。
ケースセオリーについて説明し、可能であればブ
レーンストーミングを行う。
冒頭陳述、証人尋問、被告人質問、論告、弁論等
について、ビデオ再生及び証人尋問調書を使いな
がら、検察官チーム・弁護人チームに各尋問・質
問の意図等を質問する。
異議のやりとり、裁判所の異議に対する決定につ
いて解説する。
なお、授業の進捗状況等によっては、いずれか１
回の授業に代えて、教員が担当している具体的事
件（証人尋問期日等）の法廷傍聴を行う場合があ
る。

自分が担当した証人尋問・被告人質問について、
その尋問・質問の意図について再確認しておくこ
と。
裁判官は、自らが行った異議の差配について、再
確認しておくこと。

期末試験
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

授業内容

事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

教科書

絶対評価
　到達目標の達成度について評価を行う。リーガルクリニックについての理解度（４０％）、相談の
対応能力（３０％）、レポート（３０％）の総合的評価。合格するためには、中小企業における法律
紛争の解決方法についての相談の実務について基礎的な事項を説明できるようになっていることが求
められる。
予定通りの内容の相談が来るとは必ずしも限らないので、学習と実際の法律相談の内容が対応しない
場合があるが、講義の全体としては、中小企業の法律問題を網羅的に学ぶことができる。

特に指定しない。

受講生は、座学については各回のテーマについて予習し、受講した内容を復習する。クリニックにつ
いては、事前に送られる相談内容について予習し、相談後には、相談内容を整理した簡単なレポート
をクリニック終了後 １週間以内に提出する。

学生は、大阪市内の本学文化交流センター内にある中小企業支援法律センターに於いて、相談者の同
意を得たうえで、担当弁護士の法律相談に同席して、担当弁護士とともに法律相談を行う。このクリ
ニックと併せて、本学校舎において、中小企業者が抱えている法律問題を学習し、その知識を法律相
談に生かすという、相談と学習を有機的に関連づけて行う。
１回　法律相談・面接における基本的技術
　　　法律相談の弁護士活動における意義・面接の方法について検討する。DVD併用
２回　リーガルクリニック
３回　債権（売掛金回収）に関する法律問題の検討
４回　リーガルクリニック
５回　金融機関などからの支払請求に関する法律問題の検討（破産・再生も含む）
６回　リーガルクリニック
７回　事業承継・相続に関する法律問題の検討
８回　リーガルクリニック
９回　賃貸借などの企業基盤に関する法律問題の検討
10回　リーガルクリニック
11回　労働問題に関する法律問題の検討
12回　リーガルクリニック
13回　そのほか中小企業で問題となるケースの検討
14回　リーガルクリニック
15回　まとめ

実習
3年 単位数 2.0単位

（１）本科目は、法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムに基づいてなされていた中小企業向
け法律相談を、支援プログラム終了後も形を変えてなされている中小企業向け法律相談と連携してな
されるものである。
（２）中小企業における法律紛争の解決方法についての相談を、担当弁護士の相談活動を通じて学ぶ
ものであり、法律相談を中心としたリーガルクリニックである。
（３）この講義により、中小企業における法律紛争の解決方法についての相談の実務について基礎的
理解を得ることが主題である。
この講義により、中小企業における法律紛争の解決方法についての相談の実務について基礎的な事項
を説明できることが到達目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容

2024年度後期 曜日・時限 木曜4限

1FCB410010 科目ナンバリング FCALAW82010-J4
中小企業向け法律相談
原田　裕彦、小原　正敏、高橋　幸平、草尾　光一、道上　達也
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参考文献

その他

なし

授業形態には実習も含まれます。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

民法総則(その五)    民事法律行為・代理・時効の
順に解説を行う。その際、『中国民法判例と学説
研究    総則編』の判例も適宜に紹介する。

民法典総則編第 6 章−第 7 章、第 9 章について、
予習・復習しておくこと

物権法(その一)    総則、所有権の順に解説を行
う。その際、2020 年の民法典物権編を題材にし
て、その内容、特徴について考察する。『中国民
法判例と学説研究    物権編』の判例も適宜に取り
上げる。

民法典物権編総則、所有権について、予習・復習
しておくこと

物権法(その二)    用益物権、担保物権、占有の順
に解説を行う。社会主義市場経済における用益物
権の重要性を考察する。『中国民法判例と学説研
究    物権編』の判例も適宜に取り上げる。

民法典物権編用益物権、担保物権及び占有につい
て、予習・復習しておくこと

民法総則(その二)    民法総則における基本規定(基
本原則、法の適用など)について、解説を行う。そ
の際、『中国民法判例と学説研究    総則編』の判
例も適宜に紹介する。

民法典総則編第 1 章について、予習・復習してお
くこと

民法総則(その三)    民事主体(自然人、法人、非法
人組織)について解説を行う。その際、『中国民法
判例と学説研究    総則編』の判例も適宜に紹介す
る。

民法典総則編第 2 章−第 4 章について、予習・復
習しておくこと

民法総則(その四)    民事権利、民事権利の客体に
ついて解説を行う。人身の権利、財産権のほかに
知的財産権も取り上げる。その際、『中国民法判
例と学説研究    総則編』の判例も適宜に紹介す
る。

民法典総則編第 5 章について、予習・復習してお
くこと

民法総則(その一)    中国における民法典編纂に解
説を行う。民法典の制定過程における論争も紹介
する。

指定された範囲を予習・復習しておくこと

講義
基礎法学・隣接科目
1年 単位数 2.0単位

本講義は、現代中国私法の概説を行う。主に民法総則、物権法、契約法、人格権法、婚姻家庭法、相
続法及び不法行為責任法を対象とする。社会主義市場経済に見合った中国私法体系の概要を理解させ
るとともに中国私法を見ることで法の世界の広がりを感じさせることを目指している。中国法の比較
法的解読にとどまらず、中国法と中国政治、中国社会という視点も取り入れて講義を進める予定であ
る。

中国私法の主要分野(民事主体、所有、契約、不法行為、家族)について、基本的知識を得ると同時
に、中国に固有の「法」の姿及びその特殊性のなかの普遍的価値を説明することができるようになる
ことが、この授業の到達目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
清末以降の近代法、中華人民共和国成立以来の法
の歴史を概観する。現代中国法全体の見通しを得
ることを目標としている。

指定された範囲を予習・復習しておくこと

2024年度前期 曜日・時限 月曜5限

1FCB502010 科目ナンバリング FCALAW83002-J1
中国法
王　晨
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第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

授業内容

事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

その他

以下の基準の通り、本授業の到達目標に対する到達度に即して、相対評価をする。期末試験 70％、
授業における議論の参加状況 15％、レポート 15％。合格のための最低基準は、中国私法に関する基
礎的知識及びその考え方について、理解し、説明することができることである。
テキストの指定された範囲を予習して理解するとともに、学習内容を身につけるために復習しておく
こと。なお、「中国民事法の判例から見た中国法のアイデンティティについて」というレポートの課
題がある。前期の後半に出すことになっている。
教員が作成した中国法教材・資料を配布する予定。授業は、主にそれを沿って行う。

参考書として、高見澤磨ほか著『現代中国法入門第 9 版』(有斐閣、2022 年)、小口彦太・田中信行
著『現代中国法    第２版』(成文堂、2012年)、高見澤磨・鈴木賢編『要説中国法』(東京大学出版
会、2017 年)を指定する。

本校の法学雑誌の新刊に中国民法典に関する翻訳・解説(王)がある。参考にしてください。
法学政治学専攻開講科目「中国法特論」との合同開講とする。

授業までに教科書指定箇所を予習し、授業後は、しっかり復習することは、大事である。参考文献や
判例研究も、自主的に取り組んでほしい。

各回の授業内容は、以上の通りである。

相続法    相続財産、法定相続、遺言相続、遺贈扶
養取決め、特別縁故者制度という項目で解説を行
う。その際、『中国民法判例と学説研究    親族・
相続編』の判例も適宜に紹介する。

民法典相続編について、予習・復習しておくこと

期末試験

人格権法(その二)    民法典人格権編の各則を解説
する。生命権、身体権、健康権、氏名権、肖像
権、名誉権、プライバシー権及び個人情報の保護
を項目にして取り上げる予定。その際、『中国民
法判例と学説研究    債権編』の判例も適宜に紹介
する。

民法典人格権編各則について、予習・復習してお
くこと

婚姻家庭法(その一)    婚姻家庭法の基本原則、婚
姻、夫婦関係という項目で解説を行う。その際、
『中国民法判例と学説研究    親族相続編』の判例
も適宜に取り上げる。

民法典婚姻家庭編第 1 章−第 3 章について、予
習・復習しておくこと

婚姻家庭法(その二)    離婚、親子、扶養という項
目で解説を行う。その際、『中国民法判例と学説
研究    親族相続編』の判例も適宜に取り上げる。

民法典婚姻家庭編第 4 章−第 5 章について、予
習・復習しておくこと

債権法(その一)    民法典契約編の解説を行う。社
会主義市場経済にとって債権の重要性を指摘す
る。『中国民法判例と学説研究    債権編』の判例
も適宜に紹介する。

民法典契約編について、予習・復習しておくこと

債権法(その二)    民法典不法行為責任編の解説を
行う。その際、中国不法行為責任法の現代化は、
一つの重要な視点になる。『中国民法判例と学説
研究    債権編』の判例も適宜に紹介する。

民法典不法行為責任編について、予習・復習して
おくこと

人格権法(その一)    民法典人格権編の総則を解説
する。人格権編の適用範囲、一般人格権、死者の
人格的利益、人格権の保護を項目にして取り上げ
る予定。その際、『中国民法判例と学説研究    債
権編』の判例も適宜に紹介する。

民法典人格権編総則について、予習・復習してお
くこと
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回
弁護士の公益活動──公益活動の実態と義務化の
可能性およびその根拠

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

民事訴訟と弁護士──民事訴訟の特質および民事
訴訟への弁護士関与の実態と課題

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

刑事事件と弁護士──我が国の刑事司法および刑
事弁護の実態と裁判員裁判のインパクト

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

企業法務と弁護士──企業関連弁護士業務の発展
可能性とインハウス・ロイヤーの増加

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

弁護士・依頼者関係──法の論理と生活世界の論
理との相克およびミクロな権力の作動

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

法律相談と弁護士──法の素人の弁護士との
ファースト・コンタクト

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

ＡＤＲと弁護士──ＡＤＲの特質およびＡＤＲへ
の弁護士関与の実態と課題

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

弁護士事務所の形態──共同化・大規模化・法人
化の可能性とその問題点

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

弁護士会の役割──全員加盟制組織の存在意義 事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

弁護士と隣接法律専門職種との関係──法関連
サービスの提供をめぐる対抗と協働

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

弁護士活動の理念──プロフェッション・モデル
の妥当性をめぐって

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

弁護士人口論／反規制緩和論──弁護士大幅増員
への賛否とその理由

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

弁護士偏在問題──弁護士の大都市集中と弁護士
過疎

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

法曹養成制度および法専門職の歴史──近代的法
曹養成制度の跛行的発展とその帰結

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

講義
基礎法学・隣接科目
1年 単位数 2.0単位

この授業は講義形態により行われる。この授業では、経験的社会科学としての法社会学という学問の
性格についての基礎的な理解を共有したうえで、その法社会学の分野において国内外で蓄積されてき
た法専門職研究の成果に依拠して、我が国における弁護士および弁護士実務の歴史と現状について、
史料と最新のデータを活用して概観するとともに、法曹人口が大幅に増加するこれからの時代におけ
る弁護士の職業的活動の変容可能性とその方向を、社会科学的な観点から検討する。

法社会学とはどのような学問であるかについての基本的な理解を踏まえて、我が国の弁護士の現状は
どのようなものであり、そうした現状がどのような歴史的経緯によって形成されてきたのかを説明す
るために必要な既存の史料やデータを収集することができ、かつ、それらの史料やデータに基づい
て、首尾一貫した説明を行うことができるようになることを目的とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
法社会学の学問的特質と法社会学における弁護士
論の系譜

事前学習：指定文献の精読、疑問点の抽出
事後学習：授業内容の整理

2024年度後期 曜日・時限 金曜5限

1FCB503010 科目ナンバリング FCALAW83003-J1
法社会学
阿部　昌樹
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第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

その他

相対評価：第 8 回および第 15 回の授業時間中に実施する小テストと期末試験による。小テストも期
末試験も記述式試験とする。2 回の小テストはいずれも 10 点満点、期末試験は 80 点満点で採点し、
それらの得点の合計が 60 点以上であれば合格とする。第 1 回の小テストは第 1 回から第 8 回までの
授業の理解度を試すものであり、第 2 回の小テストは第 9 回から第 15 回までの授業の理解度を試す
ものである。それに対して、期末試験は、上記の到達目標にどの程度達しているかを測るものであ
り、授業全体をとおして学んだことを、応用する力が試されることになる。
単位を取得するためには、我が国における弁護士の実態がどのようなものであり、なぜ実態がそのよ
うなものとなっているのかについて、関連する基本的な史料やデータと矛盾しない説明を行えること
が求められる。
各回の授業は、受講者全員があらかじめ指定文献および授業用資料を精読し、その内容をおおむね理
解していることを前提として、質疑応答を通してその理解内容を確認し、深めていくかたちで進めて
いく。
特定の教科書は使用しない。指定文献を複写し、製本したものを、開講前に受講者全員に配布する。
また、それに加えて、各回の授業に関連した統計データ等の追加的な資料を、各回の授業の前に
Moodleを通して受講者全員に配付する。

参考文献は授業中にも適宜指示するが、さしあたり以下のものを挙げておく。
佐藤岩夫・阿部昌樹編『スタンダード法社会学』（北大路書房・2022年）
和田仁孝『法社会学』（新世社・2022年）
和田仁孝・西田英一・仁木恒夫編『新ブリッジブック法社会学』（信山社・2022年）
村山眞維・濱野亮『法社会学〔第３版〕』（有斐閣・2019 年）
宮澤節生・武蔵勝宏・上石圭一・菅野昌史・大塚浩・平山真理『ブリッジブック法システム入門〔第
４版〕』（信山社・2018 年）
木佐茂男・宮澤節生・佐藤鉄男・川嶋四郎・水谷規男・上石圭一『テキストブック現代司法〔第６
版〕』（日本評論社・2015 年）
法学政治学専攻開講科目「法社会学特論」との合同開講とする。

期末試験
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

陪審制度（1）：一般市民の中から無作為に選出
された陪審員が、裁判官から独立して事実認定を
行う陪審制度は、英米法の際立った特徴である。
陪審制度は現在のアメリカで非常に高い信頼を得
ていると考えられている。アメリカにおける陪審
制度の歴史的理念を学習する。

事前配付資料の予習と復習

判例法主義：英米判例法の最重要原理である先例
拘束性の原理を学ぶ。英米において裁判官は先例
を尊重する法的な義務を負う。イギリスとアメリ
カにおける先例拘束性の原理のあり方を検討する

事前配付資料の予習と復習

先例変更に関わる理論的問題：英米においても先
例の変更はある。遡及的適用など、先例変更に関
わる理論的な問題を検討する。

事前配付資料の予習と復習

司法制度：英米では法曹一元が採用されているほ
か、その司法制度には日本とは根本的に異なるい
くつかの特徴がある。英米における司法制度と法
学教育を概観する。

事前配付資料の予習と復習

英米法の歴史と基本的特徴：英米法の核心である
コモン・ローの歴史は中世イングランドに遡る。
コモン・ローはどのようにして形成されたのか。
コモン・ローは社会の変化にどのように適応して
きたのか。

事前配付資料の予習と復習

講義
基礎法学・隣接科目
1年 単位数 2.0単位

この講義では、英米法の基本的な知識、判例法の思考方法や現代的な諸問題を理解するために重要な
歴史的事象、そして法制度の全体像を把握することを主たる目標とする。その上で、法と裁判所が社
会の中で非常に大きな役割を果たしているとされるアメリカ法の興味深い側面を具体的事例に則して
検討する。手厚い身分保障の与えられた裁判官が政治部門から独立して法的正義を実現するというの
が違憲立法審査制度の基本的な理念であり、アメリカの最高裁は人種差別や刑事裁判手続といった領
域においてこうした役割を果たしてきたとされる。しかし、この理念に対しては、最高裁がアメリカ
社会を基本的なレベルで変えるような力を持つのかという深刻な問題提起がなされている。この授業
では、最高裁が少数者の権利を擁護したと評価されている判例を題材として、社会的・政治的背景を
踏まえてこうした理念の妥当性を検証する。また、この30年の間にアメリカ社会の分断が深刻化して
きたが、このことによって最高裁裁判官の任命プロセスが変質してしまったことが最高裁の行動にど
のような影響を及ぼしているのかも考察する。
授業概要の趣旨を踏まえて、英米法の基礎的事項、陪審制度を含む司法制度の構造と意味、アメリカ
の重要な憲法判例の政治的意義、アメリカ法研究が日本の司法改革に与えた影響など、授業で取り上
げる問題について理解し、説明できること。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
英米法を学ぶ意義：日本の法科大学院において英
米法を学習する意義はどこにあるのか。英米法の
知識が日本法の理解と実践にどのように関わって
いるのか。

事前配付資料の予習と復習

2024年度後期 曜日・時限 木曜5限

1FCB505010 科目ナンバリング FCALAW83005-J1
英米法
勝田　卓也
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第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

ブラウン判決（2）ブラウン判決によってアメリ
カの人種問題は解消されたのか。逆に、人種問題
のみならず、アメリカ社会のあり方にネガティブ
な影響を与えはしなかったであろうか。最高裁は
単独でアメリカ社会を大きく変えるようなことが
できるのであろうか。

事前配布資料の予習と復習

期末試験

連邦の一体性と司法部門：19  世紀半ば、米国は
奴隷制をめぐり分裂の危機を迎える。最高裁は
1857 年のドレッド・スコット事件において南部
奴隷州の利益を擁護する党派的な判決を下したと
される。国家分裂の危機に際して、司法部門はど
のような役割を果たすべきなのか。

事前配付資料の予習と復習

再建期の法的課題：南北戦争後の米国南部では、
広く人種分離制度が行われていた。法の平等保護
を保障する合衆国憲法の下で、人種分離制度が容
認されるのか。連邦政府は解放された黒人の権利
を保護するために何をなすべきなのか。19  世紀
末の公民権事件判決やプレッシー対ファーガソン
判決等を検討する。

事前配付資料の予習と復習

ブラウン判決（1）：最高裁は 1954 年のブラウン
対教育委員会事件判決において先例を変更し、人
種別学を違憲とした。この先例変更はいかにして
可能となったのか、ブラウン判決はいかなる意味
で重要であったのか。米国最高裁の200  年を超え
る歴史のなかでも記念碑的な地位を占めるブラウ
ン判決を総合的に検討する。

事前配付資料の予習と復習

陪審制度（4）：アメリカの陪審制度は、日本に
おける司法制度改革審議会において議論の対象と
なり、裁判員制度の制度設計に一定の影響を及ぼ
した。その議論はどのようなものであったのか。
裁判員裁判と陪審裁判はどのように違うのか。裁
判員制度の導入は日本の刑事司法にどのような影
響を与えたのであろうか。

事前配付資料の予習と復習

アメリカ憲法の基本的構造：合衆国憲法の基本的
な構造、特に人権保障の仕組みを学ぶ。連邦制の
下では、どのような構造によって基本的な人権が
保障されるのか。建国当時から現代に到るまでの
歴史を踏まえた上で、憲法上の構造を理解する。

事前配付資料の予習と復習

アメリカにおける違憲立法審査権の確立：アメリ
カにおいて違憲立法審査権を確立したとされる
1803 年のマーベリ対マディソン事件判決を検討
する。アメリカの連邦最高裁は今日では違憲立法
審査権を活発に行使しているが、その端緒とされ
るマーベリ判決の実像を探り、法と政治の関わり
合いを理解する。

事前配付資料の予習と復習

陪審制度（2）：アメリカにおける陪審制度の現
状について、陪審の人種構成の問題を検討する。

事前配付資料の予習と復習

陪審制度（3）：現在のアメリカの刑事事件のほ
とんどは有罪答弁（その多くは司法取引）によっ
て処理されており、陪審裁判はほとんど行われて
いない。陪審裁判が減少した意味を探る。

事前配付資料の予習と復習
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

その他

到達目標の達成度について評価を行う。 絶対評価による。期末試験 70％、中間試験（第 10回を目途
とする）30％の割合で評価する。合格のためには、到達目標に照らして最低限の理解を明晰な文章で
説明できることが求められる。

参加者には、アメリカ史についての基本的な知識が当然の前提として求められるだけではなく、アメ
リカという国の歴史と文化についての旺盛な知的好奇心が期待される。授業中の質問と発言を歓迎す
る。

授業で説明する。

同上

法学政治学専攻開講科目「英米法特論」との合同開講とする。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

民法の体系について（５）：パンデクテンの全体
的見通しの一例（承前）

事前学習：前回の講義で配布してある原典資料を
予め読んでおく
事後学習：講義で配布した原典資料を熟読し、あ
らためて、民法の体系について、文章でまとめて
おく（箇条書きではなく小論）

公法の基礎（１）：いわゆる「法治国家」概念に
ついて

事前学習：日本の公法学の教科書に記されている
「法治国家」概念の説明を読んでおくこと事後学
習：ドイツにおける「法治国家」概念記述に係る
原典資料を熟読する

公法の基礎（２）：近代公法学の成立過程 事前学習：日本の公法学（とくに行政法）におけ
る、公法と私法の区別に係る記述を読み直してお
くこと
事後学習：講義で配布した原典資料を熟読する

民法の体系について（２）：日本におけるパンデ
クテン体系理解の淵源

事前学習：前回の講義内容の確認
事後学習：講義で配布した資料を熟読する

民法の体系について（３）：19 世紀前半における
ドイツ民法学者の体系把握

事前学習：改めて日本の流布版の民法の教科書や
新書などの「パンデクテン」説明を読んでおく。
また 19 世紀前半のドイツ史をおさらいしておく
事後学習：講義で配布した原典資料を熟読する

民法の体系について（４）：パンデクテンの全体
的見通しの一例

事前学習：19  世紀前半ドイツの歴史をおさらい
しておく
事後学習：講義で配布した原典資料を熟読する

民法の体系について（１）：日本におけるパンデ
クテン体系の理解について

事前学習：日本の流布版の民法の教科書の「パン
デクテン」の説明を読んでおく
事後学習：講義内容の整理

講義
基礎法学・隣接科目
1年 単位数 2.0単位

ドイツ法は、比較法の一分野であって、日独法比較を重要な任務とする。ところが明治期以降現在に
至る日本法は、国家主導による西洋法の《継受》によって根柢的に規定されており、制定法と判例の
背後にある、内的観点を踏まえた法の概念的把握（H.L.A.Hart）に弱いところがある。他方、ドイツ
実定法制度自体は、ヨーロッパにおいて長い歴史を背景に、むしろ国家の政策とは緊張関係を伴いな
がら形成されてきた。本講義においては、窮極的には、日本の実定法に通底する法概念（ないしその
希薄さ）の独特な部分に、ヨーロッパ史の一部としてのドイツ法史の観点から光をあてることが目指
される。
私法と公法、社会法の重要な領域の中から、ドイツにおける法の基礎概念（たとえば民法における債
権と物権の区別、「行政」の概念、法治国家、など）の生成過程を解き明かす。「概念」は、さまざ
まな具体的制度の関係を示すから、法曹が新たな法的問題を考えるときの拠り所となる。だが、具体
的制度の説明が重視される実定法の講義では基本概念の説明がともすれば看過される。こうした基礎
概念を、ヨーロッパ・ドイツの歴史を踏まえて把握し、正確な文章で具体的に表現できるようになる
ことが、目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
日本の法的近代の諸特徴 事前学習：大学までの日本史学習の整理

事後学習：講義内容の整理

2024年度前期 曜日・時限 木曜1限

1FCB506010 科目ナンバリング FCALAW83006-J1
ドイツ法
守矢　健一
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第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

その他

絶対評価
基本的に、試験による評価を行う。試験に当っては、法学上の基本的な概念について、具体的に歴史
的・政治的・法学的な背景を踏まえて正確な言葉で説明ができるかどうか、という到達目標との関係
で、評価を行う。最低基準に到達するには、法学において不可欠の、しばしば抽象的な法概念につい
て、《抽象的な法概念の、歴史的に具体的な意味》を挙げ、明瞭な言葉で説明できなければならな
い。
成績評価方法につき具体的には、感染症対策の有無に応じて、以下の二通りを予定している：

A)    感染症対策による変則的な講義形式でない限り、学期末の試験による評価を  70％とし、講義に
おける、いわゆる平常点（但し、《出席点》ではない）を  30％とする。平常点として積極的な評価
の対象となるのは、講義中における、興味深い質問や、講義内容についての、実質的で論拠ある異論
の提出、などであろうか。
とくになし

とくになし

村上＝守矢／マルチュケ『ドイツ法入門』第 9 版（2018）を一応掲げておく。そのほか、市販の実
定法の教科書や体系書を、資料として参照することが多い。

法学政治学専攻開講科目「ドイツ法特論A」との合併科目。

総括：自由討論を含む 事前学習：配布した資料に再度、目を通す
事後学習：全体をまとめておく

期末試験

社会法の基礎（２）：労働法・社会保障法 事前学習：市販の労働法と社会保障法の教科書を
読んでおく
事後学習：講義で配布した原典資料を熟読し、改
めて、労働法・社会保障法の、法体系全体のなか
で占める位置について、自分なりにまとめてみる

現在のドイツ法（１）：戦間期とドイツ国民社会
主義労働者党（NSDAP）の統治

事前学習：戦間期ドイツの歴史をおさらいしてお
く
事後学習：いわゆる NSDAP の問題を、単に倫理
的にではなく、歴史的で、現代にも連なる問題と
して捉えるよう試みてみること

現在のドイツ法（２）：現在の司法制度 事前学習：日本の司法制度について整理しておく
事後学習：ドイツの司法制度について、歴史的背
景を踏まえて、整理しておく

公法の基礎（３）：近代行政法学の成立過程 事前学習：市販の行政法体系書に目を通しておく
こと
事後学習：講義で配布した原典資料を熟読する

公法の基礎（４）：近代行政法学の成立過程（承
前）

事前学習：前回の講義内容を確認しておく
事後学習：講義で配布した原典資料を熟読し、併
せて、公法の成立過程の全体について文章でまと
めておく

社会法の基礎（１）：社会法という問題領域の成
立過程

事前学習：19  世紀後半の世界史・日本史につい
て、おさらいをしておく。またドイツ近代の私法
学・公法学について、講義で触れた点を復習して
おく
事後学習：私法学・公法学との関係で、社会法と
いうものをおおよそ歴史的にどこに位置づけるこ
とができるか、文章をまとめる
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

その他

到達目標の達成度を測るため、以下により絶対評価の方法を用いる。期末試験（70%）および中間レ
ポート（30%）の合計により評価する。授業の内容を正確に理解し、論理的に説明できることが最低
基準である。

特になし

武内謙治、本庄武『刑事政策学』（日本評論社）

講義中に指示する。

法学政治学専攻開講科目「刑事政策特論」との合併科目。

諸外国の非拘禁的刑罰代替措置と展望 同上

期末試験

自由刑の理論（刑法改正による拘禁刑導入につい
ても取り扱う。）

同上

施設内処遇 同上

社会内処遇 同上

刑罰と保安処分 同上

保安処分の諸類型 同上

刑罰の執行とその猶予 同上

刑罰をめぐる理論的系譜 同上

刑事立法と刑事政策 同上

犯罪対策と非犯罪化 同上

犯罪の実態把握 同上

犯罪原因論の展開 同上

刑事制裁制度の歴史 同上

刑事政策と刑事実体法、刑事司法との関わり 同上

講義
展開・先端科目
1年 単位数 2.0単位

現代社会と刑事政策：人の理性に働きかけ、他者への侵害をなるべく抑止しようとする刑罰制度は、
文化の違いを超えて古くから試みられてきた刑事政策の一つである。この授業では、刑罰を主とした
刑事制裁制度の理論と実態に関する知識を身につけ、科学的で人権尊重を基盤とした現代に求められ
る刑事システムの構築について考える力を養う。

現代社会と犯罪・犯罪者・刑事裁判・刑罰を批判的に検討する力を身につける。人間行動科学の成果
を踏まえた犯罪原因論を学び、個人の人権を尊重しつつ、犯罪を犯した者が社会の中で再度生活再建
をするためには、如何なる制度が効果的かを考え、述べられるようになる。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
刑事政策総論
刑事政策の意義、学問領域

講義中に指示する。

2024年度前期 曜日・時限 月曜2限

1FCB601010 科目ナンバリング FCALAW84001-J1
刑事政策
金澤　真理
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

自然環境の保全法制：自然公園法や自然環境保全
法などの自然保護の法制度の仕組みについて学
ぶ。

同上

地球環境保全の法制：地球温暖化問題に対する国
際的、国内的な取り組みについて学ぶ。

同上

環境行政における紛争処理法制：公害等調整委員
会や公害審査会による公害問題の解決の仕組みに
ついて学ぶ。

同上

廃棄物処理行政：廃棄物処理法の法的仕組みにつ
いて学ぶ。

同上

土壌汚染防止行政：土壌汚染対策法の法的仕組み
について学ぶ。

同上

循環型社会形成法制：容器包装リサイクル法など
の循環型社会形成法制度について学ぶ。

同上

環境アセスメント制度：環境アセスメント制度の
仕組みを学ぶとともに、環境アセスメント制度運
用の現状と課題についても考える。

同上

環境行政の手段（1）：公害規制法制と権力的手
法、実効性確保の仕組みなどについて学ぶ。

同上

環境行政の手段（2）：非権力的手法と協調的法
執行、経済的手法について学ぶ。

同上

環境法の基本原則：環境基本法の仕組み、環境法
の基本原則、環境基本計画などについて学ぶ。

同上

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

環境法の基本原則や基本的な考え方を振り返りつつ、個別の環境分野における環境保護制度の内容を
深め、各分野での環境問題の解決方法を検討します。
具体的には、まず総論として、環境法の理念、環境アセスメント制度、環境保護の行政手法について
取り上げて検討し、次に各論として、公害防止行政、廃棄物処理行政、土壌汚染対策行政、自然保護
行政、地球環境保全行政などに関して制度の仕組みとその背景にある環境政策について検討します。
各回において、事前に教員が配布するレジメに基づき教員が制度の概略を説明し、予め指示した事例
問題について受講生が報告したりしながら、質疑応答で主題を深め、論出能力の涵養をめざします。

環境法の基本的な考え方や個別の環境保護制度の仕組みに関する基本的な知識を学び、環境問題に関
する法的分析能力、法的対応能力を身につける。
環境保護に関連する具体的な紛争を素材として、紛争解決に必要な基本知識を確認し、当事者の立場
に立っての主張・立証の仕方を学び、適切な紛争解決の在り方について検討する。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
環境法の理念と体系：環境法の歴史（公害対策法
から環境法への展開）をたどりつつ、環境法の理
念と体系について考える。

環境法の基本的なテキスト（下記の「参考文献」
参照。授業では基本書を指定する予定だが、現段
階では何を指定するのか、未定）の該当箇所を事
前・事後に読むことを求めます。

2024年度前期 曜日・時限 集中講義

1FCB603010 科目ナンバリング FCALAW84003-J1
環境法
曽和　俊文
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第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
先に挙げた到達目標の達成度に照らして評価を行う。
具体的には以下の評価方法に従う。
授業への参加度    ３０％……評価のポイント：授業中の報告内容、授業中の発言内容などを考慮して
評価する。
期末試験    ７０％……評価のポイント：環境法制度や基本概念に関する正確な知識、及び、事例問題
について結論を導き出す法的論理の適切性などに基づき評価する。
合格のための最低基準としては、上記の評価方法に基づく評価で6割以上の評価を得ることとする。
本授業では、教員が事前に配布するレジメに基づいて授業を進めます。ただし、授業で取り上げる
テーマについて、以下の参考文献で挙げるような、基本的な環境法のテキストで、授業で取扱部分を
予習・復習して下さい。

教科書は特に用いません。（毎回、教員が作成したレジメに基づき授業を行います）。しかし、以下
の参考文献のいずれかを基本書として指定して、授業の前後に予習復習することを求めます。
◎    北村喜宣『環境法[第6版]』（弘文堂、2023 年）
◎    大塚直『環境法BASIC[第4版]』（有斐閣、2023 年）
◎    越智敏裕『環境訴訟法[第2版]』（日本評論社、2020 年）

事例演習（2）：事例問題を素材として、環境紛
争の具体的な解決のありかたについて学ぶ。

事前に事例問題を出題し、授業前までに答案を作
成し、提出することを求める。

期末試験

環境行政訴訟(1)：環境問題の司法的解決の仕組
み、とりわけ行政訴訟について学ぶ。

同上

環境行政訴訟(2)：環境問題の司法的解決の仕組
み、とりわけ民事訴訟、住民訴訟について学ぶ。

同上

事例演習（1）：事例問題を素材として、環境紛
争の具体的な解決のありかたについて学ぶ。

事前に事例問題を出題し、授業前までに答案を作
成し、提出することを求める。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

消費者契約法の理論と実際（1）−消費者契約の
定義と不当勧誘による取消し

事前：消費者契約法がどのような法律であるのか
を教科書や文献で理解する。とりわけ、消費者契
約法2条および4条を整理する。事後：具体的な不
当勧誘行為の例を理解し、実際の事例への適用と
その課題とを考える。

民法と消費者法の交錯−未成年者取消権の消費者
保護機能と成年年齢の18歳への引下げ

事前：民法の未成年者に関する規定とその法理と
を教科書などで再確認して、理解する。事後：未
成年者の契約被害の現状と法的救済のあり方を理
解し、成年年齢の18歳への引下げによる課題とそ
の意義とを整理する。

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

この講義では、消費者法の基礎的な考え方を学びます。その目的は、消費者被害の救済法理を消費者
基本法の消費者の権利という観点から考えることにあります。消費者被害の法的な救済が有効に機能
するためには、民事法理によってだけではなく、行政規制や消費者施策も重要です。とりわけ、消費
者被害の拡大防止や未然防止には、行政規制が大きな役割を果たしています。もっとも、時間的に限
られたこの講義では、民法などの民事法理との関係を整理しながら、消費者被害の救済法理の意義と
課題とを講義します。消費者被害を救済するについて、民法とその法理はどのような役割を果たすの
か。消費者法が定める民事規定には、民法法理との関係でどのような意義があるのかを具体的事例を
踏まえつつ、考えてみましょう。その対象となる法律は、民法、消費者契約法、特定商取引法そして
割賦販売法などです。加えて、製品の安全性にかかわる法律として、製造物責任法とその裁判例を検
討します。
消費者法のもうひとつの大切な役割が、法を通して自らの消費生活について消費者に何ができるのか
を考えることです。例えばSDGでは、持続可能な消費生活の実現が課題となっています。食品の表示
にかかる法を理解することは、SDGsでその解決が目指されている「食品ロス」の問題を考えるため
には不可欠です。こうした問題の解決は、消費者のかかわりと理解なしにはあり得ません。そのため
に法と法律家は何ができるのかも考えたいと思います。そのことは、消費者法が果たす役割が、消費
者の救済だけではなくて（それがとても大切だとしても）、私たちの生活のあり方にかかわるもので
あることを再認識させてくれるはずです。

この講義の到達目標は、消費者の契約被害と製品の安全をめぐる救済法理について、その基本的な考
え方とその課題とを理解することです。そのために、民法の契約と人に関わる法理を消費者の権利と
いう観点から整理して理解すること。また、さまざまな消費者問題の理解と解決のために、法や法律
家が果たすべき役割についても、その考え方を理解すること。さらに、消費者問題を法的に解決する
ために、さまざまな主体、例えば行政や消費者団体などがどのように関与しているのかも学びます。
その学びを通して、消費者被害の救済のために法を活用するとはどういう理解と対応とが必要なのか
を理解できることになります。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
消費者被害の現実と法の役割−消費者基本法と消
費者政策

事前：消費者基本法が定める消費者の権利につい
て、法律の条文を確認した上で整理する。事後：
消費者の権利行使が有効に機能するための法がど
のような役割を担うのかを理解する。

2024年度前期 曜日・時限 金曜4限

1FCB604010 科目ナンバリング FCALAW84004-J1
消費者法
坂東　俊矢
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第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

まとめの講義−消費者市民社会と法 事前：消費者教育推進法の意味とその法律が目指
す社会について整理する。事後：消費者が主体的
に消費者生活のあり方に関わる基盤について理解
する。

期末試験

食品表示と消費者の権利（1）−消費者が選択の
権利を行使できる表示のあり方

事前：食品表示が消費者の選択権行使に果たす役
割を整理する。事後：食品表示に関する法律的な
意味とその課題について理解する。

食品表示と消費者の権利（2）−機能性表示食品
と景品表示法それに消費者団体の役割

事前：いわゆる健康食品に関するわが国の制度を
整理する。事後：誤解を招く表示に対する景品表
示法と消費者団体の役割を理解する。

SDGsと消費者法−「食品ロス」の問題を解決す
るための法と消費者の役割

事前：SDGsとは何か、また食品ロス問題をどう
取り扱っているかを整理する。事後：食品ロスの
現状とその解決に向けた課題を理解する。

割賦販売法の理論と実際（1）−割販法の適用対
象と加盟店管理責任と適正な与信管理

事前：クレジットで商品を購入する場合の法律関
係を整理する。その上で、割賦販売法がどのよう
な取引に適用されるのかを整理する。事後：割賦
販売法によって事業者に課せられる義務、とりわ
け消費者の有する抗弁権の対抗とそれに関連する
裁判例の意義を理解する。

割賦販売法の理論と実際（2）−クレジットカー
ド

事前：クレジットカードで支払うことの法律関係
を整理し、その法的課題を確認する。事後：クレ
ジットカードによる決済が法や約款でどのように
取り扱われているのかを、裁判例での争点に対す
る判断を含めて理解する。

製造物責任法の理論と実際−製品の欠陥にかかる
被害救済法理

事前：製品に欠陥があった場合の民法による救済
について整理する。事後：裁判例を通して、製品
の安全性にかかる法律である製造物責任法や行政
規制法が果たす役割を理解する。

特定商取引法の理論と実際（2）−訪問販売を例
としてクーリング・オフを理解する

事前：クーリング・オフの条文を読んで、その要
件を整理する。また、どのような取引にクーリン
グ・オフが定められているのかを確認する。事
後：クーリング・オフが持つ消費者救済法理とし
ての意義を、具体的事例の解決を通して理解す
る。

特定商取引法の理論と実際（3）−継続的役務を
めぐる被害救済法理

事前：委任や準委任、それに請負契約などの民法
の役務提供型契約に関する民事法理論を整理す
る。事後：継続的役務に関する特商法の消費者救
済法理の意義と裁判例を整理し、その法律的意味
を理解する。

特定商取引法の理論と実際（4）−ネット通販を
めぐる被害救済法理

事前：通信販売よる契約の特性について、通常の
契約との対比で整理する。事後：ネット通販をめ
ぐる紛争の実際と救済機関と法の実際について理
解する。

消費者契約法の理論と実際（2）−不当条項の規
制（民法の約款規制も視野に入れて）

事前：民法の約款に関する条項と消費者契約法8
〜10条を整理する。事後：不当条項規制に関する
裁判例など、その考え方を整理し、不当条項がど
のような消費者トラブルにつながるのかを理解す
る。

特定商取引法の理論と実際（1）−特商法の適用
範囲（ネガティブオプションを含む）と行政処分
の実際

事前：教科書や文献などで特商法という法律がど
のような内容を有する法律なのかを確認する。そ
して、特商法の法的な性格とその適用範囲を整理
する。事後：契約成立と消費者法の関係及び特商
法による行政処分の意義と課題とを理解する。
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
期末試験が70％、消費者契約法に関する講義が終了した段階で課すレポートを30％とし、消費者法を
消費者被害の救済のためにどのように活用することができるかどれだけ理解できているかを確認し
て、その理解度とそれを表現する能力について評価します。具体的な事例問題の解決のために、消費
者法を正しく適用できることが単位取得要件です。

民法の総則と契約法に関する講義を先に履修して下さい。
消費者にかかわる法は、しばしば法改正が行われます。最新の条文を確認できるように準備をしてお
いて下さい。
また、消費者法は、現場感覚あふれる法領域です。講義を通して、企業法務を担うにせよ、市民のた
めの法律家になるにせよ、法律実務家として、消費者問題を解決することの面白さと大変さとを感じ
てもらいたいと思います。そのためにも積極的に講義に参加して下さることを期待します。

教科書は指定しません。講義は最新の法改正をも反映したレジュメやPower-Pointによる資料を使っ
て行います。消費者法は改正の多い領域です。必ず、新しい書籍を読んで下さい。なお、教科書に準
ずる書籍として、谷本・カライスコス・坂東『これからの消費者法−社会と未来をつなぐ消費者教育
［第2版］』（法律文化社・2023年10月）を推薦します。また、それ以外の消費者法に関する代表的
な教科書については、講義時に紹介します。

消費者法の理解に裁判例の学修は不可欠です。河上・沖野編『消費者法判例百選［第2版］』（有斐
閣・2020年9月）は裁判例を理解するための参考になります。また、島川・坂東『判例から学ぶ消費
者法［第3版］』（民事法研究会・2019年11月）も分かりやすく裁判例を整理し、解説をした書籍と
して推薦します。なお、消費者庁や国民生活センターなどのWebにも多くの資料があります。これは
講義時に指示します。また、消費者庁や国民生活センターのWebには消費者問題と消費者法を理解す
るためのさまざまな資料がアップされています。消費者問題と消費者法の「今」を知る上で貴重な資
料がたくさんあります。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

継続開示制度（有価証券報告書・四半期報告・臨
時報告等）
開示制度の正確性を確保する制度（監査）

同上

開示規制に関する民事責任（１）
事例研究

教科書および配付教材（レジュメ、裁判例、評釈
等）を事前に読んでくること。裁判例は、事案の
概要、判決を読んで、関連規定を確認しておくこ
と。事後学習として、裁判例・関連規定・判例評
釈等を見直し、理解を確認すること。

開示規制に関する民事責任（２）
事例研究

同上

エンフォースメントの方法
有価証券の定義（集団投資スキーム持分等）

同上

発行開示制度（１）：有価証券の募集・売出し 同上

発行開示制度（２）：募集・売出しの届出制度、
簡易な発行開示制度（統合開示制度・WKSI)

同上

投資者保護と金融商品取引法の規制の概要
情報開示の意義・機能

同上

講義
3年 単位数 2.0単位

公正かつ健全な資本市場・証券市場の運営と発展のために、金融商品取引法が果たす役割は極めて重
要である。本授業は、近年ますます重要性を増している金融商品取引法の概要を理解することを主な
目的とする。金融商品取引法は、複数の政令や内閣府令に規制の詳細を委ねている部分が少なくない
が、本授業ではあまり細部にこだわらず、同法の規制の概要、背景、論点などの基本を解説し検討す
る。また金融商品取引法に関する重要な裁判例も多くみられるようになってきた。実務上の問題処理
能力の基礎を身につけるため、重要判例の検討・分析も併せて行う。

受講者は、本授業の受講を通じて、資本市場の基本法である金融商品取引法の規制の意義に加え、同
法の主な規制内容である、情報開示規制、業者規制、不公正行為規制の概要および規制手法について
理解を深めることができる。あわせて、金融商品取引法関係の重要裁判例を検討することにより、法
的問題の所在を把握することができるとともに、金融商品取引法がどのように適用され、実務上の問
題がどのように処理されているのかについて理解することができる。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
企業金融の概要：企業と資金調達（証券の発行市
場と流通市場の仕組み）

事前学習として、教科書の該当箇所および配付教
材（レジュメ、参考資料等）を事前に読んでくる
こと。
事後学習として、授業後にレジュメを見直し、理
解を確認する。理解が不確かな部分や疑問点があ
るときは、参考文献等で調べる、または担当教員
へ質問を送るなどして解消すること。

2024年度前期 曜日・時限 火曜3限

1FCB605010 科目ナンバリング FCALAW84005-J1
金融・保険法
石田　眞得
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第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
到達目標の達成度について評価を行います。授業内での応答および議論への参加状況（１５％）、課
題報告の内容（２０％）で構成される平常点で３５％、期末試験で６５％の割合で評価します。な
お、課題報告については下欄「履修上の注意」の記載を参照してください。
合格（単位修得）のためには、少なくとも、金融商品取引法令の主要な規制の趣旨・概要および重要
論点に関する学説・裁判例の状況を正確に把握し、それらを説明できることが求められます。

予習は必須です。教科書および関係する配付資料（レジュメ、参考資料等）を読んできたことを前提
に授業を進めます。配付資料はポータルに事前に掲載しますので、各回確認してください。難解な用
語も少なくないので根気よく調べてきてください。授業内容に関係する新聞記事を用いて解説を行う
こともあります。授業内容は状況に合わせて若干の変更等をすることがあります。関連科目は会社法
です。
なお、受講者は裁判例の課題報告を１回以上担当します。授業開始後の受講者数をみた上で報告担当
者を決めます。
近藤光男ほか『基礎から学べる金融商品取引法（第5版）』弘文堂、2022年

・金融商品取引法判例百選（別冊ジュリスト214号）有斐閣、2013年
・黒沼悦郎『金融商品取引法（第2版）』有斐閣、2020年
・神田秀樹＝黒沼悦郎＝松尾直彦編著『金融商品取引法コンメンタール1巻〜4巻』商事法務
・岸田雅雄監修『注釈金融商品取引法1巻〜4巻』きんざい

不公正行為規制（３）インサイダー取引等
事例研究

同上

期末試験

業者規制（投資勧誘等の行為規制のうち、適合性
原則および説明義務を中心に検討）
事例研究

教科書および配付教材（レジュメ、裁判例、評釈
等）を事前に読んでくること。裁判例は、事案の
概要、判決を読んで、関連規定を確認しておくこ
と。事後学習として、裁判例・関連規定・判例評
釈等を見直し、理解を確認すること。

不公正行為規制（１）インサイダー取引等
事例研究

同上

不公正行為規制（２）インサイダー取引等
事例研究

同上

公開買付けの規制（１）企業買収とＴＯＢ 事前学習として、教科書の該当箇所および配付教
材（レジュメ、参考資料等）を事前に読んでくる
こと。
事後学習として、授業後にレジュメを見直し、理
解を確認する。理解が不確かな部分や疑問点があ
るときは、参考文献等で調べる、または担当教員
へ質問を送るなどして解消すること。

公開買付けの規制（２）ＴＯＢ規制の内容 同上

大量保有報告制度　5％ルール
業者規制（開業規制）

同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

債権等に対する強制執行および担保権実行①②
金銭執行のうち債権、その他の財産権に対する強
制執行手続およびこれを目的とする担保権の実行
手続について概観する。

同上

同上 同上

非金銭執行等
物の引渡し等の強制執行、代替執行、間接強制、
意思表示の擬制、および財産開示手続等について
概観する。

同上

同上 同上

不動産を目的とする担保権の実行（不動産競売）
不動産を目的とする担保権の実行手続のうちの不
動産競売に手続について、強制執行手続と比較し
つつ、概観する。

同上

不動産収益執行および動産執行・担保権実行
不動産を目的とする担保権の実行手続のうちの不
動産収益執行手続、および動産に対する強制執
行・これを目的とする担保権の実行手続について
概観する。

同上

執行関係訴訟等①②
執行文付与に関する救済手続、および請求意義・
第三者意義等のいわゆる執行関係訴訟について解
説する。

同上

同上 同上

不動産に対する強制執行①②
金銭執行のうち不動産に対する強制執行（不動産
執行）手続について概観する。

同上

強制執行開始の要件、債務名義、執行文等
強制執行開始の要件、債務名義の果たす役割とそ
の種類、執行文の意義・機能とその付与手続等に
ついて概観する。

同上

講義
3年 単位数 2.0単位

民事執行法および民事保全法に定める民事執行・民事保全の各手続を、民事訴訟手続（判決手続）と
の関連に留意しつつ、実務的観点を踏まえて解説するもので、これら民事上の権利を実現する手続と
しての意義と重要性について理解を深めることができる。

民事上の権利実現手続としての民事執行・民事保全の各手続について理解し、法曹実務家になったと
きすぐに必要なこれらの手続についての基礎的知識を備えることができる。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
民事執行・保全の種類・役割等
民事執行・民事保全の種類とその果たす役割につ
いて概観する。

毎回あらかじめ配布する「レジュメ」を基に授業
（講義）を行なうので、予習を行い、授業を経た
後、それを踏まえて復習をする。

2024年度前期 曜日・時限 金曜2限

1FCB606010 科目ナンバリング FCALAW84006-J1
民事執行・保全法
仲田　哲
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第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価
（１）到達目標の達成度について評価を行なう。
（２）評価方法　学期末試験：90％　授業における議論への参加状況および学習への積極性の評価：
10％
（３）単位修得のための最低基準
民事執行・民事保全の各手続についての実務家として必要な基礎的知識を備えること。

毎回配布する「レジュメ」を踏まえての予習⇒授業⇒復習を必ず行なうこと。

特に指定せず、毎回、「レジュメ」を配布する。

中野貞一郎＝下村正明著「民事執行法(改訂版)」（2021年、青林書院）、司法研修所編「3訂民事執
行」（2021年）、原井龍一郎＝河合伸一編著「実務民事保全法〔三訂版〕」（2011年、商事法
務）、上原敏夫＝長谷部由起子＝山本和彦編「民事執行・保全判例百選〔第3版〕」（別冊ジュリス
ト247号、2020年）　ほか、第1回授業時に述べる

毎回、あらかじめ配布する「レジュメ」を基に授業（講義）を行なうので、予習を行ない、授業を経
た後、それを踏まえて復習をする。
予習→授業→復習をすべて行なうことによって初めて授業（講義）の成果が挙がるのである。

同上 同上

期末試験

民事保全手続（一般）
民事保全の特徴とその果たす役割、その発令・執
行・不服申立て（救済）の各手続一般について概
観する。

同上

民事保全手続（仮差押え）
仮差押えの存在意義・効力・執行について概観す
る。

同上

民事保全手続（仮処分(1)(2)）
係争物に関する仮処分（処分禁止仮処分・占有移
転禁止仮処分）および仮の地位仮処分の存在意
義・効力・執行について概観する。

同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

各論点の振り返り② 同上

期末試験

配当手続 同上

個人破産 同上

各論点の振り返り① 同上

破産財団の管理・換価 同上

破産債権の確定手続 同上

多重債務者関係の処理 同上

取戻権・別除権 同上

相殺権 同上

否認権 同上

破産申立・破産手続の開始 同上

破産財団と破産債権・財団債権 同上

契約関係の取扱い 同上

破産手続の流れ、手続機関 同上

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

倒産とは、債務者が自らの支払債務を履行できない状態をいう。本来の義務が履行できないため、そ
の利害調整のルールが必要となる。倒産法は、裁判所を通じた倒産状態の処理のルールを定めるもの
であり、破産法はその中でも基本となる法律である。法律実務家として必要とされる、破産法の基礎
的知識を紹介する。

受講を通じて、①破産法の基本的内容や思考方法を理解すること、②それらが実務の場面でどのよう
に作用するかを知ること、③倒産法に興味を持ち積極的に学習する意欲を身につけることを到達目標
とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
倒産法の概要 予習としては、倒産法の概要を把握するため、山

本和彦『倒産処理法入門（第5版）』（有斐閣・
2018）の第1章から第4章までを一読しておくこと
を勧める。復習に重点を置き、破産法を自学自習
で身につけるための基礎体力を身につけてもらい
たい。

2024年度後期 曜日・時限 水曜1限

1FCB607010 科目ナンバリング FCALAW84007-J1
倒産法1
溝渕　雅男
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

その他

(1)　到達目標の達成度について
　到達目標である破産法の基本的な概念の理解・知識の習得等ができているか否かについて、評価を
行う。
(2)　評価方法
　評価方法は、授業への取組状況や積極性を20%、期末試験80%とし、絶対評価とする。
(3)　合格（単位取得）のための最低基準
　合格のためには、破産法の基本的な概念・知識を理解し、それらを自らの言葉で説明できることが
求められる。

倒産法は特別法であるため、民法・民事訴訟法・民事執行法等の基本法を理解していることが望まし
い。
もっとも、基本法がどのように修正されるかは授業において適宜説明する。

担当教員が作成・配布するレジュメを用いる。

参考書としては、山本和彦『倒産処理法入門（第5版）』（有斐閣・2018）、伊藤眞『破産法・民事
再生法〔第5版〕』（有斐閣・2022）、全国倒産処理弁護士ネットワーク編『注釈破産法（上）・
（下）』（きんざい・2015）、伊藤眞＝松下淳一編『倒産判例百選（第6版）』（有斐閣・2021）等
がある。
法学政治学専攻開講科目「倒産法特論A」との合同開講とする。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回

第10回

第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回

成績評価方法

(1)　到達目標の達成度について
　到達目標である民事再生法の基本的な概念の理解・知識の習得ができているか否かについて、評価
を行う。
(2)　評価方法
　評価方法は、授業への取組状況や積極性を20%、期末試験80%とし、絶対評価とする。
(3)　合格（単位取得）のための最低基準
　合格のためには、民事再生法の基本的な概念・知識を理解し、それらを自らの言葉で説明できるこ
とが求められる。

各論点の振り返り 同上

期末試験

再生計画の履行・変更・取消し 同上

牽連破産（再生手続の廃止と破産手続への移行） 同上

個人再生手続 同上

相殺権 同上

債権の種類・優先順位、再生債権の届出・調査・
確定

同上

再生計画の内容、提出・決議・認可 同上

民事再生手続における担保権の処遇 同上

財産評定 同上

否認権、法人の役員の責任追及 同上

民事再生手続の特徴と機関 同上

民事再生手続の開始決定 同上

民事再生手続と双方未履行双務契約 同上

民事再生手続の流れ 同上

講義
展開・先端科目

単位数 2.0単位

事業再生は、複数の利害を適切に調整して事業を再生させることで、事業に携わる利害関係人の経済
的価値の保護を図るものである。民事再生法は法的再生手続の基本となる法律であり、事業再生に関
与する法律実務家としてはその内容を理解しておかなければならない。会社更生法は比較的大規模な
企業を想定した手続であり、民事再生法と比べると利用例が少ないことから、民事再生法を中心とし
つつ適宜会社更生法の内容を紹介する。

受講者が民事再生法の基本的な概念を理解し、実務を取り扱う際に最低限必要な知識を習得するこ
と。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
事業再生手法の概要（私的整理・法的整理） 予習としては、倒産法の概要を把握するため、山

本和彦『倒産処理法入門（第5版）』（有斐閣・
2018）の第1章から第5章までを一読しておくこと
を勧める。復習に重点を置き、民事再生法を自学
自習で身につけるための基礎体力を身につけても
らいたい。

2024年度前期 曜日・時限 水曜1限

1FCB608010 科目ナンバリング FCALAW84008-J1
倒産法2
溝渕　雅男
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履修上の注意

教科書

参考文献

その他

倒産法は特別法であるため、民法・民事訴訟法・民事執行法等の基本法を理解していることが望まし
い。
もっとも、基本法がどのように修正されるかは授業において適宜説明する。

担当教員が作成・配布するレジュメを用いる。

参考書としては、山本和彦『倒産処理法入門（第5版）』（有斐閣・2018）、伊藤眞『破産法・民事
再生法〔第5版〕』（有斐閣・2022）、松下淳一『民事再生法入門（第2版）』（有斐閣、2014）、
園尾隆司＝小林秀之『条解民事再生法（第3版）』（弘文堂・2013）、伊藤眞＝松下淳一編『倒産判
例百選（第6版）』（有斐閣・2021）等がある。その他、適宜、講義において紹介する。

法学政治学専攻開講科目「倒産法特論B」との合同開講とする。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

(1)　到達目標の達成度について
　到達目標である破産法・民事再生法に関する知識を前提とした具体的事例への活用の可否等につい
て、評価を行う。
(2)　評価方法
　評価方法は、授業への取組状況や積極性を20%、期末試験80%とし、絶対評価とする。
(3)　合格（単位取得）のための最低基準
　合格のためには、破産法・民事再生法の基本的理解を前提として、具体的事案について、自らの言
葉で最低限の論証ができることが求められる。

個人再生手続 同上

期末試験

財産の管理・換価 同上

再生計画に関する問題 同上

自然人の破産 同上

否認権② 同上

相殺権 同上

債権の届出・調査・確定に関する手続 同上

別除権に関する問題 同上

債権の優先順位 同上

否認権① 同上

倒産手続の機関 同上

双方未履行双務契約の処理等 同上

賃貸借契約に関する問題 同上

倒産手続の開始に関する問題 同上

演習
展開・先端科目

単位数 2.0単位

破産法・民事再生法に関する具体的事例等を検討する。質疑応答と議論を交えて双方向的に授業を行
う。
重要度の高い分野を重点的に取り扱うこととする。

受講者が破産法・民事再生法に関する知識を習得し、そのことを前提にその知識を具体的事例におい
て活かせること。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
倒産手続の概要、手続の選択 事前に指定した事例を検討し、関連する知識を確

認して授業に臨むことを前提とする。
授業において議論した内容を踏まえ、独力で課題
事例についての解答を導けるよう十分に復習する
ことが期待される。

2024年度後期 曜日・時限 水曜2限

1FCB609010 科目ナンバリング FCALAW84009-J2
倒産法演習
溝渕　雅男
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履修上の注意

教科書

参考文献

倒産法は特別法であるため、民法・民事訴訟法・民事執行法等の基本法を理解していることが望まし
い。
もっとも、基本法がどのように修正されるかは授業において適宜説明する。

三木浩一＝山本和彦編『ロースクール倒産法（第3版）』（有斐閣・2014）、山本和彦編著『倒産法
演習ノート〈第3版〉』（弘文堂・2016）、藤本利一＝野村剛司編著『基礎トレーニング倒産法』
（日本評論社・2022）。
適宜、レジュメを配布する。
参考書としては、伊藤眞『破産法・民事再生法〔第5版〕』（有斐閣・2022）、全国倒産処理弁護士
ネットワーク編『注釈破産法（上）・（下）』（きんざい・2015）、園尾隆司＝小林秀之『条解民事
再生法（第3版）』（弘文堂・2013）、伊藤眞＝松下淳一編『倒産判例百選（第6版）』（有斐閣・
2021）等がある。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回
第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

絶対評価により到達目標の達成度について評価を行う。
期末試験８０％、講義における質問や議論への参加状況　２０％
合格となるためには、事例についての法的問題点を把握し、その問題点につき説明できることが求め
られる。
労働法は、法曹実務家になる者が学ぶべきものであるだけでなく、社会人として生きるために、その
考え方の基本を身につけておくべきものといえます。労働法の学習を通じ、あらゆる社会問題を分析
するための労働法的視点を身につけて下さい。

事前に各回の講義内容に対応したレジュメを配布するので、レジュメの内容に沿って、基本書等を参
照しながら予習を行い、レジュメに引用される判例・裁判例等にあらかじめ目を通しておいて下さ
い。また、事後は、講義で紹介した裁判例や学説などを読み、理解を深めるようにしてください。

全体の振り返り学習

期末試験

非典型労働契約②（パート・派遣労働者を中心
に）

均等・均衡処遇

企業変動と労働関係

労働契約の終了

傷病休職、労災と使用者の安全配慮義務

非典型労働契約①（有期雇用を中心に）

労働者・使用者の権利・義務

賃金

人事・服務規律と懲戒

労働契約の成立

労働条件の決定と変更①（就業規則を中心に）

労働条件の決定と変更②（労働者の意思表示を中
心に）

労働契約の当事者

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

労働契約法及び労働基準法を中心とする個別的労働関係法に関する講義を行い、その知識を身につけ
てもらい、その知識に基づく論述能力の涵養を図る。

個別的労働関係法（労働時間、休暇・休業を除く）の法的論点を踏まえたうえで、判例や学説が何を
論じているのかを把握し、具体的事案に適用できる能力を身につけることを到達目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
労働事件と労働法制の特徴

2024年度後期 曜日・時限 火曜5限

1FCB610010 科目ナンバリング FCALAW84010-J1
労働法A
塩見　卓也



138 / 178

教科書

参考文献

事前に各回の講義内容に対応したレジュメを配布する。

以下の基本書、判例集を、各自の学習到達度や予習・復習の目的に応じ使用して下さい。
①水町勇一郎『労働法（第９版）』（２０２２年、有斐閣）　労働法初学者にも読みやすい基本書で
す。
②西谷敏『労働法（第３版）』（２０２０年、日本評論社）　通読することにより体系的理解を行う
ことに非常に適した基本書です。
③土田道夫『労働契約法（第２版）』（２０１６年、有斐閣）　分厚いですが、深く掘り下げて論じ
られており、理解を深めるのに有益な基本書です（２０２４年３月に第３版刊行予定）。
④水町勇一郎『詳解　労働法（第３版）』（２０２３年、東京大学出版会）　分厚いですが、深く掘
り下げて論じられており、理解を深めるのに有益な基本書です。
⑤菅野和夫『労働法（第十二版）』（２０１９年、弘文堂）　判例や行政解釈が何を言っているのか
を確認する参考書に適しています（２０２４年２月に第十三版刊行予定）。
⑥村中孝史＝荒木尚志編『労働判例百選（第１０版）』（２０２２年、有斐閣）　重要判例・裁判例
の確認に使って下さい。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

事前・事後学習の内容

成績評価方法

絶対評価により到達目標の達成度について評価を行う。
期末試験８０％、講義における質問や議論への参加状況２０％
合格となるためには、事例についての法的問題点を把握し、その問題点につき説明できることが求め
られる。

事前に各回の講義内容に対応したレジュメを配布するので、レジュメの内容に沿って、基本書等を参
照しながら予習を行い、レジュメに引用される判例・裁判例等にあらかじめ目を通しておいて下さ
い。また、事後は、講義で紹介した裁判例や学説などを読み、理解を深めるようにしてください。

全体の振り返り学習

期末試験

労働協約②（主に協約自治の限界、余後効、一般
的効力について）

組合活動

争議権

団体交渉①（主に団交当事者、義務的団交事項に
ついて）
団体交渉②（主に誠実交渉義務について）

労働協約①（主に協約当事者、労働協約の効力に
ついて）

組合自治と内部統制

団結権と不当労働行為①（主に不当労働行為の内
容について）
団結権と不当労働行為②（主に不当労働行為救済
制度について）

労働時間の法規制③（主に労働時間規制の適用除
外、いわゆる「固定残業代」について）

年次有給休暇、育児介護休業法

集団的労働関係の概要と当事者

労働時間の法規制②（主にみなし労働時間制等の
例外的労働時間規制について）

講義
展開・先端科目

単位数 2.0単位

労働時間・年次有給休暇の法規制、及び、労働組合法について講義を行い、その知識を身につけても
らい、その知識に基づく論述能力の涵養を図る。

労働基準法で示されている労働時間・年次有給休暇の法規制及び労働組合法の法的論点を踏まえたう
えで、判例や学説が何を論じているのかを理解し、具体的な事案に適用することのできる能力を身に
つける。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
労働時間の法規制①（主に労働時間性、労働時間
規制の原則、割増賃金について）

2024年度前期 曜日・時限 火曜5限

1FCB611010 科目ナンバリング FCALAW84011-J1
労働法B
塩見　卓也
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履修上の注意

教科書

参考文献

原則として、労働法Aを受講した学生のみ、受講を認めます。また、労働法Aで学習済みであること
を前提に授業を進めていきますので、必要に応じて、復習を進めていってください。

事前に各回の講義内容に対応したレジュメを配布する。

以下の基本書、判例集を、各自の学習到達度や予習・復習の目的に応じ使用して下さい。
①水町勇一郎『労働法（第９版）』（２０２２年、有斐閣）　労働法初学者にも読みやすい基本書で
す。
②西谷敏『労働法（第３版）』（２０２０年、日本評論社）　通読することにより体系的理解を行う
ことに非常に適した基本書です。
③西谷敏『労働組合法（第３版）』（２０１２年、有斐閣）　労働組合法を深く掘り下げて論じられ
ており、理解を深めるのに有益な基本書です。
④水町勇一郎『詳解　労働法（第３版）』（２０２３年、東京大学出版会）　分厚いですが、深く掘
り下げて論じられており、理解を深めるのに有益な基本書です。
⑤菅野和夫『労働法（第十二版）』（２０１９年、弘文堂）　判例や行政解釈が何を言っているのか
を確認する参考書に適しています（２０２４年２月に第十三版刊行予定）。
⑥村中孝史＝荒木尚志編『労働判例百選（第１０版）』（２０２２年、有斐閣）　重要判例・裁判例
の確認に使って下さい。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

事前・事後学習の内容

事前に事例問題を配布するので、判例・裁判例を参考に、事案分析、争点整理を行い、争点について
の法律上の問題点につき自身の見解をまとめ、その見解を事案にあてはめ、結論を述べられるよう準
備しておいて下さい。事後は、事案分析、法的論点検討、事案へのあてはめ、結論までの論理的流れ
を分かり易く説得力のある文章で表現できるよう、復習して下さい。

応用問題

期末試験

労働協約

組合活動

ストライキ

傷病休職と労災

均等・均衡処遇

不当労働行為

人事異動

解雇

応用問題

使用者から労働者に対する損害賠償請求

時間外割増賃金請求

休暇の取得と不利益扱い

就業規則の変更、労働者の意思表示

演習
展開・先端科目

単位数 2.0単位

労働法全般に関する法知識があることを前提にして、労働法の主要な論点に関する事例問題等を演習
形式で検討し、労働法についての実践的知識を身につけてもらい、その知識に基づく論述能力の涵養
を図る。

事例問題等を事前に予習したうえで、演習における議論に参加し、労働事件の事例分析能力の向上を
図るのが目的となる。労働法の法的論点ごとに考察を行い、判例や学説の状況等を理解するととも
に、事例を分析し、法的あてはめを行い、それを文章に表現できる能力を身につける。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
労働契約の成立と労働者性

2024年度後期 曜日・時限 火曜4限

1FCB612010 科目ナンバリング FCALAW84012-J2
労働法演習
塩見　卓也
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価により到達目標の達成度について評価を行う。
評価の割合は下記の通りである。
期末試験　６０％　　報告担当となった演習問題の報告内容や、演習問題事例検討における議論への
参加状況　４０％
合格となるためには、事例についての法的問題点を把握し、その問題点につき説明できることが求め
られる。
原則として、労働法A及び労働法Bを受講した学生のみ受講を認める。

教科書の指定はありません。各回の事前に事例問題を配付するので、適宜基本書等を参照しつつ、事
例問題に対する回答を用意しておいて下さい。

以下の基本書、判例集、参考書を、各自の学習到達度や予習・復習の目的に応じ使用して下さい。
①水町勇一郎『労働法（第９版）』（２０２２年、有斐閣）　労働法初学者にも読みやすい基本書で
す。
②西谷敏『労働法（第３版）』（２０２０年、日本評論社）　通読することにより体系的理解を行う
ことに非常に適した基本書です。
③土田道夫『労働契約法（第２版）』（２０１６年、有斐閣）　分厚いですが、深く掘り下げて論じ
られており、理解を深めるのに有益な基本書です（２０２４年３月に第３版刊行予定）。
④西谷敏『労働組合法（第３版）』（２０１２年、有斐閣）　労働組合法を深く掘り下げて論じられ
ており、理解を深めるのに有益な基本書です。
⑤水町勇一郎『詳解　労働法（第３版）』（２０２３年、東京大学出版会）　分厚いですが、深く掘
り下げて論じられており、理解を深めるのに有益な基本書です。
⑥菅野和夫『労働法（第十二版）』（２０１９年、弘文堂）　判例や行政解釈が何を言っているのか
を確認する参考書に適しています（２０２４年２月に第十三版刊行予定）。
⑦村中孝史＝荒木尚志編『労働判例百選（第１０版）』（２０２２年、有斐閣）　重要判例・裁判例
の確認に使って下さい。
⑧山口幸雄/三代川三千代/難波孝一・編『労働事件審理ノート（第３版）』（２０１１年、判例タイ
ムズ社）　典型的な類型の労働事件につき、東京地裁労働部の裁判官が要件事実を整理した本です。
事例検討において、どういう事実が重要な事実なのか、何が争点になるのかを分析するのに役立ちま
す。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回
第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

社会保障制度と憲法 同上

期末試験 なし。

介護保険②　　介護保険に係る規制 同上

生活保護①　　生活保護の原理 同上

生活保護②　　給付に係る規制 同上

労働保険②　　労災(業務災害・通勤災害) 同上

労働保険③　　労災民訴 同上

介護保険①　　介護保険の当事者 同上

公的医療保険②　　保険給付 同上

公的医療保険③　　審査・支払 同上

労働保険①　　労働保険の当事者 同上

公的年金②　　年金給付 同上

公的年金③　　公的年金と企業年金 同上

公的医療保険①　　医療保険の当事者 同上

公的年金①　　公的年金の当事者 事前の学習として、取り上げる裁判例を読み込
み、問題点を把握しておく。
事後の学習として、裁判例における論点を整理
し、判断枠組みを理解する。

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

この授業では、年金保険、医療保険、労災保険、生活保護を中心に、社会保障法全般を対象として講
義を行う。具体的には、各回において、社会保障の各分野における最高裁判例を素材として、各種の
制度の内容について理解しつつ、その法的な意義・問題点について検討する。

受講者が、授業で扱った社会保障法制度や代表的な裁判例の判断枠組みを他者に説明できるようにな
ること、および一方の立場だけでなく、反対の立場からも、制度のあり方や判例の判断枠組みなどを
説明・論証ができるようになることが、この授業の目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
社会保障法の全体像 なし。

2024年度前期 曜日・時限 木曜2限

1FCB613010 科目ナンバリング FCALAW84013-J1
社会保障法
川村　行論
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

その他

上記到達目標を踏まえ、相対評価による成績評価を行う。評価の割合は、期末試験の成績を 70％、
講義における質疑応答や議論への参加状況を30％とする（なお、履修登録者数によっては期末試験に
代えてレポートを課す可能性がある）。
期末試験・レポートの成績評価要素は同一である。各種の社会保障制度において法的に問題となって
いる論点について理解しているか、各種の制度が適用される具体的な場合を理解しているか、それら
の理解の上で、与えられた問題について法的に理論構成して論じられているか（論述力）という要素
を踏まえて成績評価をする。これらの成績評価要素を最低限満たしている場合にはC（合格）とな
る。
講義では裁判例を取り上げて検討するが、関連する社会保障制度の概要について把握する必要があ
る。

加藤智章＝菊池馨実ほか『社会保障法[第８版]』（有斐閣・２０２３年）
岩村正彦[編]『社会保障判例百選[第５版]』（有斐閣・２０１６年）（第６版が出版される場合には
それによる。）

講義中に適宜紹介する。

法学政治学専攻開講科目の「社会保障法特論」との合同開講とする。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

企業結合規制（2） 競争圧力、参入分析、事業支配力過度集中規制、
銀行・保険会社の持株制限規制、独占的状態に対
する規制に関する教科書・百選を事前に読んだ上
で諸論点について学習した上で授業に臨む。授業
後に講義スライドを見て授業内容を復習し、理解
度チェック課題に取り組む。

不当な取引制限（1） 共同行為の意義、意思の連絡、相互拘束、共同遂
行に関する教科書・百選を事前に読んだ上で諸論
点について学習した上で授業に臨む。授業後に講
義スライドを見て授業内容を復習し、理解度
チェック課題に取り組む。

不当な取引制限（2） 競争の実質的制限、公共の利益、課徴金納付命
令、課徴金減免制度、刑事罰に関する教科書・百
選を事前に読んだ上で諸論点について学習した上
で授業に臨む。授業後に講義スライドを見て授業
内容を復習し、理解度チェック課題に取り組む。

企業結合規制（1） 企業結合規制の基本的な考え方、市場画定に関す
る教科書・百選を事前に読んだ上で諸論点につい
て学習した上で授業に臨む。授業後に講義スライ
ドを見て授業内容を復習し、理解度チェック課題
に取り組む。

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

本講義は、経済法の中心を占める独禁法にかかわる諸概念と考え方を理解し、企業らの行う種々の行
為がどのような経済的影響をもたらすのか、それがどのように規制されているのか/されるべきかに
ついての知識を得ることを主題とする。経済法の中でも経済憲法と称される独占禁止法を中心に学習
し、独占禁止法の3本柱（私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法）について主要な判例・学
説について学ぶ。また、実際の経済活動の場面において、独占禁止法上の問題がどのような場合に発
生し、どのように法的な対応するべきなのかについて、独占禁止法の実務的な視点にも触れていく。
定期試験の答案等を素材として、理論的問題を分析し、文書化する過程の注意点につき指導する。

経済法の理論を法律実務において用いることができるようになるため、独禁法の3本柱（私的独占、
不当な取引制限、不公正な取引方法）と基本概念に関する知識を得て、各行為類型の経済法の法的論
点について学習した上で、基礎的な事例に応用することができる能力を習得する。本授業では、基本
的な経済法の諸論点を説明できるようになるとともに、具体的な事例の検討を通じて、どのような場
合に独占禁止法上の問題が生じるのか、法的なエンフォースメントとしてどのような解決手法が望ま
しいのかについても説明できるようになることを目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
経済法の基本概念 経済法の基本概念、独禁法の三本柱、企業結合規

制に関する教科書と百選を事前に読んだ上で諸論
点について学習した上で授業に臨む。授業後に講
義スライドを見て授業内容を復習し、理解度
チェック課題に取り組む。

2024年度後期 曜日・時限 月曜2限

1FCB614010 科目ナンバリング FCALAW84014-J1
経済法1
渕川　和彦
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第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

国際取引 独禁法の域外適用・国際カルテル・並行輸入に関
する教科書・百選を事前に読んだ上で諸論点につ
いて学習した上で授業に臨む。授業後に講義スラ
イドを見て授業内容を復習し、理解度チェック課
題に取り組む。

期末試験

不公正な取引方法（3） 事業活動の不当拘束に関する教科書・百選を事前
に読んだ上で諸論点について学習した上で授業に
臨む。授業後に講義スライドを見て授業内容を復
習し、理解度チェック課題に取り組む。

不公正な取引方法（4） 取引上の地位の不当利用・競争者の事業活動の不
当妨害に関する教科書・百選を事前に読んだ上で
諸論点について学習した上で授業に臨む。授業後
に講義スライドを見て授業内容を復習し、理解度
チェック課題に取り組む。

不公正な取引方法（5） 不公正な取引方法に対する課徴金に関する教科
書・百選を事前に読んだ上で諸論点について学習
した上で授業に臨む。授業後に講義スライドを見
て授業内容を復習し、理解度チェック課題に取り
組む。

独占禁止法違反事件の処理手続・民事的救済制度 独占禁止法違反事件の処理手続、排除措置命令・
課徴金納付命令、差止請求、損害賠償に関する教
科書・百選を事前に読んだ上で諸論点について学
習した上で授業に臨む。授業後に講義スライドを
見て授業内容を復習し、理解度チェック課題に取
り組む。

不公正な取引方法（1） 取引拒絶・差別的取扱いに関する教科書・百選を
事前に読んだ上で諸論点について学習した上で授
業に臨む。授業後に講義スライドを見て授業内容
を復習し、理解度チェック課題に取り組む。

不公正な取引方法（2） 不当対価・不当な顧客誘引・取引の強制に関する
に関する教科書・百選を事前に読んだ上で諸論点
について学習した上で授業に臨む。授業後に講義
スライドを見て授業内容を復習し、理解度チェッ
ク課題に取り組む。

事業者団体規制 事業者団体の意義、事業者団体と不当な取引制限
に関する教科書・百選を事前に読んだ上で諸論点
について学習した上で授業に臨む。授業後に講義
スライドを見て授業内容を復習し、理解度チェッ
ク課題に取り組む。

私的独占（1） 独占規制の理論的基礎、排除型私的独占、支配型
私的独占、排除措置命令に関する教科書・百選を
事前に読んだ上で諸論点について学習した上で授
業に臨む。授業後に講義スライドを見て授業内容
を復習し、理解度チェック課題に取り組む。

私的独占（2） 電気通信事業、電気事業、ガス事業、私的独占に
対する課徴金に関する教科書・百選を事前に読ん
だ上で諸論点について学習した上で授業に臨む。
授業後に講義スライドを見て授業内容を復習し、
理解度チェック課題に取り組む。
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

その他

到達目標の１〜３の達成度で評価を行う。

単位を取得するためには、
１．独占禁止法の3本柱（私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法）と基本概念に関する知識
について、半分以上を説明できる。
２．基本的な経済法の諸論点について、半分以上を説明できる。
３．先例及び具体的な事例について、独占禁止法上どのような問題があり、どのような解決手法が望
ましいのかについて、半分以上を説明できる。
上記の３点を達成することが求められる。

成績評価については、
絶対評価により、
中間試験（第9回目の実施）の成績３０％、レポート（締切１２月末）2０％、期末試験4０％、講義
における議論への参加状況及び理解度チェック課題10％により評価する。レポートの課題と字数等作
成方法は11月上旬に指示する。

なし

川濵昇『ベーシック経済法』（有斐閣、第5版、2020）
金井貴嗣ほか編著『経済法判例・審決百選』（有斐閣、第２版、２０１７年）

金井貴嗣・川濵昇・泉水文雄編著『ケースブック独占禁止法』（弘文堂、第4版、2019）

法学政治学専攻開講科目「経済法特論」との合同開講とする。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

企業結合規制：基礎（2） 企業結合規制の主要な判例・審決を取り扱い検討
する（例：ＪＡＬ・ＪＡＳ事業統合、ＡＳＭＬ・
サイマー事業統合事例等）。
企業結合規制の主要な判例・審決に関する教科
書・百選を事前に読んだ上で諸論点について学習
した上で授業に臨む。授業後に講義スライドを見
て授業内容を復習し、理解度チェック課題に取り
組む。

企業結合規制：応用（1） 企業結合規制事例の検討（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。

企業結合規制：基礎（1） 企業結合規制の主要な判例・審決を取り扱い検討
する（例：八幡・富士製鉄合併事件、新日鉄・住
金合併事件）。
企業結合規制の主要な判例・審決に関する教科
書・百選を事前に読んだ上で諸論点について学習
した上で授業に臨む。授業後に講義スライドを見
て授業内容を復習し、理解度チェック課題に取り
組む。

講義
展開・先端科目

単位数 2.0単位

本講義では、ロースクールにおける経済法講義あるいはこれから得られることが期待されるものと同
等の独禁法にかかる知識を習得していることを前提として、実際の具体的な事例を通じて、独禁法上
の諸問題を、より詳しく検討する。独占禁止法の3本柱である私的独占、不当な取引制限、不公正な
取引方法に加えて、企業結合規制について、主要な判例及びそこで問題となった法的論点を学び、具
体的な事例の検討を通じて、実践的な経済法の応用力を高め、独占禁止法上の問題がどのような場合
に発生し、どのように法的な対応するべきなのかについて学習していく。また、論述で回答する形式
の課題を出し、提出された課題につきコメントを付す等の指導を行う。

経済法の理論を法律実務において用いることができるようになるための基本的知識と技術を習得する
ため、経済法の独禁法の3本柱（私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法）を中心とした各行
為類型の主要判例・学説の理解を高め、経済法の応用的な問題を解くことができるようになることが
本講義の目標である。具体的な事例の検討を通じて、どのような場合に独占禁止法上の問題が生じる
のか、法的なエンフォースメントによりどのような解決手法が望ましいのかについても説明できるよ
うになることを目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
経済法の基礎理論 経済法の基本概念、独禁法の三本柱に関する教科

書・百選を事前に読んだ上で諸論点について学習
した上で授業に臨む。授業後に講義スライドを見
て授業内容を復習し、理解度チェック課題に取り
組む。

2024年度前期 曜日・時限 月曜3限

1FCB615010 科目ナンバリング FCALAW84015-J1
経済法2
渕川　和彦
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

不公正な取引方法の規制：基礎（3） 不公正な取引方法の主要な判例・審決を取り扱い
検討する（例：マイクロソフト事件、東芝エレ
ベータ事件、ハマナカ毛糸再販事件、大分大山農
協事件等）。
不公正な取引方法に関する教科書・百選を事前に
読んだ上で諸論点について学習した上で授業に臨
む。授業後に講義スライドを見て授業内容を復習
し、理解度チェック課題に取り組む。

不公正な取引方法：基礎（2） 不公正な取引方法の主要な判例・審決を取り扱い
検討する（例：東洋リノリューム事件、オートグ
ラス事件、芝浦と畜場事件等）。
不公正な取引方法に関する教科書・百選を事前に
読んだ上で諸論点について学習した上で授業に臨
む。授業後に講義スライドを見て授業内容を復習
し、理解度チェック課題に取り組む。

私的独占の禁止・不公正な取引方法：応用（1） 私的独占・不公正な取引方法事例の検討（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。

私的独占の禁止・不公正な取引方法：応用（2） 私的独占・不公正な取引方法事例の検討（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。

私的独占：基礎（1） 私的独占の主要な判例・審決を取り扱い検討する
（例：インテル事件、パチンコ機製造特許プール
事件、ニプロ事件等）。
私的独占に関する教科書・百選を事前に読んだ上
で諸論点について学習した上で授業に臨む。授業
後に講義スライドを見て授業内容を復習し、理解
度チェック課題に取り組む。

私的独占：基礎（2） 私的独占の主要な判例・審決を取り扱い検討する
（例：日本医療食協会事件、パラマウントベッド
事件、福井県連事件等）。
私的独占に関する教科書・百選を事前に読んだ上
で諸論点について学習した上で授業に臨む。授業
後に講義スライドを見て授業内容を復習し、理解
度チェック課題に取り組む。

不公正な取引方法：基礎（1） 不公正な取引方法の主要な判例・審決を取り扱い
検討する（例：ロックマン事件、新潟タクシーチ
ケット事件等）。
不公正な取引方法に関する教科書・百選を事前に
読んだ上で諸論点について学習した上で授業に臨
む。授業後に講義スライドを見て授業内容を復習
し、理解度チェック課題に取り組む。

企業結合規制：応用（2） 企業結合規制事例の検討（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。
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第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

到達目標の１〜３の達成度で評価を行う。

単位を取得するためには、
１．経済法の独禁法の3本柱（私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法）の重要判例につい
て、半分以上を説明できる。
２．経済法の独禁法の3本柱（私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法）の重要学説につい
て、半分以上を説明できる。
３．先例及び具体的な事例に関する応用的な論点について、独占禁止法上どのような問題があり、ど
のような解決手法が望ましいのかについて、半分以上を説明できる。
上記の３点を達成することが求められる。

成績評価については、
絶対評価により、
レポートを3０％（上記「事前・事後学習の内容」において「○」が付されている時期に実施する。
具体的事例の解析を内容とする。）、期末試験を5０％、講義における議論への参加状況および理解
度チェック課題を2０％として評価する。
なし

金井貴嗣ほか編著『独占禁止法』（弘文堂、第６版２０１８年）、川濵昇ほか編著『論点解析経済
法』（商事法務、第２版、２０１６年）及び金井貴嗣ほか編著『経済法判例・審決百選』（有斐閣、
第２版、２０１７年）を用いる。

金井貴嗣・川濵昇・泉水文雄編著『ケースブック独占禁止法』（弘文堂、第4版、2019）

私的独占の禁止・不公正な取引方法：応用（4） 私的独占・不公正な取引方法事例の検討（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。

期末試験

不公正な取引方法の規制：基礎（4） 不公正な取引方法の主要な判例・審決を取り扱い
検討する（例： SCM事件、ジョンソン・エン
ド・ジョンソン事件、資生堂花王対面販売義務事
件、第一興商事件、ディー・エヌ・エー事件
等）。
不公正な取引方法に関する教科書・百選を事前に
読んだ上で諸論点について学習した上で授業に臨
む。授業後に講義スライドを見て授業内容を復習
し、理解度チェック課題に取り組む。

私的独占の禁止・不公正な取引方法：応用（3） 私的独占・不公正な取引方法事例の検討（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

不当な取引制限におけるハードコアカルテル規
制：基礎（3）

ハードコアカルテル規制の主要な判例・審決を取
り扱い検討する（例：シール談合刑事事件等）。
ハードコアカルテル規制に関する教科書・百選を
事前に読んだ上で諸論点について学習した上で授
業に臨む。授業後に講義スライドを見て授業内容
を復習し、理解度チェック課題に取り組む。

不当な取引制限におけるハードコアカルテル規
制：応用（1）

ハードコアカルテル規制の検討（○）。課徴金等
のエンフォースメントについても取り扱う。
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。

不当な取引制限におけるハードコアカルテル規
制：基礎（2）

ハードコアカルテル規制の主要な判例・審決を取
り扱い検討する（例：種苗カルテル事件等）。
ハードコアカルテル規制に関する教科書・百選を
事前に読んだ上で諸論点について学習した上で授
業に臨む。授業後に講義スライドを見て授業内容
を復習し、理解度チェック課題に取り組む。

演習
展開・先端科目

単位数 2.0単位

本演習では、ロースクールにおける経済法に関する他の講義などにおいて学修した知識を習得済みで
あることを前提として、独禁法上の諸論点について詳しく検討を行う。本演習では、ロースクールに
おける経済法1及び経済法2の講義又はこれから得られることが期待されるものと同等の独禁法にかか
る知識を習得していることを前提として、不当な取引制限（ハードコア・カルテル及び非ハードコ
ア・カルテル）、事業者団体規制を中心とした独禁法上の諸論点について、独禁法上の先例について
学び、具体的な事例の検討を通じて、実践的・応用的な経済法の諸問題について取り扱う。また、論
述で回答する形式の課題を出し、提出された課題につきコメントを付す等の指導を行う。

本演習では、ロースクールにおける経済法講義あるいはそれと同等の経済法にかかる知識を習得して
いること、経済法1及び経済法2を履修済みであることを前提として、独禁法上の諸論点について詳し
く検討を行う。本演習では、不当な取引制限（ハードコア・カルテル及び非ハードコア・カルテ
ル）、事業者団体規制を中心とした独禁法上の諸論点について、基礎的な知識と先例を理解した上
で、不当な取引制限（ハードコア・カルテル及び非ハードコア・カルテル）、事業者団体規制の具体
的な事例の検討を通じて、独禁法上の諸論点について、説明できるようになることを目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
不当な取引制限におけるハードコアカルテル規
制：基礎（1）

ハードコアカルテル規制の主要な判例・審決を取
り扱い検討する（例：石油カルテル刑事事件
等）。
ハードコアカルテル規制に関する教科書・百選を
事前に読んだ上で諸論点について学習した上で授
業に臨む。授業後に講義スライドを見て授業内容
を復習し、理解度チェック課題に取り組む。

2024年度後期 曜日・時限 月曜3限

1FCB616010 科目ナンバリング FCALAW84016-J2
経済法演習
渕川　和彦
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

事業者団体規制：応用（1） 事業者団体規制の検討（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。

事業者団体規制：応用（2） 事業者団体規制の検討（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。

非ハードコアカルテル規制：応用（2） 非ハードコアカルテル事例の解析を行う（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。

事業者団体規制：基礎（1） 事業者団体規制の主要な判例・審決を取り扱い検
討する（例：日本遊戯銃協同組合事件、観音寺市
三豊郡医師会事件等）。
事業者団体規制に関する教科書・百選を事前に読
んだ上で諸論点について学習した上で授業に臨
む。授業後に講義スライドを見て授業内容を復習
し、理解度チェック課題に取り組む。

事業者団体規制：基礎（2） 事業者団体規制の主要な判例・審決を取り扱い検
討する（例：日本冷蔵倉庫協会事件、大阪バス協
会事件等）。
事業者団体規制に関する教科書・百選を事前に読
んだ上で諸論点について学習した上で授業に臨
む。授業後に講義スライドを見て授業内容を復習
し、理解度チェック課題に取り組む。

非ハードコアカルテル規制：基礎（1） 非ハードコアカルテル規制の主要な判例・審決を
取り扱い検討する（例：共同生産、相互ＯＥＭ供
給等）。
非ハードコアカルテル規制に関する教科書・百選
を事前に読んだ上で諸論点について学習した上で
授業に臨む。授業後に講義スライドを見て授業内
容を復習し、理解度チェック課題に取り組む。

非ハードコアカルテル規制：基礎（2） 非ハードコアカルテル規制の主要な判例・審決を
取り扱い検討する（例：共同調達に関する事前相
談事例、日本油脂等）。
非ハードコアカルテル規制に関する教科書・百選
を事前に読んだ上で諸論点について学習した上で
授業に臨む。授業後に講義スライドを見て授業内
容を復習し、理解度チェック課題に取り組む。

非ハードコアカルテル規制：応用（1） 非ハードコアカルテル事例の解析を行う（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。

不当な取引制限におけるハードコアカルテル規
制：応用（2）

ハードコアカルテル規制の検討（○）。課徴金等
のエンフォースメントについても取り扱う。
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。
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第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

到達目標の１〜３の達成度で評価を行う。

単位を取得するためには、
１．不当な取引制限（ハードコア・カルテル及び非ハードコア・カルテル）、事業者団体規制の重要
判例について、半分以上を説明できる。
２．不当な取引制限（ハードコア・カルテル及び非ハードコア・カルテル）、事業者団体規制の重要
論点について、半分以上を説明できる。
３．先例及び具体的な事例に関する発展的な論点について、独占禁止法上どのような問題があり、ど
のような解決手法が望ましいのかについて、半分以上を説明できる。
上記の３点を達成することが求められる。

成績評価については、
絶対評価により、
レポートを3０％（上記「事前・事後学習の内容」において「○」が付されている時期に実施する。
具体的事例の解析を内容とする。）、期末試験を5０％、講義における議論への参加状況および理解
度チェック課題を2０％として評価する。
経済法1及び経済法2を履修済みであること。

金井貴嗣ほか編著『独占禁止法』（弘文堂、第６版２０１８年）、川濵昇ほか編著『論点解析経済
法』（商事法務、第２版、２０１６年）及び金井貴嗣ほか編著『経済法判例・審決百選』（有斐閣、
第２版、２０１７年）を用いる。

金井貴嗣・川濵昇・泉水文雄編著『ケースブック独占禁止法』（弘文堂、第4版、2019）

独禁法・総合（2） 発展的な独禁法事例の検討（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。

期末試験

独禁法・総合（1） 発展的な独禁法事例の検討（○）
事前学習として演習問題に取り組む。授業ではそ
の演習問題について解説し、提出された課題につ
いてコメントを行う。事後学習として、指定され
た課題に取り組む。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回
間接侵害 同上

特許権の効力Ⅰ（消尽論とその限界） 同上

特許権の効力Ⅱ（特許発明の技術的範囲〜クレー
ム解釈）

同上

特許権の効力Ⅲ（文言侵害と均等論） 同上

特許要件Ⅲ（先願・補正・拡大先願） 同上

特許権の権利主体Ⅰ（冒認出願） 同上

特許権の権利主体Ⅱ（従業者発明） 同上

発明の意義および要件 受講生にはレジメおよび関連判例を事前に示して
予習をしてもらう

特許要件Ⅰ（新規性および例外） 同上

特許要件Ⅱ（進歩性） 同上

特許法の目的および概要 具体的な事件記録等を素材にしながら、特許権の
形成過程（出願・審査等の手続）から、権利行使
の概要までを包括的に講義する。

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

知的財産法は多数の実定法および判例法により構成されている複合的な法分野であるが、同時に各法
規範は相互に不可分の関係にある。法科大学院では、知的財産法Aと同Bの2コマ（各2単位）の講義
が予定されているが、このように限られた時間の中で、その全てをまんべんなく講義することは困難
である。
そこで、本講義では、最初に、知的財産法の体系と各法分野の概略を講義し、その後に、主に特許法
に関連する法規および論点につき講義をおこなう。ただ、適宜関連する他の知的財産法の論点につい
ても取り上げる予定である。授業方法は講義が中心であるが、必要に応じて、ブレーンストーミング
形式で受講生による意見発表の機会を設ける予定である。

知的財産法の体系的理解とともに、特許法に関する基本的な知識と応用力の陶冶を目的とする。
また、受講生が、将来、法律実務家として実務を行う上で必要な、判例の前提事実や射程に関する分
析的な思考能力の有無や、複雑な事実関係を整理し問題点を抽出する能力の有無についても確認を行
う。
あわせて知的財産法Bおよび知的財産法演習をあわせて受講すれば、司法試験に対応できる学力の獲
得が可能な様に、総合的なカリキュラムと達成目標に従って講義をおこなう。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
知的財産法の目的と体系 特に事前学習は求めないが、具体的な事例を通じ

て、受講生自らが知的財産法の概要を理解できる
ように講義を進める

2024年度後期 曜日・時限 木曜2限

1FCB617010 科目ナンバリング FCALAW84017-J1
知的財産法A
松村　信夫
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第13回

第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

（１）到達目標の達成度について評価を行う。
（２）講義時間における発表とレポートの結果を30パーセント、期末試験における評点を70パーセン
ト
として総合評価する。評価方法としては絶対評価を原則とする。
期末試験は、原則として具体的な設例（事例）を中心として、上記到達目標に掲げた、特許法に関す
る基本的知識と応用力、複雑な事例（事実関係）の解析力を総合的に確認・評価する。（３）合格
（単位修得）のための最低基準
具体的な事案について事案を分析し、根拠条文をあげ、要件を示したうえで、要件の充足を判断し、
どのような効果が発生するかを、おおむね説明することができる。
原則として、電子掲示板を通じて毎週金曜日までに、次週の講義に使用するレジメ・資料を配布する
とともに予習範囲および予習判例を指示する。よって、受講生は必ずこの掲示を注視すること。

高林龍著「標準特許法」の講義開始時における最新版
特許法判例百選の最新版

適宜、講義において指示する。

特許権侵害に対する法的救済 仮想的な侵害事例を事前配布してあらかじめ検討
の機会あたえ講義時間において討論

期末試験

特許権の効力に対する制限（先使用権・中用権） 同上

特許権の効力に対する制限（試験研究のための実
施・権利制限〈無効〉の抗弁）

同上
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

著作者、著作権の主体 同上

著作物の利用と著作権の変動 同上

著作権の存続期間等 同上

著作権の内容（翻案権、二次的著作物の利用に関
する原著作物の著作者の権利）

同上

著作権の制限 仮想事例を課題として事前配布し講義時間に受講
生から検討結果を発表させ、事後講評する。

著作者人格権 第2回に同じ

著作権の内容（複製権、上演・演奏権、上映権） 同上

著作権の内容（公衆送信権、口述権、展示権） 同上

著作権の内容（頒布権、譲渡権、貸与権） 同上

著作物Ⅱ（例示著作物について） 同上

著作物Ⅲ（例示著作物について） 同上

著作物Ⅳ（特殊な著作物について） 同上

著作物Ⅰ（著作物の定義および要件） 事前にレジュメを配布し予習の範囲と判例を指示
して、当日はその成果につき確認するため適宜質
問し回答を求めることがある。

講義
展開・先端科目

単位数 2.0単位

知的財産法Aに続き、著作権法を中心とした講義を行う。
著作権法は文化的な創作成果の保護を直接の目的とするが、その対象領域の広さから、創作活動に携
わる者だけでなく、多くの市民もその成果の利用者として日常生活の中で関与する機会の多い法律で
ある。また、ネットワークの普及した高度情報社会では情報の発信者と受信者が判然と分化せず、だ
れもが極めて容易に他人の創作物たる情報を入手しあるいはこれを発信する機会が与えられている
が、かような社会においては、何人もが自由にアクセスし利用可能な情報（創作物）とそのアクセス
や利用が制限されている情報（創作物）が法によって明確化されなければ、他人による冒用をおそれ
て、真に価値のある情報が死蔵されてしまう危険がある。著作権法は、創作者と利用者という二当事
者間だけではなく、その文化的創作の成果を必要な範囲で社会に還元して文化の発展を促進すること
を目的としている。このような著作権法の有する多面的な性格が理解されるような講義にしたい。

知的財産法Aと同じく、受講生が著作権法の基礎知識の習得・体系化するとともにその応用力の獲得
できることを目的とする。
同時に、必要に応じて、事例を通じて著作権による保護の限界と他の知的財産法による保護との交錯
についても講義し、知的財産法の体系中における著作権法の位置づけについて考える総合的な視点を
養うように努めたい。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
著作権法の目的と概要 特に予習を求めるのではなく講義内で適宜事例を

通じて問題提起を行う。

2024年度前期 曜日・時限 火曜4限

1FCB618010 科目ナンバリング FCALAW84018-J1
知的財産法B
松村　信夫
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第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

（１）到達目標の達成度について評価を行う。

（２）講義時間中の発言及びレポートの結果　　30パーセント
期末試験の結果　　　　　　　　　　　　70パーセント
で総合評価を行う。
評価方法は、絶対評価とする。
（３）合格（単位修得）のための最低基準
具体的な事案について事案を分析し、根拠条文をあげ、要件を示したうえで、要件の充足を判断し、
どのような効果が発生するかを、おおむね説明することができる。
毎週金曜日までに、電子掲示板に次週の講義のレジュメ・資料を添付するとともに、予習範囲及び予
習判例を指示するので必ず事前に見て準備してほしい。

松村信夫＝三山峻司共著『著作権法要説（第2版）』（世界思想社）
著作権判例百選（第6版）（但、講義開始までにさらに新版が公刊されたときには、その版による）

適宜、講義において指示する。

著作権の侵害に対する法的救済 同上

期末試験
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回
第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

事例（問題研究）著作権法Ⅱ 同上

事例（問題研究）著作権法Ⅲ 同上

最近の重要判例（著作権法・その他）の評釈・研
究

発表者を決めあらかじめ選択した判例の論点・判
旨および位置づけを発表してもらい全員で検討す
る

同上 同上

事例（問題研究）著作権法Ⅰ 講師があらかじめ選択もしくは作成した重要論点
を含む事例（問題）につき受講生全員に対して事
前にレポート（答案）を作成提出させ、当日これ
にもとづき発表を求め討論し講評する

事例（問題研究）特許法Ⅰ 講師があらかじめ選択若しくは作成した重要論点
を含む事例（問題）につき受講生全員に事前にレ
ポート（答案）を作成提出させして、当日、これ
にもとづく発表を求め討論し講評する。

事例（問題研究）特許法Ⅱ 同上

事例（問題研究）特許法Ⅲ 同上

同上 同上

同上 同上

同上 同上

最近の重要判例（特許法）の評釈・研究 発表者を決めあらかじめ選択した判例の論点・判
旨および位置づけを発表してもらい全員で研究討
議する。

演習
展開・先端科目

単位数 2.0単位

すでに、知的財産法A・Bにおいて習得した基本的知識および応用能力をさらに高め、将来、知財訴
訟や知財法務に関与し、あるいは司法試験で知的財産法を受験科目として選択した際にも、対応でき
るレベルの能力を習得させることを目的とする。（もちろん知的財産法A・Bの授業を未修でも意欲
がある受講生の参加は可能である。）
知的財産法は、訴訟だけでなく、各種の契約実務や予防法務においても極めて重要な役割を果たして
いる。
そのいずれにおいても、知的財産権全般にわたる幅広い視野やこれを自在に応用できる能力ととも
に、自己の主張や判断を的確に相手方に伝達するための説得力（特に文章作成能力）が必要である。
そこで、この演習では、いろいろな機会に文書での報告等を求める。
すでに「授業概要」に記載したように、知的財産法全般にわたる幅広い視野とともに特許法、著作権
法の分野では、高い応用能力を習得させることを目的とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
演習の進め方に関するガイダンスと協議

2024年度後期 曜日・時限 木曜3限

1FCB619010 科目ナンバリング FCALAW84019-J2
知的財産法演習
松村　信夫
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第14回

第15回

第16回

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

（１）到達目標の達成度について評価を行う。
（２）絶対評価
演習時間内の発表・討論および文書報告（答案）の内容を総合した日常評価を80パーセント
期末試験を20パーセントとして成績評価を行う。（３）合格（単位修得）のための最低基準
具体的な事案について、事案を分析し、根拠条文をあげ、要件を示したうえで、要件の充足を判断
し、どのような効果が発生するかを、おおむね説明することができる。

電子掲示板を通じて次回の詳細な内容を伝達する。

なし

演習時間内に適宜指示する。

総復習（Q&Aタイム） 各受講生の質問を受け回答をおこなう

期末試験

誌上模擬裁判 訴訟モデル記録若しくは関連書籍にもとづき
実際の訴訟事案をもとに攻撃防御方法としての主
張や立証の方法を検討する。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

[前半] 平和の回復　[教科書：第20章]／[後半] 国
際機構　[教科書：第7章]

前回授業のまとめと、教科書第20, 7章の熟読

期末試験

理解度確認ミニテスト 第5回から11回までの授業内容の復習

国際環境法　[教科書：第16章] 前回授業のまとめと、教科書第16章の熟読

国際安全保障法、武力紛争法　[教科書：第18, 19
章]

前回授業のまとめと、教科書第18, 19章の熟読

国際刑事法、国際経済法　[教科書：第13, 14章] 前回授業のまとめと、教科書第13, 14章の熟読

国家責任法　[教科書：第15章] 前回授業のまとめと、教科書第15章の熟読

紛争解決　[教科書：第17章] 前回授業のまとめと、教科書第17章の熟読

領域法①−国家領域、国際化地域、空域、宇宙空
間 [教科書：第8, 9章]

前回授業のまとめと、教科書第8, 9章の熟読

領域法②−海洋法　[教科書：第10章] 前回授業のまとめと、教科書第10章の熟読

人権、外国人の法的地位　[教科書：第11, 12章] 前回授業のまとめと、教科書第11, 12章の熟読

国家、国家主権、管轄権　[教科書：第4, 5章] 前回授業のまとめと、教科書第4, 5章の熟読

国家機関の特権免除（外交・領事関係法）[教科
書：第6章]

前回授業のまとめと、教科書第6章の熟読

理解度確認ミニテスト 第１回から４回までの授業内容の復習

国際法の法源−慣習国際法と条約［教科書：第2,
3章］

前回授業のまとめと、教科書第2, 3章の熟読

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

国際社会は世界政府のような集権的な権力を備えないアナーキーな構造を有する。そのため、国際法
は多くの点で国内法と異なる。特に、立法府がなく諸国間の慣習（慣習国際法）および合意（条約）
が法となる点、法を強制的に執行する機関がないために国家間での自力救済によって履行確保がなさ
れうる点で大きく異なっている。他方で、現代では国際裁判所を利用した国家責任の追及や紛争解決
が選択される例も増えている。過去には国際法の存在形式は慣習国際法が主流であったが、今日では
条約が発展し、世界規模の多数国間条約が複数存在する。また、国際法は原則的に国家間の法である
が、現代では国際機関や私人（個人、企業など）も一定の条件下で国際法上の権利義務の主体となっ
ている。この授業では、かくのように拡大する現代の国際法の基礎概念と主要論点を包括的に把握
し、種々の国際問題に法によって対応できる力を養う。期末テストのほか、理解度確認のためのミニ
テストを随時行う。

国際法の各法分野について基本概念と主要論点を理解し、法解釈の技術と法的思考力を用いて、具体
的な事案について適用可能な国際法の同定、問題となる論点の抽出、および、適切に解釈された当該
国際法の適用の帰結の導出を自分の思考で行い、種々の国際問題に対して国際法による解決を提示で
きるようになること。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
国際法の基本構造［教科書：第1章］ 教科書第1章の熟読

2024年度前期 曜日・時限 金曜5限

1FCB620010 科目ナンバリング FCALAW84020-J1
国際法
中井　愛子
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

その他

到達目標の達成度について評価を行う。
学期末の試験成績：100％　※理解度確認ミニテストは、理解度の確認が目的であるから成績評価の
対象とはしない
単位取得のための最低条件は、到達目標を6割程度達成すること、すなわち、少なくとも、問われて
いる問題に適用可能な国際法を適切に示し、論点を抽出でき、当該問題への国際法適用の基本的な帰
結を説明できることである。

国際法は大変範囲の広い分野であり、授業の進行は駆け足にならざるを得ない。各自で定期的に復習
すること。

浅田正彦編『国際法（第5版）』（東信堂、2022年）。条約集も必携であるが、植木俊哉・中谷和弘
ほか編『国際条約集』（有斐閣）、浅田正彦ほか編『ベーシック条約集』（東信堂）等、書店に並ん
でいるものから使いやすいものを選んでよい。

森川幸一、兼原敦子ほか編『国際法判例百選』（有斐閣、2021年）。授業にも持参を推奨する。この
ほかの文献は適宜指示する。

法学政治学専攻開講科目の「国際法特論」との合併科目
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回
第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

貿易関連知的所有権協定 事前教科書pp. 218-233・事後レジュメと事例資料
確認

期末試験

貿易の技術的障害(TBT)に関する協定 事前教科書pp. 184-196・事後レジュメと事例資料
確認

衛生植物検疫措置(SPS)の適用に関する協定 事前教科書pp. 196-206・事後レジュメと事例資料
確認

サービス貿易に関する一般協定 事前教科書pp. 207-218・事後レジュメと事例資料
確認

貿易救済措置その2（アンチダンピング措置） 事前教科書pp. 131-151・事後レジュメと事例資料
確認

貿易救済措置その3（補助金相殺措置） 事前教科書pp. 151-157・事後レジュメと事例資料
確認

地域経済統合（自由貿易地域と関税同盟） 事前教科書pp. 253-280・事後レジュメと事例資料
確認

市場アクセス問題その2（数量制限の禁止原則） 事前教科書pp. 120-122・事後レジュメと事例資料
確認

GATTの例外条項（一般例外と安全保障例外） 事前教科書pp. 122-124・事後レジュメと事例資料
確認

貿易救済措置その1（セーフガード措置） 事前教科書pp. 128-139・事後レジュメと事例資料
確認

無差別原則その1（最恵国待遇原則） 事前教科書pp. 104-110・事後レジュメと事例資料
確認

無差別原則その2（内国民待遇原則） 事前教科書pp. 111-114・事後レジュメと事例資料
確認

市場アクセス問題その1（関税に関する原則） 事前教科書pp. 115-119・事後レジュメと事例資料
確認

WTOの紛争解決手続 事前教科書pp. 68-77・事後レジュメと事例資料確
認

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

この授業では、国際貿易に関する国家間関係を規律する基本的法的枠組であるWTO法（世界貿易機関
の下での諸協定その派生法の体系）を検討し、WTOの下での自由貿易体制とそれが抱える今日的な問
題を理解し、かつ解決するための法的リテラシーを養う。

単に法制度の内容を知るだけでなく、そのような法制度がなぜ必要なのか、制度の存在理由について
理解を深め、これを自ら説明できるようにする。また、具体的なWTO紛争事例（近年では、韓国によ
る日本産水産物輸入制限事件や日本による韓国向け半導体素材輸出制限事件が注目されている）の検
討を通じて国際経済法の内容と役割を実践的に理解し、これを自ら説明できるようにする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
WTO体制の概要ーWTOの法的枠組みと組織 事前教科書pp. 47-68・事後レジュメ確認

2024年度後期 曜日・時限 水曜4限

1FCB621010 科目ナンバリング FCALAW84021-J1
国際経済法
平　覚
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

その他

絶対評価による。定期試験70%、中間レポート課題30％。
到達目標の達成度について評価を行う。C（合格）となるためには、制度の存在理由を説明できると
ともに、具体的な紛争事例について何が争点であるのか、またその争点についてどのような法規則が
解釈適用されるべきかを説明できることが求められる。

授業期間中、中間レポート課題を課す。
講義レジュメおよび判例などの関連資料のPDFファイルをアップロードするので、授業に出席する場
合には、あらかじめダウンロードし、持参すること。

中川・清水・平・間宮『国際経済法　第3版』有斐閣（2019）

浅田『国際法　第5版』東信堂(2022)第14章
松下・清水・中川『ケースブックWTO法』有斐閣(2009)
経済産業省WTOパネル・上級委員会報告書に関する調査研究報告書
(https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/3_dispute_settlement/33_panel_kenkyukai/ken
kyukai.html)

法学政治学専攻開講科目「国際経済法特論」との合併科目。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

契約(2): 客観的連結 、準拠法の事後的変更　当事
者による準拠法選択のない場合における8条1項の
最密接関係地法の原則と同条2項の特徴的給付の
理論による推定について確認し、東京地判令和
元･8･27百選28事件等の具体的事案への適用につ
いて考える。また、明示の準拠法選択がない場合
の黙示の意思推定は7条解釈の問題であるが、客
観的連結すべき場合との区別が問題となることか
ら、便宜上ここで扱う。最後に、契約準拠法の事
後的変更(9条)について東京高判平成30･8･22百選
29事件を素材として検討する。

契約(1): 当事者自治 　まず、契約の準拠法の明示
的指定(7条)に関する一般的な諸問題について検討
する。すなわち、当事者自治の原則の意義と根拠
について確認した上、黙示の意思推定
について検討する。準拠法指定行為(準拠法選択)
の有効性、非国家法の準拠法適格性についても解
説する。次に、分割指定ならびに実質法的指定と
抵触法的指定の区別について東京地判平成14･2･
26百選27事件を素材として検討する。あわせてこ
こで債権の消滅時効の問題も取り上げる。

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

この授業は講義形態で行われる。この授業では、狭義の国際私法(渉外的な法的問題への準拠法の決
定・適用を扱う)のうち、各論の国際財産法および総論の財産法関係の部分を扱う。その中心的な法
典は、法の適用に関する通則法4条以下〔以下、「通則法」と略す。なお、以下ではその条文を条文
番号のみで引用する。〕である。

狭義の国際私法の基本構造、基本的な概念の意味と用法、財産法分野の主要な条文や条理による準則
の趣旨・目的とそれらの体系的な関係を説明し、この分野の主要な法律問題を解決できるようになる
ことがこの授業の目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
序論(「国際私法と統一法」を含む。)   国際私法
が財産法分野で実際に用いられる例を挙げて解説
する。 次に、国際私法と統一法の関係について検
討する。 さらに、国際私法の目的と方法、国際私
法の法的性質、国際私法の法源、国際私法の構造
等について解説する。

2024年度後期 曜日・時限 月曜4限

1FCB625010 科目ナンバリング FCALAW84025-J1
国際財産法
国友　明彦
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第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

不法行為 (2): 生産物責任，名誉毀損　特別の不法
行為に関する規定、すなわち、生産物責任に関す
る18条と名誉毀損に関する19条の解釈論について
検討する。 プライバシー権侵害について19条が適
用によるかどうかについても東京地判平成28･11･
30百選36事件を素材にして論じる。

不法行為 (3): 逸失利益と慰謝料の算定、事務管
理・不当利得　民法上の問題ではあるが、一時滞
在外国人被害者の逸失利益の算定基準(最判平成9･
1･28百選<第2版>45事件)とそのような者が死亡
した場合などの慰謝料の算定の考え方についても
検討する。その後、事務管理および不当利得の準
拠法(14〜16条)に関して、前者についての広島地
呉支判昭和45･4･27百選32事件、後者についての
東京高判平成31･1･16百選33事件を素材に解説す
る。
物権 (1)　物権に関する所在地法主義(13条)とそ
の限界(最判平成14･10･29百選23事件)について検
討する。また、船舶・航空機の物権に特有の問題
について松山地判平成6･11･8百選24事件等を素材
に考察する。

契約(3): 消費者契約・労働契約、法律行為の方式
消費者契約と労働契約に関する特則(11〜12条)に
ついて解説・検討する(労働法に関して必要な予備
知識については簡単に解説する)。労働契約に関し
ては絶対的強行法規に関する東京地決昭和40･4･
26百選14事件(インターナショナルエアサービス
事件)、黙示の意思に関する東京地判平成9･10･1
百選<第2版>(2012, 別冊ジュリ210)36事件(ルフ
トハンザ事件)、労務給付地の決定等に関する東京
地判平成28･9･20百選31事件(BGCキャピタルマー
ケッツジャパンLLCほか事件)を素材に検討する。
消費者契約については、東京地判平成29･1･17百
選30事件(MRIインターナショナル事件)等を素材
に検討する。ここであわせて定型約款による準拠
法指定行為の有効性の問題も扱う。さらに，10条
の法律行為の方式の基礎的事項についてその理解
を確認する。

不法行為 (1): 通常の不法行為　17条1項の不法行
為地法主義（結果発生地法主義）の根拠について
の理解を確認した上、東京高判平成30･1･16百選
34事件((投資に関する虚偽説明))、東京高判令和
元･9･25令和2年度重要判例解説〔以下「重判解」
で引用〕(ジュリ1557号)国際私法4事件(不貞行為
の結果発生地)などを素材としてその解釈について
検討する。また、公海上の不法行為について東京
高決平成29･1･16百選38事件(船舶衝突)などを素
材にして説明する。続いて、例外条項たる20条、
当事者自治を認める21条、特別留保条項である22
条の解釈について検討する。
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第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

債権債務関係 　債権譲渡など、3人以上の当事者
が関係する債権債務関係および債権一般に関する
問題について検討する。すなわち、債権譲渡(東京
地判昭和42･7･11百選<第2版>46事件)、債権質
(最判昭和53･4･20百選37事件[バンコク銀行事件])
について、方式の問題も含めて検討する。あわせ
て、保険金先取特権(東京高決平成29･6･30百選38
事件）についても解説する。保険代位(神戸地判昭
和45･4･14百選<第2版>48事件)、相殺、詐害行為
取消権(東京地判平成27・3・31(平成27年度重判
解[ジュリ1492号]国際私法2事件) )もここで取り
上げる。さらに、金銭債権のうち弁済の通貨の国
際私法上の問題と民法上の問題(最判昭和50･7･15
百選39事件)についてもここで簡単に取り上げ
る。

知的財産権(1): 属地主義の原則、外国知的財産権
にもとづく請求 　知的財産法の基礎と国際的保護
のうち国際私法の観点から重要な点について解説
した上，外国特許権にもとづく請求についての最
高裁判例(最判平成14･9･26百選41事件[FM信号復
調装置事件、カードリーダー事件])について検討
する。

知的財産権 (2): ベルヌ条約と国際私法、知的財産
権と契約 　文学的及び美術的著作物の保護に関す
るベルヌ条約が国際私法規定を含んでいるかどう
かについて検討する。さらに、知的財産権と契約
について、職務発明(最判平成18･10･17百選42事
件[日立製作所事件])と著作権の譲渡(東京高判平
成15･5･28百選44事件[ダリ事件]など)について判
例を中心に検討する。

物権 (2) 　法律行為による物権変動における債権
的法律行為の準拠法と物権準拠法の関係について
解説する。いわゆる法定担保物権の準拠法(水戸地
判平成26･3･20百選25事件[船舶先取特権])につい
て検討する。

自然人の行為能力等、代理　自然人に関して、行
為能力一般の準拠法（4条）、特に取引保護主義
について検討する。失踪宣告、制限能力者の保護
（後見開始の審判等）(5条、6条)についても簡単
に解説する。続いて任意代理(名板貸しなども含
む)について神戸地決昭和34･9･2百選22事件など
を素材に検討する
法人 　法人に関して、抵触法上の問題と外人法上
の問題に分けて検討する。まず、抵触法上の問題
としては、法人の属人法(従属法)としての設立準
拠法主義の趣旨について確認した上、属人法の適
用範囲、特に法人代表(東京地判平成4･1･28百選
19事件)や法人格否認(東京高判平成29･6･29百選
20事件)などを取り上げる。外人法上の問題とし
ては、外国法人の認許(民法35条)の意義について
説明した上、会社法の外国会社に関する規定(817
条以下)と「外国会社の登記」規定(933条以下)の
うち主要なものを確認する。
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第15回

第16回

事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

絶対評価。学期末の試験80%，各回の予習課題で示したQへの解答など授業への参加状況 20%。到達
目標の達成度について評価を行なう。期末試験では，この分野の主要な法律問題についての事例式問
題を出題する。C(合格)となるためには、国際家族法の基礎的事項について理解した上で、その問題
についての中心的な論点は何かを見つけ、〔制定法の解釈が問題となる場合〕中心的な根拠条文につ
いて当てはめを行なうことが必要である。さらに良い評価を獲得するため、重要な論点については自
己の採る立場につき理由を示することが望ましい。また、自説と異なる説がある場合、主要なものだ
けで良いが、それに対する批判を述べることが望ましい。

　期末試験の答案につき，希望があれば添削して個別に講評する。

特になし。

百選： 道垣内(どうがうち)正人=中西康編『国際私法判例百選<第3版>』(2021, 有斐閣, 別冊ジュリ
スト256号)
演習書：道垣内正人=中西康=竹下啓介=中村知里『判例百選で学ぶ国際私法』(,2023, 有斐閣)
(上記演習書で足りない部分について次のケースブックのQを取り上げることがある： 櫻田嘉章=道垣
内正人編『ロースクール国際私法・国際民事手続法[第3版]』(2012, 有斐閣)
もっとも，取り上げるQは予習課題に抜粋するのでこれを買う必要はない。)

概説書は指定しないが、以下の3冊を推薦する。このうち1冊以上を用意すること。
　澤木敬郎(たかお)=道垣内正人『国際私法入門[第8版]』(2018, 有斐閣双書) 〔コンパクトな割には
取り上げている論点が多い。〕
   神前(かんざき)禎(ただし)=早川吉尚(よしひさ)=元永和彦『国際私法[第4版]』(2019, 有斐閣アル
マ)〔比較的わかりやすく書かれており、入門に適していると思われる。他面、取り上げられていな
い論点が多い。〕
　中西康=北澤安紀(あき)=横溝大(だい)=林貴美(たかみ)著『国際私法[第3版]』(2022, 有斐閣Legal
Quest)〔全体について4人の意見を反映させており、客観性に優れている。〕

六法: 授業で毎回使用する。小型のものでいいので持参すること。

＊　適宜、レジュメ・資料などを講義時に配布する。

入門書：多田望(のぞみ)=長田真里=村上愛=申美穂『国際私法』(2021, 有斐閣ストゥディア)
主要な参考書のうちコンパクトなもの：
　道垣内正人『ポイント国際私法 総論[第2版]』(2007, 有斐閣)、 同『ポイント国際私法 各論[第2
版]』(2014, 有斐閣)
　櫻田嘉章=佐野寛=神前禎編『演習国際私法 CASE30』(2016, 有斐閣)

事前学習: 受講者には、下記のような国際私法の概説書や百選などについて予習することを求める。
予習課題には質問形式のＱと簡潔に書かれた文献を指定してそれを読んでくることを求めるものがあ
る。
　予習課題は必須の課題と任意の課題に分ける。ケースブックの予習課題のうちには、高度なもの、
少数説についてのものも含まれており、また、学習範囲の広さと深さの程度についての受講者の希望
も異なっていることもありうるからである。
事後学習: 講義の内容を整理して、知識の定着を図ること。
希望者のみ対象の課題：講義内容の復習、事例について法的解決を考える能力の涵養、論理的な文章
を書く訓練のため、希望者向けに数回演習問題(事例式問題)を出し、希望者に文書ファイルのかたち
で解答を書いてメールで送っていただき、添削して返し、授業の中で講評を行なう。

不正競争、補遺、全体の復習 　受講者の希望にも
よるが、不正競争について簡単に解説する。その
後、これまでの回で省略した箇所についての解
説、問題演習などを行なう。

期末試験
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その他

・もし研究指導の希望があれば、研究レポートの作成につき助言を行なう。
・司法試験の国際関係法（私法系）の出題範囲には、「国際取引法」、具体的には，インコターム
ズ、国際物品売買に関する国際連合条約(CISG)、国際海上物品運送法なども含まれているが、これら
はこの講義では取り上げず、希望者がいれば補講(3〜5コマ程度)をする。
・法学政治学専攻開講科目「国際財産法特論」との合同開講とする。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

法律関係の性質決定 　法律関係の性質決定は、抵
触規則の主題となる単位法概念の解釈問題であ
る。最判平成6･3･8百選1事件など、これに関する
判例を取り上げ、それらを用いて解釈の方法につ
いて考える。

不統一法国の指定、未承認政府の法の指定、中国
人および韓国・朝鮮人の本国法 　地域的不統一法
国に属する者の本国法の指定(38条3項)について、
特に日本の裁判所で最も問題となることの多い米
国人のケースを例にとって横浜地判平成10･5･29
百選8事件などの裁判例の事案を中心に研究す
る。人的統一法国に属する者の本国法の指定(40
条)についても簡単に解説する。次に、未承認政
府・国家の法の指定の理解について確認した上、
中国人および韓国・朝鮮人の本国法の決定につい
て裁判実務と戸籍実務の両者を説明する。

属人法、本国法・常居所地法の確定 　ここにいう
「属人法」はある人に最も密接な関係を有する法
として指定される法という広義の意味で用いてい
る。そのような属人法の決定について本国法主義
と常居所地法主義の長短等について考察する。そ
の後、本国法・常居所地法について特に誤解の生
じやすい点について理解を確認し、必要に応じて
解説する。常居所の決定については水戸家審平成
3･3･4国際私法百選<第3版>4事件〔以下この版は
単に「百選」で引用〕などの判例等を取り上げ
る。

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

この授業は講義形態で行われる。この講義の対象は、狭義の国際私法(渉外的な法的問題の準拠法の
決定とその適用を扱う)のうち、総論の大部分および各論のうちの家族法分野である。その中心的な
法典は、法の適用に関する通則法4条以下〔以下、「通則法」と略す。なお、以下ではその条文を条
文番号のみで引用する。〕である。なお、希望があれば、国籍法も取り上げる。

狭義の国際私法の基本構造、基本的な概念の意味と用法、家族法分野の主要な条文や条理による準則
の趣旨・目的とそれらの体系的な関係を説明し、この分野の主要な法律問題を解決できるようになる
ことが、この授業の目標である。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
序論   国際家族法が実際に用いられる具体例を挙
げ、国際私法の必要性、目的と方法、連結政策(各
種の連結方法)、国際私法の法的性質、法源等につ
いて解説する。

2024年度前期 曜日・時限 火曜2限

1FCB626010 科目ナンバリング FCALAW84026-J1
国際家族法
国友　明彦
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

氏，婚姻の成立　氏、特に婚姻等の身分関係によ
る氏の変動について、京都家審昭和55･2･28百選
74事件などを素材に検討する。婚姻の実質的成立
要件、形式的成立要件について以下の諸問題を検
討する。まず、大阪高判平成28・11・18百選47事
件などを素材に実質的成立要件と方式の性質決定
問題を取り上げ、実質的成立要件の配分的連結の
問題(24条1項)(や方式に関する選択的連結(同条2
項、3項本文)と日本人条項(同条3項但書)について
検討する。

婚約・内縁ほか,婚姻の効力　東京地判平成22・
3・25百選52事件, 最判昭和36・12・27百選53事
件を素材に婚約・内縁ほかについて解説した上、
婚姻の身分的効力(25条)か夫婦財産制(26条)かの
性質決定問題について考察し、夫婦財産制に関す
る26条特有の問題(当事者自治、内国取引保護)を
検討する。

離婚 　離婚(27条)の準拠法につき、まず、離婚の
方法、特に日本の裁判所における離婚について外
国法が準拠法となる場合の実体法と手続法との適
応問題を横浜家審平成3･5･14百選50事件を素材に
検討し、意思確認などの実質審査のある協議離婚
の性質決定に関する問題も解説した後、離婚給付
の性質決定について考える。

公序(1) 　国際私法上の公序(42条ほか)の基本的
理解を確認した上、東京地判平成3･3･29百選10事
件について事例研究を行なう。内国憲法と国際私
法上の公序の関係についても考える。公序判断の
基準時の問題についても考える。

公序(2)　公序違反後の処理について最判昭和59･
7･20百選13事件を素材に考察した後，大阪高判平
成26･5･9百選11事件、東京家判平成31･1･17百選
51事件などの裁判例について検討する。

送致範囲の画定、先決問題、適応問題 　送致範囲
の画定は、ある抵触規則によって指定される準拠
実質法規の範囲の画定の問題である(法律関係の性
質決定の延長上の問題)。これについて簡単に解説
した上、先決問題と適応問題について、国際私法
による準拠法決定の基本構造との関係を念頭に置
きつつ検討する。先決問題については最判平成
12･1･27百選2事件を取り上げる。

反致 　反致の基本的理解について確認した上、41
条における具体的な解釈問題について最判平成6･
3･8百選6事件などの判例を理解した上で検討す
る。いわゆる隠れた反致についても青森家十和田
支審平成20･3･28百選7事件を素材に検討する。
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第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

絶対評価。期末試験80%，各回の予習課題で示したQへの解答など授業への参加状況 20%。到達目標
の達成度について評価を行なう。期末試験では，この分野の主要な法律問題についての事例式問題を
出題する。C(合格)となるためには、国際家族法の基礎的事項について理解した上で、その問題につ
いての中心的な論点は何かを見つけ、〔制定法の解釈が問題となる場合〕中心的な根拠条文について
当てはめを行なうことが必要である。さらに良い評価を獲得するため、重要な論点については自己の
採る立場につき理由を示することが望ましい。また、自説と異なる説がある場合、主要なものだけで
良いが、それに対する批判を述べることが望ましい。

　期末試験の答案につき，希望があれば添削して個別に講評する。
特になし。

事前学習: 受講者には、下記のような国際私法の概説書や百選などについて予習することを求める。
予習課題には質問形式のQと簡潔に書かれた文献を指定してそれを読んでくることを求めるものがあ
る。予習課題は必須の課題と任意の課題に分ける。ケースブックの予習課題のうちには、高度なも
の、少数説についてのものも含まれており、また、学習範囲の広さと深さの程度についての受講者の
希望も異なっていることもありうるからである。
事後学習: 講義の内容を整理して、知識の定着を図ること。
希望者のみ対象の課題: 講義内容の復習、事例について法的解決を考える能力の涵養、論理的な文章
を書く訓練のため、希望者向けに数回演習問題(事例式問題)を出し、希望者に文書ファイルのかたち
で解答を書いてメールで送っていただき、添削して返し、授業の中で講評を行なう。

補遺、全体の復習 　受講者の希望を聴いた上、こ
れまでの回で省略した箇所についての解説、問題
演習などを行なう。

期末試験

実親子関係の成立、養子縁組 　まず、28条と29
条の関係について最判平成12･1･27百選54事件の
判旨を取り上げる。次に、嫡出親子関係につい
て、特に嫡出否認に関する水戸家審平成10･1･12
百選55事件などを素材に検討する。また、非嫡出
親子関係について、認知無効に関する広島高判平
成23･4･7百選56事件などを素材に検討する。外国
での代理出産の場合の親子関係の成立についても
簡単に解説する。さらに、養親子関係(31条)の問
題を名古屋家豊橋支審平成26・7・17百選58事件
などの審判例に則して検討する。

親子間の法律関係、後見、扶養 　親権・監護権・
面会交流権に関する問題(32条)を検討した上、東
京地判平成27・4・22百選65事件などを素材に32
条と35条の関係について考察する。その後、扶養
義務の問題(扶養義務の準拠法に関する法律)につ
いて東京高決平成30・4・19百選64事件を検討す
る。〔子奪取ハーグ条約は国際民事手続法で取り
上げる予定。〕

相続、遺言 　相続の準拠法(26条)について、大阪
地判昭和62･2･27百選67事件、東京地判平成26･
7･8百選68事件を素材に相続財産の構成等の問題
を検討し、また、相続人の不存在の問題なども名
古屋家審平成6･3･25百選70事件などを素材に考え
る。続いて、遺言の準拠法(27条、遺言の方式の
準拠法に関する法律)の適用範囲等についても検討
する。神戸家審昭和57・7・15百選71事件(遺言の
検認)についても解説する。
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教科書

参考文献

その他

百選： 道垣内正人=中西康編『国際私法判例百選<第3版>』(2021, 有斐閣別冊ジュリスト256号)
演習書：道垣内正人=中西康=竹下啓介=中村知里『判例百選で学ぶ国際私法』(2023, 有斐閣)
(上記演習書で足りない部分について次のケースブックのQを取り上げる： 櫻田嘉章=道垣内正人編
『ロースクール国際私法・国際民事手続法[第3版]』(2012, 有斐閣)　もっとも，取り上げるQは予習
課題に抜粋するのでこれを買う必要はない。)

概説書は指定しないが、以下の4冊を推薦する。このうち1冊以上を用意すること。
・櫻田嘉章『国際私法[第7版] 』(2020, 有斐閣Sシリーズ)〔オーソドックス。〕
・澤木敬郎(たかお)=道垣内正人『国際私法入門[第8版]』(2018, 有斐閣双書) 〔コンパクトな割には
取り上げている論点が多い。〕
・ 神前(かんざき)禎(ただし)=早川吉尚(よしひさ)=元永和彦『国際私法[第4版]』(2019, 有斐閣アル
マ)〔比較的わかりやすく書かれており、入門に適していると思われる。他面、取り上げられていな
い論点が多い。〕
・中西康=北澤安紀(あき)=横溝大(だい)=林貴美(たかみ)著『国際私法[第3版]』(2022, 有斐閣Legal
Quest)〔全体について4人の意見を反映させており、客観性に優れている。〕

六法: 授業で毎回使用する。小型のものでいいので持参すること。

＊　適宜、レジュメ・資料などを講義時に配布する。
入門書：神前禎『プレップ国際私法』(2015, 弘文堂)
　多田望(のぞみ)=長田真里=村上愛=申美穂『国際私法』(2021, 有斐閣ストゥディア)

主要な参考書のうちコンパクトなもの：
　道垣内正人『ポイント国際私法 総論[第2版]』(2007, 有斐閣)、 同『ポイント国際私法 各論[第2
版]』(2014, 有斐閣)
　櫻田嘉章=佐野寛=神前禎編『演習国際私法 CASE30』(2016, 有斐閣)

・もし研究指導の希望があれば、研究レポートの作成につき助言を行なう。
・法学政治学専攻開講科目「国際家族法特論」との合同開講とする。
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科目情報
授業コード
授業科目名
担当教員氏名
開講年度・学期
授業形態
科目分類
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

被告の住所等による管轄(3の2)について解説す
る。次に、契約債務履行地管轄(3の3一号)につい
て東京地判平成25･12･25百選77事件などを素材と
して検討し、続いて業務関連管轄・事業活動地管
轄(3の3四号五号)について大阪地堺支判平成28･
3･17百選78事件などを素材として考える。

知的財産権と国際裁判管轄、不法行為地管轄(3の
3第8号)、管轄原因事実の証明、財産所在地管轄(3
の3第3号)、併合請求による管轄(3の6) 　最判平
成13･6･8百選79事件(ウルトラマン事件、円谷プ
ロ事件)等を素材にしてこれらの諸問題について考
える。知的財産法の基礎と国際的保護のうち国際
民事手続法の観点から重要な点については最初に
解説する。

財産関係事件の国際裁判管轄総論　最判昭和56･
10･16国際私法百選<第3版>76事件(マレーシア航
空事件)(以下この版は単に「百選」で引用)の事案
を素材として、国際裁判管轄に関する基本概念、
あわせて法人に対する訴え—一般的な管轄･業務
関連管轄(民事訴訟法3の2Ⅲ, 3の3四号[以下，民
事訴訟法は条文番号のみで引用する])—について
講じた上、特別の事情による訴え却下(3の9)につ
いて東京地判昭和61･6･20国際私法百選<第2版
>(2012, 別冊ジュリ210)93事件(遠東航空機事
件)、最判平成28･3･10百選84事件(ユニバーサル
エンターテインメント事件)百選などを素材にして
講じる。
＊　旧法下(平成23年改正前民事訴訟法下)の判例
も取り上げるが、これらの事案に現行法を適用す
ればどのように解決されるかという観点から検討
する(以下同様)。

講義
展開・先端科目
2年 単位数 2.0単位

この授業は講義形態で行われる。この授業では、国際民事手続法（別名国際民事訴訟法）、すなわ
ち、渉外事件に特有な手続法問題を扱う法分野を検討する。

国際民事手続法の基本構造および基本的な概念の意味と用法を説明すること、ならびに，この分野の
基本的な法律問題を解決できるようになることである。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
序論　国際民事紛争の具体例を挙げつつ、純粋の
国内民事紛争と異なるどのような問題が生じるか
を概観する。とりわけ国際裁判管轄と外国判決の
承認・執行について理論的な基礎を解説する。

2024年度前期 曜日・時限 水曜5限

1FCB627010 科目ナンバリング FCALAW84027-J1
国際民事手続法
国友　明彦
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第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

外国判決の承認・執行(2)　118条三号の公序につ
いて、まず、最判平成9･7･11百選96事件(萬世工
業事件)を素材として、懲罰的損害賠償を命ずる米
国等の判決が承認の対象になるか、なるとして公
序に違反しないかについて検討する。さらに、手
続的公序に関する最判平成31･1･18百選97事件も
簡単に解説する。その後、相互の保証(同条四号)
について最判昭和58･6･7百選98事件や東京高判平
成27･11･25百選99事件を素材に講じる。

外国判決の承認・執行(3)　 外国離婚判決の承
認、および、非訟裁判の承認(平成30年改正家事
79の2ほか)について検討する。その際、東京高判
平成5･11･15百選95事件(公序—子の引渡し)、東
京高判平成27･5･20百選101事件(扶養料の支払い
を命じる判決の執行)も簡単に解説する。さらに、
代理出産された子の親子関係についての米国ネ
ヴァダ州裁判の承認を拒絶した最決平成19・3・
23百選57事件について考える。

人事訴訟の国際裁判管轄　平成30年改正人事訴訟
法3条の2〜3条の5について講じる。

家事審判事件等の国際裁判管轄　平成30年改正家
事事件手続法3条の2〜3条の15〔以下「家事」で
引用〕のうち主要規定について講じる。あわせて
法の適用に関する通則法5, 6についても触れる。

外国判決の承認・執行(1)〔送達を含む〕　118条
等に定められる外国判決の承認・執行制度につい
て講じる。まず，118条柱書の要件につき解説す
る。次に最判平成26･4･24百選92事件(アナスタシ
ア事件)、名古屋高判平成25･5･17百選93事件を素
材として間接管轄(同条一号)について考える。次
に送達に関する司法共助について概観した後、直
接郵便送達に関するハーグ送達条約10条(a)号に対
する平成30(2018)年の日本の拒否宣言について解
説する。あわせて最判平成10･4･28百選94事件(香
港サドワニ事件)を素材として同条二号の送達要件
について検討する。

合意管轄(3の7)、応訴管轄(3の8) 、消費者契約・
労働関係に関する訴えの管轄権(3の4)、専属管轄
(3の5)  　合意管轄に関しては、最判昭和50･11･
28百選81事件(チサダネ号事件)等を素材として検
討する。外国裁判所の専属管轄合意が公序に反す
るとした最近の判例についても触れる。応訴管轄
についても概説する。消費者契約・労働関係に関
する訴えの管轄権に関する主要な解釈論上の問題
について検討する。専属管轄については登録型知
的財産権に関する3の5Ⅲを取り上げる。
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第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

事前・事後学習の内容

事前学習:  受講者には、下記のような国際私法の概説書や百選などについて予習することを求める。
予習課題には質問形式のQと簡潔に書かれた文献を指定してそれを読んでくることを求めるものがあ
る。
　予習課題は必須の課題と任意の課題に分ける。ケースブックの予習課題のうちには、高度なもの、
少数説についてのものも含まれており、また、学習範囲の広さと深さの程度についての受講者の希望
も異なっていることもありうるからである。
事後学習:  講義の内容を整理して、知識の定着を図ること。
希望者のみ対象の課題:  講義内容の復習、事例について法的解決を考える能力の涵養、論理的な文章
を書く訓練のため、希望者向けに数回演習問題(事例式問題)を出し、希望者に文書ファイルのかたち
で解答を書いてメールで送っていただき、添削して返し、授業の中で講評を行なう。

裁判権免除、補遺、全体の復習　裁判権免除は理
論的には国際裁判管轄の前に講じるべき問題では
あるが，便宜上ここで取り上げる。外国等に対す
る我が国の民事裁判権に関する法律に関する主要
な解釈問題について最判平成18･7･21百選75事件
ほかの事案を素材にして簡単に検討する。また、
受講者の希望を聴いた上、これまでの回で省略し
た箇所についての解説、問題演習などを行なう。
期末試験

保全命令、子の奪取　保全命令の管轄に関する民
事保全法11条について旭川地決平成8･2･9百選85
事件を素材としつつ検討する。次に、国際的な子
の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約および
同条約の実施法の要点と最決平成29･12･21百選62
事件(子の返還の終局決定の変更)や最判平成30･3･
5百選63事件(子奪取条約と人身保護請求)などの重
要な判例について簡単に解説する。

外国法の適用と裁判所　 外国法の日本の裁判にお
ける性質等について説明した後、外国法の不明の
場合の処置についての学説・判例(札幌地判昭和
59･6･26百選104事件など)について検討する。次
に、外国法の適用違背と上告〔受理申立て〕(最判
平成20･3･18百選105事件)について簡単にみる。
国際商事仲裁　国際取引紛争を国際商事仲裁に
よって解決することの長所と短所を明らかにした
上で、すなわち、仲裁契約・仲裁手続・仲裁判断
などについての準拠法、仲裁地の意義、外国仲裁
判断の承認執行などについて解説する。判例とし
ては最判平成9･9･4百選106事件(リングリング
サーカス事件)について検討する。

当事者、国際的訴訟競合　「手続は法廷地法によ
る」の原則の趣旨について確認し、当事者能力、
訴訟能力について説明した上，当事者適格に関す
る知財高判平成28･６･22百選91事件(毎日オーク
ション事件)等について検討する。次に、内外で同
時に訴訟が進行する国際的訴訟競合について平成
23年民訴法改正の際の議論を紹介し、知財高判平
成29･12･25百選102事件などの裁判例を素材に内
国訴訟の規制の当否について検討する。また、内
外判決の抵触に関する大阪地判昭和52･12･22百選
103事件を簡単に紹介する。
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成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

その他

絶対評価。学期末の試験80%，各回の予習課題で示したQへの解答など授業への参加状況 20%。期末
試験では，この分野の主要な法律問題についての事例式問題を出題する。C(合格)となるためには、
国際民事手続法の基礎的事項について理解した上で、その問題についての中心的な論点は何かを見つ
け、〔制定法の解釈が問題となる場合〕中心的な根拠条文について当てはめを行なうことが必要であ
る。さらに良い評価を獲得するため、重要な論点については自己の採る立場につき理由を示すること
が望ましい。また、自説と異なる説がある場合、主要なものだけで良いが、それに対する批判を述べ
ることが望ましい。

　期末試験の答案につき，希望があれば添削して個別に講評する。

特になし。

百選： 道垣内正人=中西康編『国際私法判例百選<第3版>』(2021, 有斐閣別冊ジュリスト256号)
演習書：道垣内正人=中西康=竹下啓介=中村知里『判例百選で学ぶ国際私法』(,2023, 有斐閣)(上記
演習書で足りない部分について次のケースブックのQを取り上げる： 櫻田嘉章=道垣内正人編『ロー
スクール国際私法・国際民事手続法[第3版]』(2012, 有斐閣)　もっとも，取り上げるQは予習課題に
抜粋するのでこれを買う必要はない。)

概説書は指定しないが、以下の3冊を推薦する。このうち1冊以上を用意すること。
・澤木敬郎(たかお)=道垣内正人『国際私法入門[第8版]』(2018, 有斐閣双書) 〔子奪取ハーグ条約以
外の全項目をカバーしている〕
・ 松岡博編『国際関係私法入門─国際私法・国際民事手続法・国際取引法─[第4版補訂]』(2021, 有
斐閣)〔全項目をカバーしているものの、保全命令など記述の簡略すぎる箇所もある〕
・ 嶋拓哉=高杉直編『国際民事手続法』(勁草[けいそう]書房, 2022)〔やや詳しめの概説書。〕
（中西康=北澤安紀(あき)=横溝大(だい)=林貴美(たかみ)著『国際私法[第3版]』［2022, 有斐閣Legal
Quest］も優れた本だが、取り上げている事項が国際裁判管轄、外国判決の承認・執行、外国法の適
用に限られている。取り上げられていない事項について他の本で補うならこれでも良い。）

六法: 授業で毎回使用する。小型のものでいいので持参すること。

＊　適宜、レジュメ・資料などを講義時に配布する。
入門書：神前(かんざき)禎(ただし)『プレップ国際私法』(2015, 弘文堂)
主要な参考書:
・小林秀之=村上正子『新版 国際民事訴訟法』(2020, 弘文堂)
・本間靖規=中野俊一郎=酒井一『国際民事手続法[第3版]』(2024刊行予定，有斐閣)
・櫻田嘉章=佐野寛=神前禎編『演習国際私法 CASE30』(2016, 有斐閣)

・もし研究指導の希望があれば、研究レポートの作成につき助言を行なう。
・法学政治学専攻開講科目「国際民事手続法特論」との合同開講とする。
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科目情報
授業コード
授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期
授業形態
配当年次

シラバス情報

授業概要

到達目標

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

中小企業法の体系および中小企業に関する相談事
例
期末試験

中小企業と社会保険

中小企業と労働紛争

中小企業と国際取引ー中国を中心に

中小企業の事業再生の手法

企業の清算・事業再生

取引先の倒産

中小企業の資金調達と知的財産権

中小企業と租税法

中小企業のための信用保証協会の保証について

中小企業と行政法

中小企業にとっての物的担保法

中小企業と経済法

中小企業とその企業形態

講義
3年 単位数 2.0単位

中小企業をめぐる法的な問題を解決するためには、各法分野について基本的な知識を身につけるだけ
でなく、各法分野の中でも特殊な部分、あるいは産業政策と結びついた諸制度についての知識も必要
とされる。また実務家として、中小企業家から相談を受けたときに、法律上の問題については自ら答
え、行政関連の問題については適切な相談・交渉ルートを示し、また税務などの問題については、予
想されるトラブルの性質についてある程度の認識を持ったうえで、専門家に紹介することも必要とな
る。この授業では、こうした中小企業に関連した法実務の実際を踏まえたうえで、受講者が主要な法
分野についての基礎的な知識を修得していることを前提に、中小企業をめぐる法的問題に対応するた
めに必要とされる知識や考え方を法分野横断的に講義する。なお、この授業は、複数の教員がオムニ
バス形式で行うものである。

法科大学院において3年次前期までに履修してきた法律基本科目や展開・先端科目で学んだ様々な法
分野についての基礎的な知識を再確認するとともに、そうした知識を中小企業という特定の法主体に
適用した場合に、どのような追加的な考慮が必要とされるのかについての、法実務に従事していくた
めに必要な基礎知識を修得することを目標とする。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容
中小企業の実態

2024年度後期 曜日・時限 火曜1限

1FCB628010 科目ナンバリング FCALAW84028-J1
中小企業法
阿部　昌樹、和久井　理子、中原　茂樹、生熊　長幸、松村　信夫、酒井　貴子、高橋　英治、川村
行論、岡本　岳、赫　高規、高橋　眞、原田　裕彦、村上　幸隆
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事前・事後学習の内容

成績評価方法

履修上の注意

教科書

参考文献

成績評価は絶対評価とし、教員が示す課題についてのレポートの内容と定期試験の回答とを、それぞ
れ50点満点で評価する。単位を取得するためには、それらの得点を合計して、60点以上となることが
必要である。中小企業に関連した典型的な法的問題とそれらの問題に対する法的対応方法について、
法律基本科目についての基礎的な知識を踏まえて、論理的に矛盾のない説明ができることが、単位を
取得するための条件である。

この講義は、3年次前期までに履修した法律基本科目や展開・先端科目の応用科目としての性格を有
している。受講者には、すべての法律基本科目といくつかの展開・先端科目についての基礎的な知識
を既に修得していることが求められる。3年次前期までに学んだことを復習するつもりで履修するこ
とを期待する。

特定の教科書は使用しない。各回の授業の担当者が、それぞれに、資料や複写した文献等を配布す
る。

各回の授業の参考文献は、担当者が個別に示すが、授業全体の参考文献として、以下のものを挙げて
おく。
・高橋眞・村上幸隆編『中小企業法の理論と実務〔第２版〕』（民事法研究会・2011年）

事前学習としては、指定された文献・資料等に基づいて十分な予習をすることが必要とされる。事後
学習としては、講義の内容を整理して、関連文献を読み、知識の定着を図ることが求められる。
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